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論文の要旨  

【本稿の概要】 

	 本稿は、アメリカと日本における不当労働行為救済制度について検討し、そこから得

られたものに基づき、カンボジアにおける不当労働行為救済制度のあり方と差別的取扱

判断基準をめぐる問題について批判と示唆を加えるものである。 

 

【問題意識と課題設定】 

	 現在のカンボジアでは、労働者数とストライキの増加、外国企業の進出など、社会の

状況等が大きく変化している。近年の大きな出来事は、2016 年に労働組合法が制定され

たことである。同法により本格的な不当労働行為の規定が初めてカンボジアの歴史に登

場した。 

	 しかし、不当労働行為救済制度を支える諸制度について、ほとんど改革されてこなか

った。カンボジアでは、司法機能の不全がますます深刻化している反面、行政機能や仲

裁の機能が飛躍的に拡大している。そのため、救済制度における裁判所と行政との機能

を調整することが重要な意義を持ってくる。 

	 本稿で扱う課題として、次の二点を取り上げる。 
	 一つ目の課題は、不当労働行為救済制度の仕組に関する問題である。不当労働行為事

件を救済している労働仲裁委員会（AC）の組織自体は問題を抱えながら、それらの問題

解決に向けた検討がされてこなかった。そうしたことに対処するために、整合的に行政

救済と司法救済の役割分担が行われている他国と比較する必要がある、その際の具体的

な注目点は二つある。第一に、AC と裁判所との関係をめぐり、如何にそれぞれの機関

が裁量を行い、役割を果たすのか。第二に、AC が判断した裁定の執行力が明確ではな

く、救済制度の効果が低いため、如何に改善すべきか。現状では、拘束力のある裁定の

場合に、労働仲裁委員会の命じた裁定が履行されたか否か不明であり、拘束力のない裁

定の場合には無視されることが多い。 

	 二つ目の課題は、差別的取扱判断基準に関わる問題である。組合や組合員に対する差

別的取扱の事件や、使用者が組合の申し入れた交渉に応じない事件等が多数生じている。

しかし、AC の裁定を検討したところ、判断基準が形式的なものに留まっていることが

わかった。不備な点は二つある。一つは、アメリカと日本の判断基準と比べたら、カン

ボジアの場合、本来重視すべき差別取扱意思と労働組合活動の正当性に関する議論が重

視されていないという問題である。もう一つは、立証責任についても裁定の中では、

「主張する側は立証責任を負う」という文言が示されており、そのため、労働者側が負

けたケースが少なくない。労働者側は何をどの程度立証すればよいのかについても不明
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確である。それらの点を見落として判断すると、実際には差別的取扱にあたるか否かが

考慮されず、労働組合員や労働組合の活動が回復できなくり、不利な影響を及ぼしてし

まう可能性が高い。そこで、第二の課題であるカンボジアの差別的取扱判断基準に関わ

る具体的な課題設定は、①差別的取扱意思、②労働組合の正当性、③立証責任の三点で

ある。 

	 以上のような状況を改善するには、他国のような整合性のある制度が必要だと思われ

ることから、不当労働行為救済制度に関する問題と差別的取扱に関わる判断基準を取り

上げることにした。 

	 検討対象国は、不当労働行為救済制度を有するアメリカと日本である。理由としては、

まずアメリカは不当労働行為救済制度の母国であり、また、第 2 次世界大戦後、日本は

アメリカの影響を受けて不当労働行為の救済制度を設け、一部でアメリカとは異なった

制度に発展させ運用している。現在、アメリカと日本はそれぞれ独自の制度となってお

り、その点からも検討する意義が大きいと思われる。 

	 本研究の意義としては、二点指摘できる。まず、上記の課題を解決することによって、

カンボジアにおける労働組合紛争処理制度を構築し、労働組合の日常的な活動の権利を

保障し、労働組合の発展が期待できる。次に、労働者の権利を救済することが期待でき

る。現在の裁判所は労働者ではなく経営者に有利な判断を下しており、労働者の差別的

取扱を裁判によって救済するためには，司法制度の大規模な改革が避けられない。その

ような改革は，かなりの時間がかかるため、労働者の救済はいつまで経っても実現でき

ない。本稿は、こうした現状を大きく変えようとするものである。 

 

【研究の成果】 

	 本研究の成果は、以下の通りである。 

	 （１）一つ目の課題である不当労働行為救済制度について、次のようにまとめること

ができる。 

	 第一の問題は、AC と司法機関との役割と裁量である。AC と司法機関との役割につい

ては、日本型の「並存主義」とアメリカ型の「行政一本化」とについて検討した結果、

以下の理由からアメリカ型の「行政一本化」を選択する。カンボジアの状況に鑑みると、

「行政一本化」を選択すれば、遅延問題を回避でき、かつ、既に制度化されている AC

の機能も尊重できる。そのうえで、将来的に AC の専門性を充実させなければならない。

また、AC の実質的な裁量については、日本型の調整的な解決方法および日米で活用さ

れている和解を勧める。なぜなら、これまで 14年間活動してきた AC の魅力は、調整的

な解決を図っている点にあるからである。つまり、第一の課題の結論は、カンボジアの

状況に照らすと、アメリカの制度の「行政一本化」と日本の制度の「調整的な解決方法」
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を組み合わせて、カンボジア法の制度として入れるべきであることを指摘できる。それ

は、カンボジアにおける労働紛争緩和措置制度として、AC から処理手続をスタートさ

せる方法により、今まで活用されてきた労使間の仲裁や調停の文化を引き続き維持させ

ることである。 

	 次いで、事実認定の問題に関する議論も挙げられる。裁判所は AC の認定した事実を

どこまで認めたら良いかも一つの重要な検討対象とした。アメリカの場合、全国労働関

係局（National Labor Relation Board; NLRB)が行った事実認定は、証拠によって明らかで

ある場合に 終的なものとされ、司法救済レベルで新証拠および新主張を許さないのが

原則である。審査裁判所は、NLRB における記録のみを資料として、事実認定の適法性

を判断し、再び一から事実認定を行わない。つまり、アメリカでは、NLRB が事実と認

定したものは積極的に受け入れる。実質的証拠法則のもとで制度を発展させてきた。 

	 他方、日本の場合、アメリカと違い、裁判所は実質的な証拠法則に拘束されず、また、

これを採用するか否かも議論の決着が未だ見られていない。通常、司法審査は行政レベ

ルで救済された判断が法に従っているかどうかを判断する。それは、事実認定のもとと

なった証拠が妥当であるかどうかも含んでいる。そのため、カンボジアの状況にとって

望ましい形は次のようになる。つまり、アメリカのように記録の全部を収集することに

よって、AC が尊重されていることの証拠の一つにできる。また、日本のように、司法

救済レベルでは、行政救済レベルで既に認定した事実を正確な証拠に基づくものか否か

をチェックし、また新証拠と新主張を許すことである。 

	 AC の裁定の執行力に関して、裁定の執行を確実なものにするのに、以下の二点を工

夫する必要がある。一点目は、現存の不拘束力裁定を選択できる制度を廃止することで

ある。不拘束力命令が選択されると、審理中の段階では当事者が解決する努力をあまり

前向きに行わない恐れがあり、また審理後の段階では両当事者は裁定を無視しても良い

という結果になる。このような欠点から、せっかく処理機関として存在している AC を

弱体化させるだけである。二点目は、二つの補助システムを導入することである。一つ

は、日本型の緊急命令を取り入れることである。現在のカンボジアは命令の履行システ

ムが整っていないため、今後司法機関による救済が活発になる時期を迎えた場合、労働

者の権利を保護するために必要だと思われる。もう一つは、アメリカ型の命令交付後の

履行に対する報告命令を取り入れることである。カンボジアの現制度は裁定交付後に裁

定の主文を無視しても AC が把握できないため、今後は裁定の通りに履行しなければ、

罰金や刑罰を受けるというシステムを設計していくべきである。この点について、詳細

な制度設計の検討が必要であり、政策論を強化していかなければならない分野である。 
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	 （２）カンボジアの差別的取扱判断基準については、分析結果を次のようにまとめる

ことができる。 

	 まず、差別的取扱意思について述べる。カンボジアでは、差別的取扱意思の判断は、

ケース・バイ・ケースになされる。というのは、反組合的な表現事実があれば反組合意

思が明確であるとして差別的取扱に該当するというケースがあり、他方、AC は一応、

反組合意思について取り上げているが、厳格に一つの判断要素としているかは必ずしも

明確になっていないケースもある。現在のカンボジアでは反組合意思についての学説の

見解、AC の命令があまり蓄積していない。そこで、日米における以上の問題への対応

状況を、カンボジアのそれと比較すれば、次の点に注目することができる。第一に、反

組合意思は、差別的取扱を判断する際に、 低限の要素として考慮すべきである。第二

に、将来における議論となりうるのは、労働組合に対する不利益性に関する法理である。

アメリカの本来的に破壊的な行為法理と日本の不利益性に関する法理によって、労働者

の立証負担が軽減されることにつながることが期待できるため、これらの法理を充分に

活用すべきである。 

	 次に、労働組合活動の正当性についてである。進出している外国企業・国内企業およ

び新生産技術の導入等々の影響は、労使間の紛争・衝突につながることが明らかだと言

える。雇用の態様について、カンボジアは日本型よりアメリカ型に近い。すなわち、カ

ンボジアでは、労働者の移動が激しいアメリカのようなジョブ型の雇用社会にある程度

類似性を持っている。そうなると、労働組合活動の正当性の判断枠組みについて、その

点を配慮する必要がある。また、現在における差別的取扱判断基準に対する示唆として、

労働組合活動の正当性の要素を入れることである。労働組合は、労働組合員の利益のた

めに活動を行うことに大きな意味を持っているので、労働組合活動の正当性にさらに目

を向けるべきである。雇用の態様はアメリカに類似しているので、判断の仕方もアメリ

カから詳細な議論を学ぶべきである。さらに、将来的には、労働組合活動の体系が多様

化していくことが予想され、そのため具体的な労働組合活動の正当性の捉え方について

日本との比較対象が有益になると確信している。 

	 後に、立証責任についてである。立証責任に関する問題を整理すると、次の二点を

指摘できる。一つは、労働者側の問題で、労働組合側には提示が不可能な証拠資料があ

ることである。もう一つは、AC における立証方法等についての指示に係る態度である。

証拠自体はどういうものなのか、AC が積極的に指示するなどの態度を採っていない。

そこで、カンボジアにおける立証責任に関する問題として、原因に沿って検討すべきだ

と思われ、二点提示したい。第一の提言は、AC は立証方法に関する指示や命令を積極

的に行うべきである。現状のカンボジアの問題に対して、不当労働行為救済のあり方を

模索するために AC が役割を積極的に果たすべきである。その上でさらに第二の提言と
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して、アメリカと日本の共通点から習って、必要に応じて使用者への立証責任の転換を

行うようにすべきである。 

	 このように、カンボジアにおける集団的労働紛争処理制度設計および差別的取扱判断

基準をめぐり、カンボジアが採用すべきモデルを検討し、整理した。発展途上国のカン

ボジアにおいて、産業の発展とともに、労働分野における紛争処理制度を適正なものに

整えることによって、労働者側の利益に資するのみならず、使用者側や投資者側にとっ

ても有益なものとなる。 

	 以上、本稿は 1997年労働法の運用の下で生じた問題を素材にして、カンボジアにおけ

る不当労働行為救済制度及び差別的取扱判断基準について論じた。 
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序論  

 
		研究の背景と課題 	

 
	 1997 年のカンボジア労働法（以下、「1997 年労働法」という）は、フランス労働法、

ILOとアジア・アメリカ自由労働協会(Asian American Free Labor Institute; AAFLI)の条約

や勧告等をもとに作成された1。しかし、1997 年から 2015 年に至るまで、反労働組合禁

止に関する規制の部分が全く変わらなかった。また、カンボジアでは労働者数の増加、

ストライキの増加と多様化、外国企業の進出、社会の状況等が大きく変化したにもかか

わらず、労働組合法システムは変動をみなかったことこそが問題といえる。	  

	 カンボジアではここ数年貧富の拡大の改善が見られず、また労働人権侵害に関する報

告書が多数公表された2。労働組合運動では、労使間で衝突する労働争議によりしばしば

流血沙汰が生じた。したがって、労働組合保護への方向を目指すべきであり、国家の立

法介入により可能な限り抑えることが出発点だと思われる。その中でも、二点に絞って

何が問題となっているのか、明らかにしたい。 

	 一点目は、カンボジアの労働仲裁委員会(Arbitration Council in Cambodia;以下「AC」と

いう)に関する問題である。ACは 2003年に設立され、「集団的な労働紛争」のみを取り

扱う行政機関である。ACは国家代表、使用者代表、労働者代表各 1名の 3名の委員か

ら構成される。労働大臣が、調停によって一致しない紛争の争点を ACに付託し（1997

年労働法第 309条 2項）、その後、ACは 3日以内に会議を開かなければならない。 

	 1997 年現行労働法の中には、アメリカと日本のように不当労働行為という用語がなく、

労働組合の差別的取扱(Discrimination)という表現で規定している。労働組合の差別的取

扱は労働組合との関わりがある紛争なので、「集団的な労働紛争」として扱っているた

め、AC の管轄になる。つまり、カンボジアで不当労働行為救済を行うのは、AC である。 

	 2016 年 5 月 17 日の労働組合法（以下、「2016 年労組法」という）が公布され、カン

ボジアの歴史において初めて不当労働行為という用語が使われ始めた。同法は、17 ヵ章

100 ヵ条がある3。同法第 10 章で使用者による不当労働行為 (Unfair Labor Practice by 

                                                        
1 1997年カンボジア労働法の前書き。 
2 代表的報告書は、次の通りに挙げられる。Hall, John A. [2000]  “Human rights and the garment industry in 

contemporary Cambodia.” Stan. J. Int'l L. 36, p.119. Polaski, Sandra. [2006]  “Combining global and local forces: 

The case of labor rights in Cambodia.” World Development 34.5, p.919-932. Human Right Watch. [2015] “Work 

 Faster or Get out? Labor Rights Abuses in Cambodia’s Garment Industry” Human Right Watch March 11, p.4.  
3 カンボジア労働組合法の参照論文として、香川孝三「2016 カンボジア労働組合法の日本語訳」季刊労

働法第 255 号（2016 年冬季）180-195 頁を参照。同論文において、カンボジアの労働組合法に対する批

判となる要点も指摘されている。特に、労働組合登録の強制及び厳しい要件である。 
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Employer、クメール語：ករអនុវត្មិន្តឹម្ត-វេដយនិេយជក)、第 11 章で労働組合の不当労働

行為 (Unfair Labor Practice by Union, クメール語：ករអនុវត្មនិ្តឹម្ត&វេដយសហជីព)	 につ

いて規定されている。同法は、ILOからの援助を受けて、2008年から整備され始めた4。

そして、条文の並び方や内容を検討すると、アメリカの不当労働行為の条文に非常によ

く似ている（本稿第 1 章で詳細）。同法が制定された狙いは、経済成長を目指すことと

多発している労働紛争を防止することである5。しかし、カンボジアにとって全く新しい

制度である不当労働行為制度は、どのような姿で現われるか注目を浴びる焦点の一つで

ある。 
	 今日のカンボジアの法制度に内在している問題があり、それが原因で、必ずしも労働

紛争を適切に対処できているとはいえない。そうした状況を処理するため、カンボジア

では他の国のように、きちんとした行政救済と司法救済のシステムが必要となってくる

と思われる。AC 組織自体に関する問題として、具体的には	 (1) AC と裁判所との関係

をめぐり、如何に両機関の役割と裁量を調整した方がいいのか、(2) AC が判断につき執

行力が強固的になっておらず、AC の命じた裁定の拘束力が弱いため、それを以下に改

善すべきか。 

	 二点目は、不当労働行為の中にある差別的取扱にかかわる判断基準に関する問題であ

る。2016 年までカンボジアでは成文法や学説等の中にアメリカや日本のような不当労働

行為の用語が定着していなかったが、それに相当する規定が存在し、かつ、実際のケー

スにおいても差別的取扱に相当する例が発生している。本稿で取り扱うケースは 1997年

労働法の運用によるものである。1997 年労働法第 279 条は、「使用者は、労働者が労働

組合員になったこと、または労働組合の活動に参加したことを理由に、採用、仕事の配

分、昇進、給料、懲戒、および解雇をしてはならない」と規定し、組合活動に対する差

別的取扱を禁止している。しかし、実際には組合活動を理由とした差別的取扱に関する

紛争が生じており、多くの AC の裁定は組合活動を理由とした差別的取扱について、適

切な判断基準により判断をしておらず、適正な対処ができているとはいえない。差別的

取扱判断基準に関する具体的な問題については、(1)差別的取扱意思に関する議論が重視

されないこと、(2)労働組合活動の正当性に関する判断が議論されないこと、(3)立証責任

の転換と証明負担の軽減になっていないことが挙げられる。労働者としては、差別的取

扱を主張したにも関わらず、その立証手段が明確になっておらず、判断基準が統一され

ていないケースがある。 

                                                        
4 同旨は、国際労働機構 ILO のホームページのプリレリリースで記載されている。( 終アクセス日

2017年 2月 18日 ULR: http://www.ilo.org/asia/info/public/pr/WCMS_466553/lang--en/index.htm)。 
5 香川・前掲（注 3）180頁。 
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アメリカと日本との比較の意義 	

 
	 本論文は、アメリカと日本の不当労働行為制度を比較検討対象に選択している。 

	 その理由は、アメリカは不当労働行為制度をもっており、日本は第二次世界大戦後、

アメリカの制度の影響を受けて不当労働行為の救済制度を設けたからである。日本はア

メリカと一部異なった制度に発展させているため、日本がいかにアメリカの不当労働行

為制度を継受し、発展させてきたのか、カンボジアの参考にできるだろう。具体的な理

由について、以下述べる。 

	 まず、一点目の課題につき、以下のように比較意義がある。長年運用されてきた不当

労働行為救済機関であるアメリカの全国労働関係局（National Labor Relation Board; 

NLRB)と日本の労働委員会（National Labor Council; NLC) の組織は、カンボジアの ACと

対比すれば、処理パーネル体系、行政救済と司法救済などをはじめ類似している。しか

し、アメリカの場合は行政審判官から連邦 高裁判所までの審級訴えが 4 審までの「行

政一本化」で、厳格的・判定的な仕方であり、NLRB は裁判所の準司法救済としての色

彩を持っている。それに対し、日本の場合は行政救済から 高裁判所までの訴え審級が

5 審までの行政救済と司法救済の「並存主義」であるが、アメリカと比べたら、日本の

やり方は調整的な態度で運用している。この点が、アメリカと日本との 大の相違点で

ある。 

	 現制度のカンボジアにおける救済制度の形式は、細かい点の相違があるが、表面的に

比較すれば、日本型に近い「並存主義」である。また、AC のやり方の位置付けは、仲

裁による紛争処理で、調整的なやり方である。同時に、カンボジアは日本と同じく執行

力が弱いという問題がある。 

	 そうしたカンボジアの現状のなかで、日米の制度を照らしてみると、なぜ日本におけ

る行政救済である NLCはアメリカより調整的なやり方を維持し運用されてきたのか。そ

して、なぜアメリカにおける行政救済である NLRB は判定的なやり方を維持し、厳格な

司法審査で運用されてきたのか。日米の特徴に注意を払うことこそ、カンボジアの制度

について、将来の事件増加に備えかつ効率的に紛争を処理できるために如何に改善すべ

きなのか、参考にできる。 
次に、二点目の課題につき、両国で共通して議論された問題は差別的取扱判断基準で

ある。現行のカンボジア制度において、労働組合の活動を理由とした差別的取扱の成立

をめぐり、一応 ACの定着した判断枠組みが存在している6。 

                                                        
6 A&J (Cambodia) Co., Ltd.事件第 323/15号 2016年 1月 20日、Yuan Da Rong Fong事件第 333/15号 2016

年 1 月 20 日、Victoria Angkor Hotel 事件第 300/15 号 2015 年 12 月 30 日、Strong Health International 
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同判断枠組みの根拠条文は、省令第 305 号第 4 条である。これに基づき、AC の解釈

は、労働者は 3 つの条件に該当すれば、救済される。1 つ目の条件は、省令第 305 号の

対象となる労働者であることである。これは労働組合選挙で選出されなくても、全ての

立候補者のことを指す。2 つ目の条件は、保護される期間内に解雇・雇止めされたこと

である。組合の設立前後、45 日間ずつ労働組合の全員が保護される。3 つ目の条件は、

労働組合は使用者に組合員名簿リストを通知したことである。なお、使用者は労働組合

の幹部ら（組合長、組合副長、組合書記）を解雇する際には、必ず労働監査官の了解を

得なければならないという条文（労組法第 293 条）も存在している。かかる条件に該当

しなければ、正当な手続きによらず行われた取扱いになり、差別的取扱に認定される。 

このように、カンボジアで差別的取扱に関する判断基準が形成されている。しかし、

典型的な裁定の傾向を検討してみると、差別的取扱判断基準の中身は不利益取扱意思、

労働組合活動の正当性に関する議論が重視されていない問題がある。それらの点を見落

として判断をしていくと、差別的取扱になるかどうか、判断の適切化に影響を及ぼして

しまう可能性が高い。そのため、例えば、アメリカと日本で議論された差別的取扱意思

の捉え方、労働組合活動に関する企業の所有権秩序と団結権秩序との対立の調和点の発

見、立証責任の考え方等比較法的観察を行い、カンボジアに相応しい差別的取扱判断基

準を見いだせることを期待できる。 

 

比較方法研究 	

 
本稿では、カンボジア法・アメリカ法・日本法の対比検討を行う。 

第 1 に、カンボジアにおける現行法および労働組合に関する法律を素材に、労働組合

活動の基本的特徴を確認する。そして、現存の救済制度の実体を踏まえ、AC の蓄積し

てきた法理が、どのように展開され、どのような問題に直面しているかを明らかにする。 

	 第 2 に、アメリカと日本の不当労働行為救済制度における立法史の意義・現在の課題

および差別的取扱に関する判断基準を分析する。現在の課題や制度の発展を理解するた

めに、両国の学説や判例を分析する。日米法から得られる示唆を念頭に置きつつ、各論

的な検討を行う。そして、日米比較をベースに多角的な考察を行い、これからのカンボ

ジアにおける、労働仲裁委員会と不利益取扱の判断基準の在り方を考えるために必要な

示唆を得たい。日米での議論を参考にしたのは、これらの国が不当労働行為救済制度を

有しているである。その検討が、今後のカンボジアの法政策や実務の改善を考える上で

不可欠であると思われる。 

                                                                                                                                                               
Limited 事件第 011/16 号 2016 年１月 28 日等をはじめ、全ての組合差別事件において「法的な手続によ

る解雇かどうか」という判断枠組みに基づいて、判断される。 
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第 3 に、集団的労働法の将来展望について考察し、カンボジアに適した労働仲裁員会

制度の改善および差別的取扱いの判断基準を提言する。 

 

先行研究 	

 
	 カンボジアにおける不当労働行為救済制度に関し、先行研究として[NGIM:2011]7があ

る。同論文では、カンボジアにおける不当労働行為制度とその法的救済の重要性を踏ま

えて、労働仲裁委員会が不当労働行為処理機関として解決すべきことと司法改革におい

て労働裁判所設置を進めるべきことが提案された。同論文でも、日本とアメリカの団体

権保障および不当労働行為制度と比較研究を行った。しかし、アメリカの不当労働行為

制度に倣って発展してきた日本の不当労働行為制度の原則の分析のみに留まり、ACの

組織改革の提言がなされず、また実務上の判例の検討等が見られなかった。 

	 そこで、本論文ではカンボジアにおける不当労働行為とその法的救済のためのより良

い制度設計を提案するために、比較対象国であるアメリカと日本の制度の分析を加え、

生きている判例や法理も検討することが不可欠だと考えた。 

 

研究の意義 	

 
本研究により、カンボジアの不当労働行為の全体構造を明らかにすることができる。

労働紛争の多くは、裁判所による解決を求めることが可能であるが、労働紛争において

裁判所が必ずしも使いやすいものではなかったため、実際に労働紛争が訴訟で争われる

例が少ない。この課題に応じて、本論文は将来的に、次の 2 点でカンボジア労働法の発

展に貢献できると考えている。 

	 第一に、本稿によりカンボジアにとって不当労働行為救済に関する制度ないし概念が

統一できることと、労働組合の近代化および法の継受の発展が期待できる。 

	 第二に、本研究は、AC の今後のさらなる発展に貢献するものである。筆者は、労働

紛争を裁判外紛争により処理できるような制度設計を支持するものである。①裁判は費

用と所要時間が負担となって、労働者には利用しづらいこと、②労働関係の継続が前提

となっている場合には、過去の権利・義務の存否の判断よりも将来に向けた解決が適切

であることが多いこと、③そもそも争いの対象自体が新たな法律関係の形成にある場合

も少なくない8という観点から見れば、AC による労働紛争の処理は重要な意義をもって

おり、その発展が求められている。 

                                                        
7 NGIM Sokrachany, “Toward Better Protection of the Right to Bargain in Cambodia: A Focus on Legal and 

Practical Aspects” (Ph.D. dissertation, Nagoya University, 2011). 
8 村中孝史「労働紛争解決制度の現状と問題点」日本労働研究雑誌第 581号（2008年）5頁。 
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	 要するに、現在の不当労働行為救済制度においては、2016 年カンボジア労働組合法に

より制度として生まれたが、現実的な救済機関の機能と救済内容の判断基準は決して十

分ではないので、近い将来にさらなる進行のために検討されるべきテーマである。 

 

論文の構成 	

 
	 本論文では以下のように構成をとる。 

	 序は、問題の所在、比較対象国の必要性、問題点、先行研究、研究の意義と論文の構

成について述べる。 
	 第 1 章では、カンボジアにおける基本的な団結権システムの前提知識およびその特徴

を確認する。カンボジア労働法における歴史の経緯、現行制度の団体権、紛争解決機関

である AC と裁判所との関係や救済の仕組みをはじめ、団結権の重要な法的な仕組みを

概観する。また、差別的取扱に関する裁定例の検討を通じて、論文の課題である AC の

組織に関する課題と、AC により判断された差別的取扱いの判断基準に関する問題につ

いて詳しく記述する。 

	 第 2 章では、アメリカにおける基本的な団結権の保障システムである制度の発展とそ

の由来を分析し、差別的取扱に関する判例の検討を行う。その上で、具体的には歴史的

な背景と特徴、NLRB と司法審査との関係、アメリカの差別的取扱とその判断基準につ

いて述べる。 

	 第 3 章では、日本における基本的な団結権保障システムである制度の発展とアメリカ

からの法継受の特徴を確認しながら、行政救済および司法救済ならびに不利益取扱の判

例の検討を行う。具体的には、歴史的沿革、日本における行政救済と司法救済、日本に

おける不当労働行為制度、不利益取扱判断基準について述べる。 

	 第 4 章では、比較分析によって、カンボジアに相応しいシステムを提言する。「集団

紛争処理改善の主な選択肢」および「カンボジアの差別的取扱判断基準」、という項目

を分ける。前者は二点ある。一点目は、司法救済と行政救済との関係性如何に形式的な

役割と実質的な裁量を選ぶのかについてである。二点目は、裁定の執行に関する改善策

である。これまでの裁定の執行の欠点を認識し、見直しのための示唆を試みる。後者は、

過去における差別的取扱の判断基準が不備であることを見直し、かつ未来に向けて、

2016 年に制定された労働組合法に導入された不当労働行為制度における判断を備えるた

め、アメリカと日本からの分析から得られた示唆に基づきカンボジアの判断枠組みにつ

いて提言する。 

	 結論では、本稿の結論を述べる。 
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第１章	 カンボジア法  

 

第 1節	 歴史的展開 	

 

	 	 	 1．市場化・民主化への移行  

 

	 カンボジアは、1953 年にフランスから独立した。ハエルは、次のように述べている1。 

「カンボジアは農業国であるため、フランスから独立するまでは、

酒工場とゴム工場以外に様々なインフラや産業がなかった。しか

し、独立した約 4 年後、政府は国の産業開発の重要性を認識しは

じめた。それがきっかけで、1960 年代には労働法が準備され、

1972 年に制定された。そこから、民間中小企業の姿が次々と見

られるようになった。当時の労働法は 16 章 352 ヵ条である。と

ころが、ストライキ権と最低賃金の規定がなかった。」	

	  

	 一方、 1954 年から 1975 年にかけて労働組合が存在したが、当時のカンボジアは社会

主義であったため、労働組合の仕組みや活動が非常に内密で情報等が不明であった2。

1975 年から 1979 年にかけて、カンボジアは民族虐殺の残酷な時代であるポル・ポト時

代に突入した。約 4 年間で、飢餓等の原因で、約 20 万の命が奪われた3。また、労働に

関する法律はおろか全ての法律も廃止させられたため、依然として未発展な状態であっ

た。その後、1979 年から 1990 年にかけて、カンボジアは共和国になり、計画経済の制

度が採用された。労働組合があったものの、労働組合員は国から給料を支給され、国が

全てを管理していた4。つまり、当時の労働組合の概念は近代の労働組合の概念とは違い、 

労働者の権利及び利益のために存在しているわけではなかったといえよう。 

                                                        
1 !៊#ល ចំ#$ន«នីតិករងរ» (ហ្#ណន&ះពុម្ផ-.យ ឆ"#ំ២០០៦)ទំព័រទី៤០（ハエル・チョムラウン『労働法』（フ

ーノン、2005年）40頁。） 
2 Veasna Nuon and Melisa Serrano [2010] Building Unions in Cambodia History, Challenges, Strategies, 

Friedrich Ebert Stiftung), p.19-22. 
3 Margaret Slocomb[2010] An Economic History of Cambodia in the Twentieth Century, NUS Press 
Singapore, p.192. 
4 Veasna・前掲（注 2) 24頁。 
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	 カンボジアでは絶えず内戦が繰り返され、長年の内戦と不安定な状況に置かれ続けた。

1991年のパリ和平協定を経て、1993年に新憲法であるカンボジア王国憲法の下で、立憲

君主制が復活し、複数政党制と市場経済が導入された5。その後、様々な法律が制定され、

労働法もその一つである。 

	 1997 年に制定された現行の労働法は、1993 年カンボジア王国憲法に基づいて、1992

年から 1994 年にかけて制定された労働に関する諸法律ならびに、国際労働機関

（International Labor Organization: ILO）およびフランスの労働担当省の専門家およびアジ

ア・アメリカ自由労働協会（Asian American Free Labor Institute: AAFLI）の援助によって

立法化された6。そのため、現行の労働法が上記 3 つの組織から影響を受けた可能性は高

い。同法は、社会主義的色彩の濃かった 1992年労働法に大幅な修正を加えたもので、自

由主義的な考えを取り入れ、労働者や組合の権利等を尊重したものとなっている7。 

 	 また、1998 年には労働組合登録手続に関する法律が制定され、労働組合が正式に登

録できるようになり、その数も年々増えている。 

	 そうした法整備は、カンボジアとアメリカが輸出品のクオターを拡大する条件として、

カンボジアの縫製業が労働基準を順守することが要求されるからである8。カンボジアと

米国の二国間貿易協定 ( United States Commerce Trade Agreement: USCT) の締結の影響が

あったのではないかと思われる9。USCT の締結後 1995 年に労働者の数は 20,000 人弱で

あったが、2002 年には 200,000 人以上に増加している10。USCT はカンボジアの労働法に

対して非常に重要な出来事といえるだろう。職場改善の意識、労働組合創設の拡大もあ

った。これらに伴い、労働紛争解決、労働法の適用等の労働政策を担当する機関の負担

が大きくなっていた。そこで、ILO と労働担当省が労使関係システムに対して様々な提

案を進めていった。 

                                                        
5 四本健二「カンボジア」鮎京正訓『アジア法ガイドブック』（名古屋大学出版会、2009 年）189-190

頁。 
6 1997年カンボジア労働法の前書き。 
7 国際機関日本アセアンセンター『カンボジア投資ガイドブック』（東南アジア諸国連合貿易投資観光

促進センター、2010 年）III−20 頁、香川孝三「ILO のカンボジア工場改善プロジェクト(Better 

Factories Cambodia)―労働基準監督の技術協力―」（季刊労働法 230号 2011年）167頁。 
8 香川・前掲（注 7）168頁。 
9 AC も USCT の締結によってできた。詳しくは、Hugo Van Noord, Hans S. Hwang and Kate 

Bugeja [2011], “Working Paper No.24, Cambodia’s Arbitration Council: Institution-building in a 

developing country”, Geneva: ILO, p.6以降参照。 
10 Daniel Adler, Susie Brown, Lee U Meng and Hugo Van Noord [2007], The Arbitration Council 
and the Process for Labour Dispute Resolution in Cambodia. 2nd ed, Phnom Penh: Arbitration 
Council Foundation (ACF), p.5. 
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	 カンボジアにおける労働組合の本格的な仕組みが整ったのは 1993年以降である。しか

し、当時から現在までの経済の状況と労働者の要求に照らし合わせると、内容や実際の

運用からこの仕組みは充実しているものとは到底いない。 

 

	 	 	 2．労働市場および労働組合の状況  

 

	 カンボジアの人口は、約 1,490 万人であり11、労働市場を支えているのは、日本のよう

な重工業ではなく、軽工業である12。目立つのは、縫製業の分野であり、その他は、食

品工場、建築工場、観光産業、旅館産業等である13。東南アジア諸国の中でも、カンボ

ジアの縫製工場数は著しく多く、今後においても縫製分野および経済成長のため、法制

度の整備が必要である14。縫製工場の労働者（女性が多い）の多くは、地方からプノン

ペン等の都市に出稼ぎに来ており、毎日気温が高く、混雑した埃の多い道で工場に通っ

ている15。また、全てのセクターにおいて 低賃金ルールが存在しないのが現状で、賃

金自体も低い16。企業や労働者数が拡大している一方、労働者保護や社会保障制度等は

未成熟であること、職業訓練や労働条件が十分に与えられていないことなど、軽工業に

おける労働者の立場は非常に弱いことが問題となっている17。 

                                                        
11 ILO International Programme on the Elimination of Child Labour [2013] “Cambodia Labour 
Force and Child Labour Survey 2012: Labour Force Report” National Institute of Statistic, Phnom 
Penh: ILO, p.1. 
12 カンボジアの投資・貿易を詳しく紹介している図書は、道法清隆=林憲忠『カンボジア経済の基礎知

識』（日本貿易振興機構、2016年）33-60頁参照。 
13 National Institute of Statistics, Ministry of Planning [2013], Cambodia Inter-Censal Population 
Survey 2013, (United Nation Population Fund, Japan International Cooperation Agency) p.61.  
14 Madhur, S. [2014]. Cambodia's Skill Gap: An Anatomy of Issues and Policy Options. CDRI, p.51. 
15 Anna Shea, Mariko Nakayama and Jody Heymann [2010] “Global Social Policy, Improving 
Labour Standards in Clothing Factories: Lessons from Stakeholder Views and Monitoring Results 
in Cambodia”, (SAGE), p.86. 
16 カンボジアの労働条件の絶対水準が低く、事実上は強制的に残業させ、労働災害への対応も悪い。詳

しくは、山形辰史「カンボジアの縫製業―輸出と女性雇用の原動力―」天川直子編『カンボジア新時代』

（アジア経済研究所、2004 年）60 頁。また、佐藤安信「UNTAC から 15 年のカンボジアにおける平

和構築と人権」日本平和学会編『アジアにおける人権と平和』（早稲田大学出版部、2009 年）52 頁で

も論じている。 
17 Kolben, K. [2004] “Notes from the field: Trade, monitoring, and the ILO: Working to improve 
conditions in Cambodia’s garment factories”, in Yale Human Rights& Development Law Journal, 
Vol. 7, Issue 79, p.20-120. 
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	 カンボジアでは、日本と同様、企業別労働組合が中心である。組合の組織率としては

縫製工場では、60％の労働者が組合に入っている18。また、データがないが、企業ごと

に複数の労働組合が存在していることが多い。全体として労働組合は、労働者のため活

発に活動しており、存在感が強いというイメージがある。ストライキが頻繁に行われて

いることからも、そういえるだろう19。カンボジアにおいては、労働法が若く、ストラ

イキの実施も正式な手続きによるものが少なく、労働組合員等の差別的取扱いおよび団

体交渉拒否が後を絶たない20。 

 

	 	 3．労働法の概略  

 

	 高法規であるカンボジア王国憲法第 36条 5項では、「クメール市民は、性別を問わ

ず、労働組合を結成し、労働組合員となる権利を有する」と規定している。これは、団

結権の保障に当たるといえる。 

	 それを受けて、労働法には様々な規定が置かれている。カンボジアでは、労働法の対

象は国籍を問わず、カンボジアにおけるすべての使用者と労働者との個別的な関係およ

び集団的な関係を定めるための法分野と言われている21。同法は、1997 年 3 月 13 日に制

定された。19 章 396 ヵ条あり、日本の労働組合法（以下は、労組法）、労働基準法（以

下、労基法）、労働関係調整法（以下、労調法）等に相当する内容を規定している。以

下は、労働法の概略のうち22、本論に関連している章を紹介する。 

第 1 章は、「総則」であり、その中には、適用範囲、不当労働行為禁止と差別の禁止、

公共秩序、強制労働に関する規制がある23。第 11 章は、「企業における労働組合の自由

                                                        
18 Veasna・前掲（注 2）64頁。 
19 Veasna・前掲（注 2）32頁。 
20 Daniel・前掲（注 10）4頁。 
21 Veasna・前掲（注 2） 27頁。 
22 カンボジア労働法の日本語訳（仮訳）https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kh/law/pdf/labor-

law201503.pdf（ 終アクセス日:2017年 5月 16日）。 
23 第 2章は、企業の設立であり、その中には、企業の開設及び解散に関する報告、個人の移動（採用解

雇）に関する宣言、企業の内部規則、雇用のカード、給与台帳、購買店、保証、労働請負業者の性質に

関する規制がある。第 3 章は、見習いであり、その中には、見習い身分に関する契約の性質および形式、

見習い身分契約の条件、指導者及び見習いの義務、見習い制度の監督、見習い契約の終了に関する規制

がある。第 4章は、労働契約であり、その中には、労働契約の署名および履行、労働契約の中断、労働

契約の終了（期間のある労働契約、期間のない労働契約、退職金、損害賠償、集団的解雇）に関する規

制がある。第 5章は、労働協約である。第 6章は、労働条件であり、その中には、賃金、労働時間、夜

間労働、週休、有給休日、年次有給休暇、特別休暇、児童労働と女性労働、職場外で採用された労働者

に関する規定がある。第 7章は、農業従業者に対する特別労働条件であり、その中には、プランテーシ
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および労働者代表」であり、その中には、労働組合の結成自由、労働組合の自由の保護、

企業における労働者の代表に関する規制がある。第 12章は、「労働紛争の処理」であり、

その中には、個別労働紛争および個別労働紛争に関する事前調停、集団労働紛争、労働

仲裁委員会に関する規制がある。第 13章は、「ストライキ・ロックアウト」であり、そ

の中には、総則、ストライキに関する事前手続き、ストライキの効力、違法ストライキ

に関する規制がある。第 14章は、「労働行政」であり、その中には、総則、労働監査、

労働医療監査に関する規制がある。第 15章は、「労働諮問委員会」であり、労働、雇用、

賃金、職業訓練、倫理的状況の改善、労働者の健康と安全に関する問題を研究する義務

を負う。その他、 低保障賃金に関する提言、労働協約に関するアドバイス提供である。

第 16章は、「罰則規定」である。第 17章は、「労働裁判所」である。 

カンボジアの法制度の欠点として、施行細則の規定がないため、実務上の運用につい

て不明な点が多い24。 

なお、カンボジアの労働法では、第 17 章に労働裁判所という章がある。しかし、

2016 年に至っても、労働裁判所は依然として設置されていない。したがって、現在では

労働に関する紛争が起きた場合、地方裁判所が取り扱う。 

 

	 	 	 4．労使紛争の形態  

 

カンボジアにおける労働紛争は、日本をはじめ他国と同様に 2 つの形態に分別できる。

一つは、集団労働紛争と個別労働紛争の形態である。もう一つは、権利紛争と利益紛争

である。 

 

	 	 4.1. 集団労働紛争と個別労働紛争  

 

	 まず、集団労働紛争と個別労働紛争の形態について述べる。カンボジアの 1997年労働

法は、個別労働紛争および集団労働紛争の定義について次のように規定している。 

                                                                                                                                                               
ョン、その他の農業業務に関する規定がある。第 8章は、健康及び安全に関する労働者の適用範囲であ

り、その中には、総則、検査、労働健康所に関する規定がある。第 9章は、労働災害である。第 10章

は、職斡旋及び労働者の募集であり、その中には、職業斡旋、外国人労働者の雇用に関する規定がある。

第 18章は、経過規制である。第 19章は、 終条項である。 
24  岡 山 県 カ ン ボ ジ ア ビ ジ ネ ス サ ポ ー ト デ ス ク 「 カ ン ボ ジ ア 労 働 法 の 概 要 」

http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/330052_1523267_misc.pdf （ 終アクセス日:2017 年 3 月

5日）。 



 

 12 

	 個別労働紛争とは、「使用者と一人または複数の労働者または研修生との間に個別的

に生じる紛争」のことであり、「労働契約、研修契約および労働協約の解釈および適用

に関すること」である（労働法第 300条）。 

	 集団労働紛争とは、「一人または複数の使用者と複数の労働者との間に生じる紛争」

のことであり、「労働条件、職業団体25（អង្ករវ'ជ)*ជីវៈ, Professional Organization）の権利

行使、企業内における職業団体の承認、使用者と労働者の関係に関すること」などであ

り、またこの紛争は企業や社会の安定に影響を与える可能性がある（同法第 302条）。 

	 そのうえで、それぞれの手続きが異なる。個別労働紛争を解決する手続きは以下の通

りである。まず、紛争当事者の一方が労働監査官に申し立て、調停を実施する（「個別

労働紛争の解決手続に関する労働担当省令」第 318 号の第 1 条）。労働監査官は申立を

受けたら、双方を呼び、証拠および情報を聞き、調停を実施し、当事者の主張および理

由の要旨を記録する（同省令第 2 条）。調停が成立する場合、紛争当事者の双方または

一方がその合意を実施したい場合は、労働裁判所（労働裁判所が存在しない場合は通常

裁判所）に行き、判決を出してもらうのに対し、調停が成立しない場合は、裁判所に提

訴する（同省令第 8条および第 9条）。 

	 それに対し、集団労働紛争の場合には、まず、労働協約に紛争解決の規定がなければ、

紛争当事者の一方は集団労働紛争であることを労働監査官に報告する（「集団労働紛争

の解決手続に関する労働担当省令」第 317 号の第 1 条）。その後、労働大臣は申立を受

けてから 48時間以内に調停人を推薦し（労働法第 304条）、調停を実施する。成立した

場合は、これを紛争当事者の双方の労働協約とみなす（同法第 307 条）。しかし、調停

が成立しない場合は、調停人は調停が終わったら 48時間以内に、調停が成立していない

点について文書を作成し、労働大臣に提出する（同法第 308条）。 

	 集団労働紛争の調停が成立しない場合には、紛争を解決するために、3 つの方法があ

る。1つ目は、労働協約に規定された紛争を解決する手続き、2つ目は、すべての当事者

が合意した紛争を解決する手続き、3 つ目は、労働法に規定された AC の手続きである

（同法第 309 条 1 項）。3 つ目を採用する場合、労働大臣は調停によって一致していな

いポイントを ACに付託する（同法第 309条 2項）。ACは付託を受けてから、3日以内

に会議を開かなければならず、仲裁を実施することとなる。仲裁実施中には、ストライ

キやロックウアトをしてはならない（「労働仲裁委員会に関する労働担当省令」第 99号

の第 20 条）。AC で仲裁が成立しない場合は、裁判所に訴える。実務では、裁判所があ

                                                        
25 職業団体とは、企業ないし事業所において経営・労働関係上の労働者の利益代表団体や、企業におけ

る労使の共同の利益代表団体のことを指す。例として挙げると、労働組合、従業員代表、使用者団体等

である。詳しくは、菅野和夫『労働法』（第 11版、弘文堂、2016年）767-779頁参照。 
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まり利用されておらず、AC までの処理にとどまっている。AC は仲裁機関であるため、

裁判所と同様の執行力は有さない。仲裁が成立しない場合、実務において労働者側はス

トライキを実施することができる。 

	 図表 1−1 を見れば、現在のカンボジアにおける個別紛争および集団的紛争の裁判外紛

争処理制度が依然として乏しいものであることが分かる。集団労働紛争には AC による

処理が存在しているが、個別労働紛争には労働担当省での調停のほか処理のメカニズム

が存在しない。将来、個別労働紛争の裁判外紛争処理制度を充実させることが課題の一

つだと思われる。 

 

【図表 1-1】  カンボジアにおける紛争処理手続の全体像  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

	 4.2. 権利紛争と利益紛争  

 

	 次に、権利紛争と利益紛争の形態について述べる。労働法上明確に定義が定められて

いないが、解釈によれば次のように定義される。 

	 権利紛争とは、法律上の規定や労働協約・労働契約上の取決めの違反に関する紛争で

ある権利の有無に関する争いのことである26。権利紛争の場合は、集団労働紛争であれ

個別労働紛争であれ、当事者で自主的な解決がつかない場合には、契約の履行や法のル

ールの適用または権利関係の判定と実現を求めて裁判所に出訴できる27。 

                                                        
26 Daniel・前掲（注 10）7頁。 
27 Daniel・前掲（注 10）7頁。 
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	 他方、利益紛争とは、賃上げ・一時金要求等における新たな合意の形成をめぐる紛争

である28。利益紛争は、集団労働紛争として発生するのが通例であるが、交渉によって

決着をつけるべき争いであり、裁判所への出訴の対象とはならない29。 

 

第 2節	 団体権の保障システム 	

 

	 	 	 1．制度上の労働組合の仕組み  

 

	 カンボジアの国際的動向としては、1999 年 8 月 23 日に次の二つの条約を批准した。

それは、ILO 第 87 号「結社の自由及び団結権保護に関する」条約（1948 年）と ILO 第

98号「団体交渉の促進に関する」条約（1949年）である。 

	 これを受けて、カンボジアの労働者代表は、労働組合代表と従業員代表の２つを含む

ものとされる。つまり、労働組合（労働法 266 条）と並んで従業員代表（労働法 283 条）

が、企業内の労働者代表とされるだけではなく、団体交渉の主体としても位置づけられ

ている。従業員代表の法的権限は諮問・協議や苦情申立てに限定され、あくまでも労働

協約の交渉・締結権限は代表的組合に対して独占的に付与されてきたから、その意味で

組合に対して優位的地位が与えられてきたといってよい。 

	 このように、カンボジアの制度上、企業内において、従業員代表と組合代表が併存す

る形となっている。このような制度は、労働者代表の併存システムとも呼ばれている30。

労働組合は職業・産業別に組織され、地域・全国単位で締結される労働協約により労働

条件の統一的規制が行われるとともに、企業・事業場レベルでは従業員代表が法制度化

されている。 

	 また、カンボジアの労働組合の構造は、2 層からなっている31。一つは、地域的枠組み

および職業的枠組みである。前者は、いわゆる企業・事業場単位レベル、州・市単位レ

ベルと全国単位レベルがある。後者は、一定の職業レベル、複数の職業または類似の職

                                                        
28 Daniel・前掲（注 10）7頁。 
29 菅野・前掲（注 25）1001頁。 
30 浜村彰「従業員代表性をめぐる三つの論点」『労働法理論変革への模索』毛塚勝利先生古稀記念（信

山社、2015年）699頁。 
31 !"ករ១!"#"កស&"ខ៣០៥ សកបឃ ស្ីព ីភពជតំណងរបស់អង្ករវ0ជ"#ជីវៈ!"កម្ករនិ)ជិត !ថ#$ក់ 

សហ#$$ស%$ឹះស)$ននិងសិទ្ិក្1ងករចរចរជសមូហភព !ើម$%ីចុះអនុស-.$រួម1ថ3$ក់សហ7$$ស8$ឹះស;$ន ចុះ$្& ទី២២ 

វ"ច្ិក ២០០១（2001年 11月 22日「企業レベルにおける労働者の職業団体の代表及び労働協約を作成す

るための集団的な交渉権利に関する省令」第 305号（以下、省令第 305/01号という）第 1条）。 
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業レベル、一定または一部の経済的活動レベル、複数あるいは数部の経済的活動レベル

がある。 

	 原則、労働組合を設立するのは労働者の自由である。正当な労働組合を設立するため

には、法律に定められた一定の条件を満たす必要がある32。それは、2000 年 10 月 11 日

第 277 号の省令に沿って、労働担当省で登録をしなければならない。登録するために必

要となる資料は、創設者の名簿リスト、労働組合規約（組合の名称、目的、場所、組合

の加入および脱退、幹部の選挙、総会、組合規約の改正手続、組合の解散等の規定を含

むこと）、労働組合の幹部の名簿リストである。また、労働組合の解散や労働組合規約

が改正された場合、30 日以内に労働担当省、州の労働局、内閣と司法省に報告しなけれ

ばならない。 

	 労働組合の規約において、自らの労働組合が企業の全体の労働者の代表になるのか、

もしくは一種または複数の職業の代表になるのかという枠組みの趣旨を定めておく必要

がある。かかる場合、定められた枠組みの労働者のみが労働組合員になれる。使用者の

利益代表者も加入できる労働組合の結成は禁止される（省令第 305号第 3条）。 

	 労働組合の規約は、幹部の秘密選挙に関する規定を置かなければならない。幹部の任

期は、2 年を超えてはいけないとする。再選をすることができる。労働組合の幹部選挙

の全ての候補者は、従業員代表と同様に解雇に対して保護される。その保護は、選出さ

れなかった候補者の場合、選挙前の 45 日間と選挙後の 45 日間に及ぶ。労働組合は使用

者に対して候補者について知らせなければならない（省令第 305号第 3条）。 

	 現行労働法制は、次の労働組合に関わる労働者を保護する。省令第 305 号第 4 条によ

り、労働組合規約の登録を申請してから審査中の場合において、労働組合の創立者およ

び労働組合員の全ては、従業員代表と同様に保護される。この保護は労働組合の規約が

登録されてから、30 日間である。この期間が経過すると、労働組合幹部の 3 名は労働法

第 293 条の条件（従業員代表者を解雇する際に労働監査官の了解を得なければならない）

に従い、保護される。保護を受けるためには、何らかの有効な手段で使用者に報告しな

ければならない。当該報告は、労働担当省にも送付しなければならない。 

	 労働組合員の異議申立があるときは、労働担当省は調査を行う。その場合、関係当事

者、特に調査の対象となる当事者は、労働担当省に証拠を出さなければならない。 

	 上記の規定により保護される労働者に対して労働監査官の許可を受けずに解雇または

雇止めをした使用者は、労働法第 373 条に定める罰則を適用される。上記の全ての規定

に違反した使用者の行為は無効となる。労働担当省は、解雇された労働者の職場復帰の

                                                        
32 !"ករ១!"!"កស%"ខ២៧៧ សកបឃ ស្ីព ីករចុះប'្ិក*+អង្ករវ0ជ2+ជីវ ចុះ$្&ទី១១ តុល ២០០០។（2000年

10月 11日「職業団体の登録に関する省令」第 277号（以下、省令第 277/00号という）第１条）。 
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措置を厳格に取らなければならない（裁判所での審理中の場合でも）。同省令の全ての

規定には、2000年 7月 22日省令第 2588号により他の省も協力することが要請される。 

 

	 	 	 2．「最も代表的地位」の制度  

 

	 カンボジアでは、集団的交渉制度として「 も代表的地位」制が採用されている

（2016 年労組法第 54 条）。「 も代表的地位」制というのは、一つの企業の中で複数

の労働組合が存在しており、一つの労働組合が「 も代表的地位」の権限を有している

状態である。同条により、「 も代表的地位」を獲得するためには、幾つかの要件を満

たす必要がある。 

	 第一に、法律に定めている手続きにより登録されていることである。 

	 第二に、労働組合員のため専門的・教育的な活動内容を示すことである。 

	 第三に、ある程度の組合員数を擁していることである。①企業・事業場に一つの組合

しか存在しない場合、当該企業の全労働者の 30%の組合員を擁している労働組合は、企

業・事業場の全体の労働者の「 も代表的地位」権限を取得できる。②企業・事業場に

二つ以上の組合が存在する場合、当該企業の全労働者の 30%以上の組合員を擁している

労働組合は、企業・事業場の全体の労働者の「 も代表的地位」権限を取得できる。③

企業・事業場に全労働者の 30%以上の組合員を擁している労働組合が存在しなければ、

全体の労働者の選挙を実施し、「 も代表的地位」の組合を決める。 

 

				2.1.	選挙	

 

	 「 も代表的地位」を取得するためには、2016 年労組法第 57 条による地位の認証請

求を労働担当省に求めなければならない。労働担当省は必要に応じて、調査を実施し、

30 日以内に正式な決定を与える。この申請は直接渡すかあるいは書面送付（受取済みの

確認署名）によって受け取る。関係している個人または法人でも、同期限において調

査・異議申立を行うことができる。同期限の経過後、異議申立がなければ、労働担当省

は、「 も代表的地位組合」に関する認証を発することができる。 

	 また、選挙日と場所は 低でも 7 日前に企業と労働者に知らせなければならない。使

用者は労働担当省の行政官に対して、労働者への選挙の情報を提供しなければならない。

労働担当省の行政官は、省令第 305 号第 7 条第 2 項に従い、全ての労働者に選挙につい

て知らせる。同行政官は、労働担当省から任命され、使用者と調整して、選挙が行われ

るための相談・仲介を行う（同省令第 7条）。 
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	 労働組合は労働組合選挙に関する必要な情報を提供しなれければならない。例えば、

選挙日、選挙用紙の形式、選挙手続等である。労働組合は、就業時間内または外に組合

作戦行動を行う場合につき、使用者の許可を得て、行われければならない（同省令第 7

条）。 

	 使用者の許可があれば、就業時間内に選挙を実施しても良い。使用者の許可がなけれ

ば、就業時間の前または後に実施する。選挙は、労働担当省の行政官の出席の下に行わ

れる。一名又は複数の行政官は、選挙が適正であるかどうかを確認する。国際または国

内の関係している NGO もこれを監視するために、参加することができる。選挙に投票

できるのは、試用期間を含めて 3 ヶ月以上定期的に勤務した労働者である（同省令第 7

条）。 

	 投票用紙は選挙人の誤解を招かない形式にしなければならない。投票用紙には一つの

質問のみを記述するのが望ましい（例えば、問：労働組合「A」に代表してももらいた

いですか?、答：「はい」か「いいえ」のチェックという形式）。複数の労働組合がある

場合、組合名ボックスにチェックを入れるという方法もある。また、組合のマークを入

れて、文字が読めない労働者も選択できるように用意しなければならない（同省令第 7

条）。 

 

						 2.2.	権限	

 

	 「 も代表的地位」組合は、二つの権限を有する。 

	 第一の権限としては、使用者に対して全体の労働者に適用される労働協約締結の交渉

を要請できることである（2016 年労組法第 55 条）。使用者はそれに誠実に応じる義務

を負う（同法第 51条）。一方で「 も代表的地位」組合を持っていない企業・事業場の

場合は、交渉の流れが二つに分かれる。一つは、当該企業の労働組合が組合員を集めて、

企業内の労働者全体の過半数を代表できる場合、当該組合が使用者側と交渉し、労働協

約を締結することができる。この場合も、使用者は組合の求めに応じなければならない。

代表性の異議申立が発生する場合、同省令第 6 条に従う。もう一つは、少数組合であり、

企業内の労働者の全体の過半数を代表できない場合は、使用者側は当該労働組合の組合

員のみに対して交渉に応じる義務を負う。 

	 第二の権限としては、協約の作成案等に参加させるため、少数組合を招くことができ

ることである（省令第 305 号第 8 条）。「 も代表的地位」組合とその他の少数組合と

の関係については、2016 年労働組合法第 50 条で規定されている。「 も代表的地位」

組合によって締結された労働協約の規定は、少数組合員にも及ぶ。 
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第 3節	 労働仲裁委員会 	(AC)	

 

	 	 	 1．司法制度と AC の現実  

 

  1.1. 司法制度の腐敗  

 

	 カンボジアは、1993 年の新憲法によって、新しい時代である民主主義制度に移行した。

そして、その平和維持活動を行うのは、国連カンボジア暫定統治機構 (United Nations 

Transitional Authority in Cambodia: UNTAC) である33。裁判所制度は、国民の紛争に関する

権利と利益を保護する役割を果たすのが本来の姿である。ところが、カンボジアの裁判

所ではこの点について未整備であり、約 20年間経ったにもかかわらず、カンボジアの司

法制度は依然として国民からの信頼が低い34。  

	 また、裁判所の機能において、カンボジアの 高裁判所における判例法理の蓄積が非

常に少ない。その原因は、 高裁判所が出来たばかりであるからかもしれないが、そも

そも裁判所が機能していないからではないかとも考えられる。2009 年度と 2010 年度の

カンボジア民事事件の報告書には、事件の種類と数に関する報告がある。同報告書によ

れば、様々な事件の種類があるが、労働紛争に関する事例がない35。このことから労働

紛争は民事事件として裁判所への訴えが乏しいことが分かる。 

	 S.P.Subedi36はカンボジアの司法制度における問題の原因が 9 点あると指摘している。

１つ目は、司法の独立のための裁判官の身分保護規定が欠けていることである37。2 つ目

                                                        
33 今川幸雄「カンボジア平和の実現と文化の復興」（名古屋大学構成国際教育協力研究センター、

CALE BOOKLET No.4, 2013年 3月）29頁。 
34 佐藤・前掲（注 16）53-55頁。 
35នយកដ%&នកិច្កររដ្ប"#$"ណី«របយករណ៍អំពីស្ិតិ/ឿងក្ីរដ្ប7897ណីទូទំង=7>7សស្ិតិ=7?7ទវAវទនិងស្ិតិD77ក់=7ដប់ 

ក្ី$%ចំមួយឆ្្ាំ២០០៩»(!"មករ ឆ"#ំ២០១០), នយកដ%&នកិច្កររដ្ប&01&ណី«របយករណ៍អំពីស្ិតិ/ឿងក្ីរដ្ប7897ណី 

ទូទំង&'('សស្ិតិ!"#"ទវ&វទនិងស្ិតិ.""ក់!"ដប់ក្ី'(ចំមួយឆ្្ាំ២០១០»(!"មករ ឆ"#ំ២០១១), របយករណ៍'(ចំឆ,( ំ

២០១៤!"សួងយុត្ិធម៌（民事事件部「2009 年度の民事事件の種類・統計に関する報告書」（2010 年 1 月）、

民事事件部「2010 年度の民事事件の種類・統計に関する報告書」（2011 年 1 月）、司法省の 2014 年度

報告書）。 
36 Surya P. Subedi [2011] “ The UN human rights mandate in Cambodia: the challenge of a country 
in transition and the experience of the special rapporteur for the country” The International 
Journal of Human Rights Vol. 15, No. 2, February, p. 252-255. 
37 1993 年のカンボジア王国憲法第 128 条には「司法権は独立である。司法は、不偏不党であって、市

民の権利及び自由を保障する」と、第 132 条には「王様は司法の独立を確保する。そして、司法高等
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は、司法の運営および管理に関する法律が欠けていることである。3 つ目は、裁判官と

弁護士の法知識（法の支配の原則、国際的標準の審理等）が欠けていることである。4

つ目は、汚職が裁判の一つのマナーとなっており、多くの国民が裁判に悪印象を持って

いることである。5 つ目は、裁判官の給料が低いため、裁判では汚職が広がっているこ

とである38。6 つ目は、司法の手続は経済的に余裕のある人が使うものとして定着してい

ることである。7つ目は、知識人の人材が不足していることである。8つ目は、弁護士と

裁判官の数が不足していることである。9 つ目は、三権分立を採っているが、実際に三

つの機関の機能が相互に不透明であり、裁判所が行政機関である司法省からの影響（裁

判の人事等）を受けていることである39。裁判官と検察官の任命・異動・懲戒・免職権

を管轄する司法官職高等評議会には行政機関が介入し、影響を受けている。司法官職高

等評議会委員は 9 名で、その中で国王が会長に、司法省の大臣が副会長に当たることが

決まっており、裁判官と検察官の任命・異動・戒告・免職権に関する決定は明確な基準

や法律がない40。 

                                                                                                                                                               
評議会が王様を援助する」と規定されている。しかし、行政等の介入を予防するための規定がないため、

行政と立法はこの関係を利用し、司法に介入した。具体的な例を出すと、2010 年に反汚職法が制定さ

れ、反汚職機関も設立された。同機関の機能は、裁判官と検察官を含め、国家公務員が起こした汚職に

ついて取り調べ、逮捕、訴訟を起こすことができる。この点では、（Nget Sovannith, “Building Public 

Confidence in Cambodian Justice System: Strengthening, Independence, Empowering in 

Judicary”  Master thesis, Nagoya University, 2012)でも論じている。 
38 裁判官に関する法律が存在していない。行政は状況を考慮して、裁判官と検察官の給料を決定した。

カンボジアの与党が国会の 3 分の 2 を占めているので、大抵の予算に関する提案が通る。要するに、

他の部門と比較しても、裁判官・検察官と裁判所のスタッフの月給が非常に低いことが明確であり、そ

れが一部の原因となり、裁判官と検察官が汚職を行う動機となり得る。実際の月給は、裁判官と検察官

が職位によって、1.300.000 リエルから 2.500.000 リエルまで（13000 円から 25000 円まで）、裁判所

のスタッフが約 80.000 リエル（2.000 円）であるのに対して、国会議員が約 4.000.000 リエル（10 万

円）と行政機関の公務員が約 2.240.000 リエルから 6.000.000 リエルまで（56000 円から 150000 円ま

で）にも上っている。Kathryn E. Neilson and University of Victoria (B.C.). Center for Asia-Pacific 

[2006], They Killed All the Lawyers: Rebuilding the Judicial System in Cambodia, University of 

Victoria for Asia-Pacific Initiatives, University of Victoria,p.12。 
39 カンボジアの歴史からみると、共産主義時代（1979 年−1991 年）には司法省が全ての裁判所を管理

しており、この慣習の影響が現在の司法システムにも影響を与えている。それは、全ての裁判所の行政

過程（裁判官と検察官の数）のモニタリングや編成、裁判所の建物・修復等に関する提案を出すこと、

司法の予算を提案することに表われている。Dolores A. Donovan and Frederick Z. Brown [1993]“The 

Cambodia Legal System: An Overview in Rebuilding Cambodia: Human Resources, Human Rights, 
and Law: Three Essay”, (Johns Hopkins University: Foreign Policy Institute, Paul H. Nitze School 
of Advance International Studies), p.84.  
40 司法官職高等評議会法は、構成員および予算に関して司法大臣及び司法省の関与が規定されているこ
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	 以上のような理由で、現在のカンボジアの司法による救済は、労働者を含めた一般市

民にとってはかなり遠い存在にあることが分かる。本来ならば、 高裁判所の判決を取

り上げ、カンボジアの差別的取扱の在り方を分析すべきであろうが、本稿では AC の裁

定例の分析を対象とする。なぜなら、現在のカンボジアの裁判所は十分に機能しておら

ず、労働紛争とりわけ差別的取扱に関する事例は非常に稀であるのに対し、裁判所とは

別の準司法機関である ACは年々処理する事例が増える傾向にあるからである。 

	 これまでの内容をふまえ、ACと裁判所の機能は以下のように比較できる。 

	 労働裁判所が未だ存在せず、かつ、裁判制度の活用がなされていないカンボジアでは、

AC は労働者と使用者にとって、裁判所よりも身近であり、利用しやすい制度となって

いる。それには、いくつかの理由がある。 

	 まず、AC は簡単な申立手続で行われるのに対し、裁判所は民事訴訟法により複雑な

手続きが必要とされる。AC では、簡単な申込書に記入したり、電話等で AC との連絡

も取れ、弁護士等の代理人を立てる必要がなく、本人でも十分に対応できる。また、2

週間で結論を出すので、迅速な解決を期待することができる。 

	 次に、AC では紛争について専門的な知識を持った中立な立場にある労働仲裁委員の

参加により、解決の方向性を見出すことができる。 

	 その他、AC は現行法と国際規準に基づき、労働紛争を無料で処理する（同法第 316

条）ので、使用者と労働者にとって紛争を解決するのに適した制度だと思われる。 

	 AC による労働紛争の解決が使用者と労働者の双方にとって和解に向けて協力する気

運につながり、そうした新しい文化が構築されつつあると指摘されている41。今後、裁

判外紛争処理を是正する司法府である裁判所の信頼性が高まることを期待したい。 

	  

 	 1.2.  ACの将来的な形における課題  

 
	 カンボジア政府は、2003 年「法律および司法制度改革政策」の中で、次のように述べ

ている。「現在のカンボジアの司法制度は未だ国民から全幅の信頼を受けていないため、 

政府は 4 つの項目を中心として、司法改革を実施する。第 1 に、高度専門的な研修をす

ることにより、裁判官と検察官の適格性を改良する。第 2 に、司法書士等専門的な法曹

                                                                                                                                                               
とから行政による司法への介入の余地を残している。四本・前掲（注 5）199頁。 
41 その他、AC がカンボジアの人権の保護・促進に与えてきた影響として、①当事者間の対話と問題の

関心共有の連帯を通じた社会運動により、紛争が解決し権利が保障される可能性が高いこと、②暴力

の文化を平和の文化へと転換、当事者の間に権利意識を向上させる契機となっていること、③裁定の

公開により判断の根拠に対する説明責任を果たしている点と裁定が先例として法的判断の基準を確立し

ている点等が挙げられている。木村光豪「カンボジアにおける代替的紛争解決―仲裁評議会による労働

紛争の解決―」関西大学法学論集第 63巻第 5号（平成 26年 1月）221頁-224頁。 
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の制度を紹介することにより、司法制度のサービス改善を実施する。第 3 に、経済的に

余裕のない人々の権利や利益を保護するために弁護人サービスの法支援を提供する。第

4 に、裁判外紛争処理を促進することにより、国民の平和的な紛争解決方法という文化

を強化する。」。政府としても、司法制度への信頼性が低いことを認めているのである。 

	 上記の第 4 の項目を受け、裁判外紛争処理機関および準司法機関として、AC が 2003

年 5 月に設立された。2010 年のカンボジア経済機関によれば、労働紛争の増加が要因で、

ACが重要な存在となり42、ACの処理態度についても高く評価され43、注目されている。 

	 また、2008 年の首相の講演44では、「経済の支柱は、農業、観光業、縫製業、建設業

の 4 つである。縫製分野の強化は、政府の四辺形戦略の中の一つであり、その理由は縫

製分野には多く人々に就労を与える必要があることにある」と述べた。今後も縫製分野

は注目され、そこにおける労使間の紛争もさらに増加する懸念があり、紛争処理システ

ムの整備が求められている。 

	 そこで、カンボジアの縫製分野の労使関係を改善する目的で、労働組合の代表と使用

者の代表の間で、2012 年 10 月 3 日に「労使関係改善に関する覚書き」が締結された。

同覚書きは現在の輸出向け衣類生産者の業界団体であるカンボジア衣類製造業者組合

（Garment Manufacturers Association in Cambodia: GMAC)45に加盟したメンバーに効力が及

ぶ。メンバーの縫製企業に対して商品の市場を拡大するとともに、紛争が起きた場合は、

ACの拘束力がある裁定を選択しなければならないことになっている。 

	 このように、現在の傾向において ADR の向上と縫製工場分野の拡大からは、将来的

には AC の裁定の価値や機能が高まることが予測される。裁判所が適正に機能し司法救

済制度として利用されることが期待されるが、近い将来において改善は困難であり、労

働裁判所の創設も 2004 年に指摘されたものの46議論が全く進行していない。他方、AC

                                                        
42 Economic Institution of Cambodia [2010] “ Study on the Demand for Arbitration Council Services” 
Economic Institution of Cambodia, Phnom Penh, Cambodia (August 2010), p.34.  
43 Economic Institution of Cambodia [2010] “ Final Report: Baseline Study for the Arbitration 
Council Foundation (ACF)” Economic Institution of Cambodia, Phnom Penh, Cambodia (August). 
CDRI-Cambodia’s leading independent development policy research institute [2012], “ CDRI Report 
of Midline Follow-Up Study” CDRI, Phnom Penh, Cambodia (October), pp.44-45. Hugo van Noord, 
Hans S. Hwang and Kate Bugeja [2011],  “Working Paper No.24, Cambodia’s Arbitration Council: 
Institution-building in a developing country”, International Labour Office. 
44 The Council of Ministers, “Address by Prime Minister of the Kingdom of Cambodia Hun Sen on 
Rectangular Strategy for growth, Employment, Equity and Efficiency_Phase 2”, (At the first 
Cabinet Meeting of the Fourth Legislature of the National Assembly, at the office of the Council of 
Ministeres, Phnom Penh, 26 September 2008), p.3-4. 
45 Garment Manufacturers Association in Cambodia (http://www.gmac-cambodia.org)参照. 
46 ‘More importantly, the Royal Government will establish special courts as needed, such as the Commercial 
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に対し適切な方法で執行力を加えるのが、カンボジアにとってもっとも現実的なものだ

と思われる。 

 

	 	 	 2．AC の概要  

 
	 2.1. 権限  

 

	 AC は労働法の第 12 章に従い、2002 年 12 月に労働担当省の省令により設立されてお

り、これがカンボジアの集団労働紛争解決の大切な一歩を示している。とりわけ、迅

速・効果的・的確な解決を行うことが重視されてきた。また、2004 年 4 月 21 日に第

099/04 号「労働仲裁委員会に関する労働担当省令」が制定された。AC は、労働紛争の

申立てを労働者と使用者の直接参加により処理するカンボジアの唯一の裁判外紛争処理

機関である。 

	 現行の労働法は AC に大きな権限を与えている。まず、AC は労働法第 309 条により、

集団的労働紛争の権利紛争の解決権限が付与されている。また、利益紛争に関して、AC

は衡平の原則に従い、判断する権限がある。 

	 次に、AC の具体的な救済権限は、労働法第 312 条に定められている。労働担当省の

調停の段階で成立しない争点とその後に生ずる争点の他に、救済を処理する権限を有さ

ないとする。同条によれば、AC は権利紛争と利益紛争を取り扱う。権利紛争の場合に

おいて、法律に基づいて判断を行う。他方、その他の紛争（利益紛争）の場合において、

衡平の原則に基づいて判断を行う。 

	 また、 AC は証拠物件提出を命じる権限がある。労働法 312 条では、「AC は法律や

労働協約の適用と解釈に関する紛争を法的に解決する。当該紛争のために企業の経済や

社会状況の全てを調査する権限も付与される。必要な場合に、専門家による処理を申請

し、かつ、企業や労働組合に対して会計、統計、財務、行政等に関する書類を提出する

よう命じることができる。AC は、提出された紛争に関する情報や書類について守秘義

務を負うようにしておかならければならない。また、AC の審理会議は非公開である」

と規定している。 

 

2.2. 委員の構成  

 

                                                                                                                                                               
Tribunal, the Juvenile Tribunal, the Labor Tribunal, and the Administrative Tribunal.’ The Council of Ministers, 

“Address by Prime Minister of the Kingdom of Cambodia Hun Sen on Rectangular Strategy for Growth, 

Employment, Equity and Efficiency”, (At the First Cabinet Meeting of the Third Legislature of the National 

Assembly, at the Office of the Council of Ministers, Phnom Penh, 16 July 2004), p.10. 
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	 AC は、「三者構成」であり、各同数の使用者委員、労働者委員、および公益委員に

より組織される。労働仲裁委員は、法曹者である弁護士が も多く、その他法律の専門

家である47。三者構成については、使用者委員は使用者側の推薦に、労働者委員は労働

者側の推薦に基づいて指名が行われ、公益委員については使用者委員および労働者委員

の同意を得て指名が行われる。 

 

2.3. 審理  

 

(1) 当事者	

 

	 当事者は、使用者と労働者である。使用者は、企業・事業場のことを指すのが一般で

ある。しかし、労働仲裁委員会の審理に参加しない使用者もしばしば見られる48。 

	 労働者側は、労働組合が存在する企業の場合、労働組合又は連合団体49も協力し、AC

に仲裁を申立てる。しかし、労働組合が存在しない企業の場合、従業員代表が代表をし、

AC に仲裁を申立てるケースもある（LLS Printing 事件 2015 年第 250/15 号）。しかし、

仲裁の審理に、当事者の一方が欠席しても、制度上 AC は仲裁の審理を行う権限がある

（「労働仲裁委員会」に関する省令第 31号第 4条の 4.7）。 

 

(2) 手続の流れー調停と仲裁	

 

	 カンボジアの場合、集団労働紛争が発生したあと、調停と仲裁による処理手続きがあ

る。 

	 調停は労働担当省が担当する（労働法第 304 条から第 309 条まで）。労働担当省は申

立てを受理してから、48 時間以内に一名の調停人を指名し、使用者と労働者が紛争の解

決に向けて話合う。調停の期間は、10 日間以内である。解決できない場合は、仲裁の手

続きに移す。 

                                                        
47 វណ្$%ត តររដ្ និង អីុ សំភ ី«!"វត្ិរូបស+្"បសមជិក0"ុម!"ឹក"4អជ7"កណ9"ល» (មូលនិធិ'(ុម*(ឹក(-អជ0(កណ2(ល 

ឆ"#ំ២០១០)（ヴァンデエッ・ダラロッ=イー・ソッピー「労働仲裁委員会の委員の経歴」労働仲裁委員

会基金、2010年）。 
48 Shine Well Industry 事件 2004 年 63/04 号、Kingsland Garment 事件 2009 年第 99/09 号、Zhen 

Yun事件 2011年第 173/11号、ASPARA Garment事件第 142/12号、Bunna Cambodia Institute事

件第 109/13号、Xin Chang Xin Garment( Cambodia)事件第 163/14号。 
49 連合団体とは、複数の労働組合の結合したものを指す。西谷敏『労働組合法』（第 3 版、有斐閣）86

頁参照。 
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	 仲裁は AC が担当する（労働法第 310 条）。AC の事務局は、労働担当省から事件を

受理してから 3 日以内に両当事者の間を仲介して、労働仲裁委員のパネリストを選定す

る。その後、仲裁のパネリストは 3 日間以内に事件に関する会議を開催した後、両当事

者を呼び出し、仲裁の審理を行う。AC は当事者に対し口頭による審理を実施する他、

書類提出および証拠提出も命じる。AC の審理手続は、裁判手続と同じく主張する側は

証拠を提出するという原則を採っている（AC の裁定例の詳しくは、本稿の 36 頁参照）。 

 

(3) 裁定	

 

	 裁定には、三名の労働仲裁委員の氏名、当事者の氏名・職場・職場の住所または当事

者の現住所、手続の要約、不服および訴訟等についての細部（あれば）、裁定の事由

（労働法の規定、協約、契約等に基づく）、裁定の主文、裁定の日付が記載される50。

仲裁を行う際には、当事者自身と弁護士あるいは委任状による代理人が AC の仲裁に参

加することが必要である51。	 	  

	 AC の裁定は 2 つのタイプに分かれており、拘束力のある裁定と拘束力のない裁定が

ある。仲裁の前に、当事者の合意でどちらのタイプの裁定とするかを選択できる。裁定

は、原則として全員一致の判断が求められ、 後に 3 名の労働仲裁委員の署名が記載さ

れる。しかし、全員一致の判断ができない場合、過半数の意見に従う。そして、反対意

見を持っている労働仲裁委員の意見も裁定の中に付記される52。 

 

				（4）執行力	

 

	 両裁定に関する性質は、以下のとおりである。 

	 拘束力のある裁定は、直ちに執行される。利益紛争の場合であれば、裁定の主文は当

事者の双方の協約になる53。しかし、当事者の一方は、裁判所に当該拘束力のある裁定

を判決の効力にするように求めることが可能である。その場合、裁判所は、再び事実認

定や法的判断をする必要がなく、ただ形式や手続に従っているのかを中心に判断するも

のであり、当該裁定の拘束力を付与する。ただし、この場合において、その裁定の拘束

力を拒否することができるのは、AC の裁定が不適切である場合であり、このことにつ

                                                        
50 省令第 99/04号 第 38条。 
51 省令第 99/04号第 19条。 
52 省令第 99/04号第 36条。 
53  1997年労働法第 314条第 2項。 
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いて、裁判所に証拠を提出しなければならない54。それは、第 1 に、当事者が出席しな

かったこと、第 2 に、労働法上の手続を順守しなかったこと、第 3 に、AC が労働法の

与えた権限を超えて裁定を発したことである。 

	 これに対し、拘束力のない裁定は直ちには執行されない。裁定が出た後、不服のある

当事者の一方は、8 日以内に労働大臣に裁定にかかる異議申立てを行う55。これにより、

裁定の効力が当然なくなる。当事者の双方は法律の手続に則ったストライキ、ロックア

ウト等といった別段の方法か裁判所に訴えるかを選択し、解決を要求する。しかし、8

日間以内の異議申立てにもかかわらず、当事者の一方が執行しない場合には、他方当事

者は当該裁定について裁判所に確定判決と同一の効力付与を要求することができる56。 

 

【図表 1−2】	 労働仲裁委員会の全体手続  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 労働仲裁委員会組織に関する課題  

 

3.1. ACの実態  

 
 

【図表 1−3】ACの処理事件数  （2016年まで）  

                                                        
54 省令第 99/04号第 47条。 
55 1997年労働法第 313条。 
56 省令第 99/04号第 46条。 

申立て 

委員パネール選定 

裁定の種類選択（拘束力/不拘束力） 

仲裁の審理 

裁定 
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（資料出所： www.arbitrationcouncil.orgに基づき筆者作成） 

 

	 図表 1-3 は 2003 年から 2016 年までに AC が処理した事件数の推移を示している。AC

は 2003年 5月の「労働仲裁委員会の設立に関する労働担当省令」によって設立されたた

め、2003年の事件数は他の年に比べて少ない。労働紛争の件数は、2005年はやや低下し

たものの、2006 年以降、増加傾向にある。このように、AC の活発さが分かる。ILO の

レポート[2011]によれば、2010 年まで AC の処理した事件については、約 1000 事件のう

ち約 7割が成功のうちに解決したことが分かる57。 

 

【図表 1−4】	 紛争の争点の状況（2014年まで）  

労働担当省で解決申請登録争点 3396争点 

労働担当省から ACに送付した争点 2874争点 

調停によって解決した争点 1380争点 

ACの裁定によって解決した争点 696争点 

ACで解決不可な争点 298争点 

 

（資料出所：AC Annual Report in 2014 www.arbitrationcouncil.org） 

 

	 図表 1-4 で示されたように、労働担当省から AC に送付した争点(2874 争点)から AC

で解決不可能な争点（298 争点）まで、AC が大きく役割を果たした。労働紛争の解決を

求める当事者は次第に増加していき、AC の役割はさらに重要なものとなっていくと予

想される。 

 

                                                        
57 Daniel・前掲（注 10）1頁。 
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【図表 1−5】	 拘束力のある裁定と拘束力のない裁定の数（2013年度）  

 

2013年度の事件数（合計） 285事件 

拘束力のある裁定 97事件 

拘束力のない裁定 71事件 

判断棄却 36事件 

当事者の合意により取下げた事件 81事件 

 

（資料出所：AC Annual Report in 2013 www.arbitrationcouncil.org） 

	  

	 図表 1-5 で示されているように、2013 年度において拘束力のある裁定が 97 事件、拘

束力のない裁定が 71事件である。拘束力のない裁定は、拘束力のある裁定の数に比して

25％余り少ないだけである。 

	 以上をまとめると、AC は現在のカンボジアにとって不当労働行為に関わる事件をは

じめ集団的な労働紛争を救済する機関である。今後においても労使紛争の処理機能に大

いに期待される。しかしながら、実態ではせっかく仲裁が行われるのに、 初から拘束

力のない裁定を選択すれば、仲裁の機能自体が弱くなってしまうのではないかと思われ

る。また、拘束力のある裁定の場合においても裁定の履行をチェックできるシステムが

存在しない。 

 

3.2. 労働仲裁委員会に関する問題意識  

 

	 上記の司法制度と AC の実態を踏まえて、差別的取扱い救済制度に関する問題意識に

ついて、以下のことを指摘したい。 

 

	 	 （1） 労働仲裁委員と司法救済判断の役割と裁量 

 

	 一つ目は労働仲裁委員と司法救済判断の役割と裁量に関する問題である。現在のカン

ボジアでは、労働紛争を解決するための機関は、AC が唯一のものである。2016 年労組

法の制度により、不当労働行為救済制度の整理を行う必要がある。不当労働行為救済制

度の形成につき、具体的な問題点は労働仲裁委員会と司法救済の間で如何なる役割およ

び裁量を目指すのが適切なのかである。この課題について、不当労働行為救済制度を持

っている国であるアメリカと日本と比較し、相応わしい制度を探る。 
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	 	 （2） 裁定の執行力 

 

	 二つ目は労働仲裁委員会が行った裁定の執行力が強固なものになっていないことであ

る。制度上、当事者は拘束力のある裁定と拘束力のない裁定のいずれかを選択すること

ができる。また、一方の当事者が拘束力のある裁定を選択しても、もう一方の当事者が

拘束力のない裁定を選択すると、結局拘束力のない裁定になる。拘束力のない裁定は拘

束力のある裁定の数とそれほど変わらない。	  

	 拘束力のない裁定と拘束力のある裁定のいずれでも問題がある。まず、拘束力のない

裁定の場合、両当事者の慎重に仲裁に努める意思が弱まる。そうすると、結局 AC の裁

定を厳格に守らなくても良く、AC が弱いシステムになるため、拘束力のない裁定を廃

止すべきではないかという課題が生じる。次に、拘束力のある裁定の場合においても、

これまで確定した裁定がどれくらい不履行となったのか、明確なデータは存在しないが、

次のことにより不履行となった裁定が存することが推測できる。すなわち、過去 AC の

下した裁定を履行するように再び ACに申立をしたケースがあった58。 

	 上記の通り、裁定の実効性は現制度の問題となっている。しかし、制度が整っていな

いため、以下の三つの手段がとられている。 

	 一つ目は、裁判所に訴えることである。しかし、労働組合側にとって、時間と金銭が

かかるため、裁判所に訴えるという道があまりとられていない。仮に、裁判所に訴えが

あったとしても、使用者側による訴えが多く存在していると推測される59。 

	 二つ目は、ストライキを起こすことである。この手段が現在のカンボジアの経済に支

障を与えることは言うまでもなく、使用者側と労働組合側の双方が損をする60。 

                                                        
58 Cambodia Sportswear Mfg co., LTD 事件第 54/04 号 2004 年 8 月 12 日争点一、Cambodia 

Sportwear Mfg& Supertex事件第 49/06号 2006年 7月 12日争点二、Focus Footwear (Cambodia) 事

件第 124/09号 2009年 10 月 2 日争点三において、過去に出た裁定を履行するように争点の一つとして

ACに申立てた。 
59 明確なデータが収録されていないのであるが、検討された判決の中は使用者側による保全提訴等が典

型的ではないかと思われる。例えば、Meroson (Cambodia) Co., Ltd.事件プノンペン市裁判所第 124号

2015 年 3 月 18 日は、使用者側が工場の前でストライキを実施している労働者らに職場に復帰するよ

う、プノンペン市裁判所に仮処分訴訟を提起した事案である。 
60 カンボジア縫製製造業協会(GMAC)が縫製製造業の分野のみ集計したストライキ件と労働損失日数の

推移によれば、2006 年に 86 ストライキ件だったのに対し、2015 年に 118 ストライキ件に上がってい

ることが分かる。GMACのホームページ: http://www.gmac-cambodia.org/。また、カンボジアにおける労

使関係と労働法の諸課題について紹介した 新の論文は、熊谷謙一「カンボジアの労使関係と労働法の

動向」季刊労働法 253 号（2016 年）128-138 頁。同稿において、「裁定については、労使の双方が法
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	 三つ目は、大手のバイヤー(Buyers)に圧力をかけることである。これまで様々な人権問

題について、労働組合側が人権団体と協力し意見討論を行い、ブランドバイヤーである

Adidas、 Gap、 H&M、Nike 等に対して、使用者との交渉の検討等を要求する例が見ら

れる61。 

	 要するに、せっかく ACという集団的な労働紛争処理機関があっても、裁定の実効性

がなければ、機関の存在の意義が低下してしまう可能性が高い。また、今後の経済発展

に伴い労働紛争が増加する際に、集団的な労働紛争処理システムがうまく対応できるの

か、ということも考えなければならない。そのため、裁定の実効性を本論の検討課題と

してピックアップする。 

 

第４節	 差別的取扱い 	

 
	 	 １．保護条文の概要と将来の問題  

 

	 本節では、カンボジアの 1997 年労働法における不当労働行為の規定および 2016 年労

組法における不当労働行為の規定について言及する。 

 

     1.1.	 1997年労働法における不当労働行為の規定  

 

カンボジア労働法における不当労働行為の規定は第 12条と第 279条がある。 

前者の労働法第 12 条は、不当労働行為や様々な差別に関する基本規定である。同条

によれば、「女性および子供を保護するため同法または別法に規定がある場合を除き、

使用者は、人種・性別・信条・宗教・政治観念・出身・門地・労働組合員になったこと

あるいは労働組合活動に参加したことを理由に、雇用・仕事の配置と指定・昇進・昇

格・報酬・社会利益の受領・労働契約の解約または懲戒を決めることができない。ただ

し、特別な業務上の規定がある場合における配置、拒否、受諾は差別的取扱ではない。」 

                                                                                                                                                               
的拘束力の有無を選択できる制度である。労働団体は裁定の効力と執行を認めない使用者が少なくなく、

一方では争議の手続きが煩雑でストライキを背景に交渉することが困難であると指摘する。使用者側は、

労働組合間の対立が持ち込まれており、合理的な労働者代表との交渉を保証するための立法が必要とし

ている。」という指摘があった。 
61 Human Right Watch [2015]"Work Faster or Get Out? Labor Rights Abuses in Cambodia’s Garment Industry" 

Human Right Watch March 11 (2015), p. 48.  
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	 後者の第 279 条は、団体権に対する差別的取扱禁止規定である62 。同条によれば、

「使用者は労働者が労働組合員になったことまたは労働組合の活動に参加したことによ

って、採用 (recruitment)、仕事の分担 (management and assignment of work)、昇進

(promotion)、給料および他の利益(remuneration and granting of benefits)、懲戒(disciplinary 

measures)、解雇(dismissal)を決定してはならない。」 

	 同条に違反した者は、90 日間の基本給の罰金と 6 日間から 1 ヶ月の禁錮、もしくはそ

のいずれかの罰則が適用される（同法第 373条）。 

	 上記の第 279条と第 12条とを比較すると、団体権に関する差別的取扱禁止が共通して

いる。そして、第 12条は全体の差別的取扱の一般原則に位置づけられており、第 279条

は団体権の差別的取扱禁止の確認条文に位置づけることができる。また、実務上、裁定

中でも第 12条及び第 279条の適用が多く挙げられる。 

	 1997 年労働法では、不当労働行為制度が確立していないが、第 279 条の内容をみると、

同条の内容は差別的取扱禁止規定に相当しているといえる。また、条文からすると、そ

の要件は、①「労働者が労働組合員になったことまたは労働組合の活動に参加したこ

と」、②「使用者が差別的取扱を行ったこと」、③「①と②の間の因果関係」が必要で

あると読みとれる。しかし、学説上も裁定上でも、明確に条文の要件について議論され

ておらず、基準が統一していない。 

 

   1.2．	 2016年労組法における不当労働行為の規定  

	  

	 次に、2016年労組法における不当労働行為の規定は第 10章および第 11章である63。 

	 前者の第 10章第 62条と第 63条は、使用者による不当労働行為である。 

	 第 62条は、「募集、役職、配置、昇進、地位、報酬、給付、懲戒処分、契約終了、解

雇、確立された手続に違反するとみなされる契約の不更新についての判断をおこなう場

合、使用者は、組合の役員であることや組合活動に参加していることを理由に労働者を

差別してはならない。」。 

	 第 63条は、「使用者が以下の行為をおこなう場合、違反とみなされる。 

a 	 組合が組織活動する権利の行使に際して、労働者に干渉すること。 

                                                        
62 それ以外に、支配介入に関する規定もある（1997 年労働法第 280 条）。それは、「すべての支配介

入行為は禁止されている。当規定によれば、使用者の影響の下に創設された労働組合に関する政策、経

済的な方法や他の方法によって使用者が労働組合を支持すること旨として、使用者の管理の下に置く行

為を指す」。 
63 労働組合法における不当労働行為の条文は、香川・前掲（注 3）190-195 頁の和訳から引用したもの

である。 
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b	 労働者が組合に加入しないこと、加入している組合から脱退することを雇用条件とし

たり、雇用を更新する条件とすること。 

c	 労働者が組合の組織活動に参加することに介入して、組合員に提供するサービスや役

割を縮小させること。	  

d	 本法に定める以外の方法で、組合の創設者やその支持者に財政的その他の支援を提供

することによって、組合の結成や運営、または同盟を援助したり、介入したりすること。 

e 	 労働者が組合に加入することを奨励したり、阻止したりするために、賃金、労働時

間、その他の雇用条件を適用する際に、差別すること。 

f	 	 本法の適用や適用になる労働基準について証言をおこなう、または証拠や情報の提

供を行う労働者を解雇し、雇用を終了し、その他の差別を行うこと。 

g 	 本法に定める団体交渉の義務に違反すること、意図的に法律、雇用契約、了解事項、

労働協約に違反すること、または交渉過程を妨害し、または労働協約の履行を妨害する

こと。 

h	 法的手続を遵守しないロックアウトをおこなうこと。 

i	 ストライキに参加したり、参加しようとする労働者に対して、あらゆる手段によって

企業または事業所の門や出入り口を閉鎖したり、または脅迫や暴力を加えることで妨害

すること。 

j 	 企業または事業所を閉鎖する際に、義務を遵守しないこと。」 

	 後者の第 11章第 64条と第 65条は、組合の不当労働行為である。 

	 第 64条は、「労働者、組合、組合代表は、本法第 6条（組合員資格の差別）に定める

理由で、組合員資格を否定することは不当労働行為とみなされる。」 

	 第 65条は、「組合または組合代表がおこなう以下の行為は違法とみなされる。 

a 	 組合が組織活動する権利の行使をする労働者を抑制し、または脅迫すること。ただ

し、組合は組合員の募集や維持に関する規約を作成する権利を有する。 

b	 使用者に労働者を差別するようそそのかし、それを試みること。当該労働者が、組合

員になることを拒否し、組合から脱退したいと申し込みをしたことを理由に、法的手続

きや規範的条件を遵守しないで労働者を解雇することを含む。 

c	 もっとも代表的な地位を持つ組合の場合、誠実に交渉する義務に違反すること。	  

d	 使用者に、履行されず、または履行されないと思われる業務に、悪意を持って、金銭

や対価の支払いを強制し、または強制しようと試みること。組合が交渉することに対し

て金銭の支払いを求めることも含まれる。  

e 	 法律、雇用契約、合意文書、労働協約、または規則に違反すること、または意図的

に違反すること、または交渉経過を妨害し、労働協約の履行を妨害すること。 
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f	 	 職場その他で、純粋に政治的目的または個人的矢新や暴力行為実行のために扇動す

ること。 

g 	 企業または事業所の出入り口を閉鎖し、ストライキに参加しない労働者に仕事をし

ないようあらゆる方法で脅迫し、暴力的に妨害すること、または公共の道路を閉鎖する

こと。 

h	 法的手続を遵守しないストライキやデモを指導すること。 

i	 個人財産、集団財産や公共財産を破壊すること。」 

	 上記の条文から見れば、カンボジアでは法律により不当労働行為の条文が確立するよ

うになった。 

 

   1.3．2016年労組法と 1997年労働法の比較  

 

	 2016 年労組法の特徴や意義を明らかにするため、1997労働法と比較する。 
	 1997 年労働法においては、本格的な不当労働行為の条文が存在しないが、差別的取扱

いの条文を持っている（1997年労働法第 297条）。他方、2016 年労組法においては、明

確な不当労働行為に関する規定が存在している（2016 年労組法第 10章と第 11章）。実

務において、これまで AC と裁判所は 1997年労働法における不当労働行為の条文に基づ

き、判断を行なってきた。これにより、現在の判断枠組みが形成された（詳細は後述）。 

	 他方、2016 年労組法の不当労働行為の条文は新しく導入されたものである。細かい点

を 1997 労働法と比べると、二点指摘できる。一つは、2016 年労組法の方が細かく違反

行為の規定が多く並べていることである。もう一つは、これまでなかった「組合の不当

労働行為」の部分が追加されたことである。 

	 2016 年労組法は、ILO からの援助を受けたが、この二点の特徴からみれば、アメリカ

の法律に似ている。今後、同法の運用により新しい判断枠組みが現れると予想される。

どのような問題や調整が生じるのか、研究の焦点の一つである64。 

 

	 	 	 ２ .	 差別的取扱判断基準に関する現時点の問題  

 

	 本論における第二の課題を整理するために、 現在の判断枠組みを明らかにしてから、

事例を通じて三点が不備で、判断の正当性にとって問題になっていることを述べる。そ

れは、反組合意思が重視されないこと、労働組合活動の正当性が重視されないこと、立

証責任に問題があることである。 

 

                                                        
64 香川・前傾（注 3）180-181頁でも論じている。 



 

 33 

	 2.1.	 現在の判断枠組み  

 

	 カンボジアでは、従来、差別的取扱にかかる判断基準について、十分な法整備がなさ

れていなかったことと、司法制度が活発に機能していないことから、解釈の欠缺等を裁

定例が補充するしかないといえる。AC の具体的な裁定を検討しながら、何が問題とな

っているのかを見ていきたい65。第１章の図表 1-3 によれば、これまで AC の事件数は、

1,700件以上存在している。その中でも、解雇の事例における差別的取扱に関する争点が

多数挙げられている。 

 

                 	 (1) 解雇の判断枠組み	

 

	 現在、AC で定着している判断枠組みが存している。それは、「法的な手続による解

雇かどうか」という判断枠組みである66。 

	 同判断枠組みの根拠条文は、省令第 305 号第 3 条と４条である。そもそも両条文は限

定的な内容を有している。まず、第 3 条は、組合員の一部（管理人：組合長、組合副長、

組合の書記）のみ、一定の期間（組合の選挙日の 45 日前と 45 日後）のみ保護される点

である。次に、同省令 4 条文は、労働組合規約の登録申請期間中の労働組合の創立者ま

たは労働組合員の全員は従業員代表と同様に保護され、労働組合の規約が登録された後、

30 日間の保護期間を与える。右の期間の経過後、労働組合幹部の 3 名は労働法第 282 条

と第 293 条の条件に従い保護される。保護を受けるためには、何らかの有効な手段で使

用者に報告しなければならない。同報告は、労働担当省にも送付しなければならない。

労働組合員の異議申立があるとき、労働担当省は調査を行う。その場合、関係当事者、

特に調査の対象となる当事者は、労働担当省に証拠を出さないといけない。上記の規定

により保護される労働者に対して労働監査官の許可を受けずに解雇又は雇い止めをした

使用者は、労働法第 373 条に基づく罰則を受ける。全ての上記の規定に違反した使用者

の行為は無効とし、何の価値もないとする。労働担当省は、解雇された労働者の職場復

帰の措置を厳格に取らなければならない（裁判所での審理中の場合でも）。同省令の全

ての規定は、2000年 7月 22日省令第 2588号により他の省も協力する。 

                                                        
65 裁定は、英語訳もあるが、本論文の訳はクメール語を優先する。 

66 A&J (Cambodia) Co., Ltd.事件第 323/15号 2016年 1月 20日、Yuan Da Rong Fong事件第 333/15

号 2016 年 1 月 20 日、Victoria Angkor Hotel 事件第 300/15 号 2015 年 12 月 30 日、Strong Health 

International Limited 事件第 011/16 号 2016 年１月 28 日等をはじめ、全ての組合差別事件において

「法的な手続による解雇かどうか」という判断枠組みに基づいて、判断される。 
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	 上記の条文を受けて、ACは次の解釈を行う。労働者が3つの条件に該当すれば、差別

取扱いが救済される。第一の条件は、省令第305号の対象となる労働者であることである。

これは労働組合選挙で選出されなくても、全ての立候補者のことを指す。第二の条件は、

保護される期間内に解雇・雇止めされたことである。組合の設立前後、45日間ずつ労働

組合の全員が保護される。第三の条件は、労働組合が使用者に組合員名簿リストを通知

したことである。なお、使用者は労働組合の幹部ら（組合長、組合副長、組合書記）を

解雇する際には、必ず労働監査官の了解を得なければならないという条文（労組法第293

条）も存在している。かかる条件に該当すれば、正当な手続きによらずに行われた解雇

になる。 

上記の判断枠組みは、限定的な内容を有していることが分かる。つまり、同判断枠組

みは、組合幹部のみ、一定の期間のみ、解雇・雇い止めの場合のみ保護している。しか

し、組合組織の安定と現代の激しい雇用変化という側面を考えると、同判断枠組みは適

切ではないと批判できる。理由は、幹部では足りず一般の活動家も差別をしてはいけな

いこと、一定の期間のみではなく常に保障すべきであること、解雇・雇い止めの場合の

みではなく他の紛争の体型（転勤、降格、昇進等）も保護すべきであることをあげられ

る。 

 

	 	 	 	 (2)事例の紹介  

 
	 上記の解雇の判断枠組を加えて、その他の事例（転勤、勤務時間中労働組合活動の実

施、）により、具体的に何か不適切かつ不十分なのかを検討する。 

 
	 事例 1: 転勤（理由の競合、不利益性と立証の問題） 

	 Cintri事件・裁定 2009年第 61号[61/09]  

	 【事案の概要】 

	 プノンペン都市内の清掃を業としている Cintri 社（以下、Y をいう）は、ゴミ収集車

の運転手の職に就いている X らに対し、転勤命令を発した。X ら 2 名は労働組合幹部で

ある。X ら は 2004 年 4 月 20 日に入社した。しかし、会社は 2009 年 4 月 4 日の決定書

により、その 2 人をシハヌークビル州の支店に転勤決定した。同月 23 日に、組合は Y

に対して、その 2 人をプノンペンでの原職へ復帰するように、ストライキを実施するこ

とを告知し、ストライキを実施した。そして、2009年 6月 2日、Xら はシハヌークビル

州支店への転勤命令に反対したため、Y は 2 人を解雇した。そこで、X らは Y に対し、

本件転勤は組合に対する不利益取扱いであることと主張し、AC に仲裁を申し立てた。

AC で、Y は、「シハヌークビル支店副長が 3 人の運転手を必要としたので X らを転勤

せざるをえないこと」、「この 2 人が良い成績を収めたため、さらに様々な手当を追加
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し 6 ヶ月シハヌークビル支店の労働者に見倣って欲しいということ」、「2 週間を試用

期間として会社側と交渉可能となっていること」、「シハヌークビルでの交通費・宿泊

費・様々な手当を負担すること」、「転勤については会社の人事権限であること」、

「会社側はその 2 人が組合の幹部ら及び組合の活動家であることについて認知していな

かったこと（ストライキの告知書を受けて初めて分かった）」を挙げて、組合に対する

不利益取扱いではないと主張した。 それに対し、X らの主張としては「転勤により家族

の状況に影響を与えること」、「組合側は組合登録証明書を受けた時、既に組合幹部を

会社側に報告したので Y は X らが組合の幹部であることが分かっていたとのこと」と

「組合組織の運営に影響を与えること」があり、原職のままにいることを要求した。具

体的には、X１には現在 3 人の子どもがおり、1 人は小学校 6 年生、１人は中学校 1 年生

ともう 1 人はまだ 1 歳であるため、家族から離れることができないこと、かつ、組合委

員長でもある。また、X２は仲裁に出席しなかったが、組合の代表によれば、 X２の 2 人

の子どもはまだ学校も通っておらず、家族の状況に問題がある。  

	 【裁定】  

AC は本件の転勤条件が良いこと、かつ、X らは差別的取扱に対する証拠を提出して

いないため、X の要求を棄却し、Y はこの 2 人を 6 ヶ月のみ転勤可能とすること、交通

費・宿泊の提供・様々な手当の提供をすること、転勤先の労働者にはこのような良い成

績を収めた 2 人を見習ってほしいため、その転勤は 6 ヶ月のみ実施すること、 初の 2

週間では不利益を考えた場合には会社と交渉可能という内容を命じる。  

	 【検討】 

事例 1 において、AC は良い労働条件の評価および差別的取扱に対する証拠不提出に

より、転勤に対する差別的取扱があったか否かを問わず、良い労働条件の方を重視した

事例である。本件について、理由の競合の問題と当労働者の立証の不提出という 2 つの

観点に注目をしたい。第 1 に、同事例では、確かに良い労働条件であるわりに、使用者

は差別的取扱の意思があるかという側面からの判断をしなかった。使用者が主張した労

働条件は実際に良い条件なのか、本件の労働組合に対する不利益性の判断は客観的評価

に留まっており、抽象的な判断で明確な基準がない。第 2 に、「差別的取扱に対する証

拠不提出」による判断とすれば、何がその基準なのか。企業の事情にアクセスしにくい

労働者にとって、如何に立証すれば十分といえるのか、また、どのレベルで立証すれば

良いのかということが問題となってくる。 

 

	 事例 2: 有期雇用契約の事件（主観的反組合意思と立証の問題） 

	 Meridian Industry Garment Cambodia事件・裁定 2013年第 239号[239/13] 

	 【事案の概要】 
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	 機織りを業としている Y 会社で雇用されている X 労働組合幹部の A ら 2 名が、解雇

された。Aは 2013年 11月 1日までに有期契約が終了するが、2013年 10月 28日に解雇

された。使用者の主張として、A が仕事をきちんと担当しないこと、A が会社で問題を

起こし部長に口頭で注意されたことがあること、A とは有期労働契約を締結しているが

更新する予定がなく、有期契約の期限が終わるまでの給料を支払ったことなどを理由と

して、A を解雇した。それに対し、A の主張としては、解雇された前の 4 日前頃に、Y

の行政部門のスタッフ B から A に対して、組合設立について、「あなたたち、本気なの

か？」と言いかけられたこと、X 組合を設立する前後に、組合の選挙による組合幹部に

なる人物の報告を郵便ポストで使用者側に郵送をし、2013 年 10 月 19 日に受け取ったこ

と等を主張し、本件解雇は Y が A に対する差別的取扱に当たると主張し、AC に仲裁を

申し立てた。 

	 【裁定】 

	 本件解雇は、差別的取扱に当たると判断した。その根拠は、次のとおりである。解雇

された時期の 4 日前は、組合幹部に関する報告を受け取った頃に当たり、B の発言であ

る「あなたたち、本気なのか？」67は使用者側の反組合な意図を明確にしていると推定

できる。 

	 【検討】 

事例 2 では、労働者側が労働組合の設立に対する差別的取扱を主張し、使用者側は労

働者側の問題による解雇であることを主張している。使用者は X が組合幹部であること

を知っており、使用者側の反組合意図を根拠に、AC は差別的取扱の評価を行った事例

である。本件においては、主観的反組合意思を重視して、判断が行われた。これを受け

て、二つのコメントを付けたい。一つは、同事例では、事例１と違い、使用者は不利益

取扱いとする意思があったかどうかという側面から判断がなされたにもかかわらず、こ

れだけで判断者すると AC の評価に偏りがあると思われる。「あなたたち、本気なの

か？」というだけ、果たして使用者の反組合意図があるといえるのか、使用者からみる

と、納得できるだろうか。仮に、これを使用者の反組合意図に当たるとはいっても、ど

ういう側面で評価するのかという点を重視すべきではないか。もう一つは、使用者の主

張にある「A が会社に混乱を起こしたことがあり部長に口頭による注意されたことがあ

る」とは、具体的にどういう混乱活動なのかについて使用者から明確な証拠提出がない。 

 

	 事例 3: 勤務時間中労働組合活動実施（労働組合活動の正当性と客観的反組合意思の問	  

	 題）Charm Textile Garment事件・裁定 2007年第 17号 [17/07] 

                                                        
67 英版の裁定は、“Are you serious, Mr. Mechanist?”と訳されている。 
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	 【事案の概要】 

2007 年 1 月 14 日に、X は労働組合 A を設立し、組合選挙の立候補者を立てた。X は

その場で写真を収集する意思がなく、ただ洗面所に行く際（4 分くらい）に、偶然 6 枚

の写真を渡されただけであり、他の写真は前日から収集した写真であると主張した。一

方、使用者である Yは労働組合委員長である Xが就業時間中に労働組合の活動を行った

と主張した。その活動というのは、洗面所の前で組合員の名簿リストの作成用写真を収

集した活動である。本件は、Y がそのことを理由に、同月 20 日 X を解雇した事件であ

る。X は Y の行った本件解雇に対して差別的取扱であると主張し、AC に仲裁を申し立

てた。 

	 【裁定】 

 ACは本件解雇を無効として、Xを原職復帰させることを命じた。判断の経緯は、次の

とおりである。ACはYの組合に対応する態度も考慮を入れている。会社と組合間との交

渉や請求等は文章である手紙によるものであり、直接連絡を取っておらず、かつ、ACの

仲裁手続きにおいてもYから誠意をもった協力を得られなかった。そればかりか、解雇

のタイミングも差別的取扱の成否判断で考慮されている。2007年1月14日にXは労働組合

Aを設立・組合選挙の立候補者を立ててから、同月20日にXの解雇が行われて、短期の時

間経過であって、明らかに使用者の反組合意思があるとの判断である68。 

	 【検討】 

	 事例 3 において、長年勤続しており、かつ、使用者による懲戒等をされたことのない

労働者は労働組合幹部選挙に出馬してから短期間であるといったそのタイミング等を考

慮し、使用者がその労働者を解雇したことに、その際に差別的取扱として認定している

ことに意義がある。つまり、本件解雇では、客観的な状況を総合的に考慮して、不利益

取扱いの成否判断を行っている。 

	 しかし、本件差別的取扱の客観的な判断ではあまりに抽象すぎており、なぜこのよう

になったのかについて説明がなされていない。また、本件では、X が就業時間中の労働

                                                        
68 なお、本件において、解雇の手続きによらないことを、解雇の無効として労働者が救われたとの判断

側面も一つの事由であった。労働者は3つの条件68を満たなければならない（省令305号4条）。1つ目の

条件は、政令305号の対象となる労働者のことであり、これは労働組合選挙で選出されなくても、全て

の立候補者のことを指す。2つ目の条件は、保護される期間内に解雇・雇止めされたことである。組合

が設立前後、45日間ずつ労働組合の全員を保護されると規定されている。3つ目の条件は、労働組合は

使用者に組合員名簿リストを通知したことである。本件に当てはまると、Xは組合選挙の立候補者を立

ったこと、1月14日から20日までの間はまだ45日の範囲内であること、組合が使用者に選挙の結果を報

告したことがあったので、Xは特別な保護の条件を全部満たしたことである。したがって、YはXを解

雇する際には、必ず労働監査官の了解を得なければならない。しかし、Yはこれを行われなかったため、

本件解雇では、正当な手続きにならず行われた解雇になる。 
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組合活動を行ったことが解雇の理由になっている。そもそも労働組合活動の正当性が争

点となるべきなのにもかかわらず、組合活動の正当性による差別的取扱の成否を判断し

ていないため、本件に対する疑問が残るところである。 

 

	 事例 4: 賃金の差額（立証の難しさに関する問題） 

	 Naga World事件・裁定 2014年 3月 3日第 28号[028/14] 

	 【事案の概要】 

	 本件の当事者は、カジノを業とする Naga World社（以下、Yという）と 3人の労働組

合員（以下、X らという）である。X らはお互いに給料の情報を公開し、さらに他の 30

人の労働者も公開した。さらに多くの労働者と情報を交換し、労働者が同じ職で働いて

いるのに、給料の差があることに疑問を思い、人事部に問い合わせをした。 

	 X らの行為に対し、Y はそれを重大な問題行為として、解雇を行った。Y の解雇の根

拠は、以下のようである。Yは 2012年 6月 2日に次のような通達を出した。その内容と

して、各労働者の給料の詳細は、会社と労働者との間の機密情報であり、他の労働者お

よび第三者と相談することをしてはならない。それに違反したことは、会社に対する問

題行為である。就業規則第 10 条第 6 号の懲戒、第 14 項の重大な非行行為である「会社

の許可なしに、機密な情報を漏洩し、それによって会社に対して損害を与えた」に該当

し、懲戒解雇事由に当たり、本件解雇は差別的取扱ではないと主張した。 

	 一方、X としては、Y の通達は一方的に作成されており、別段守らなくてよいと主張

して、解雇されたのは、差別的取扱であるとし、原職復帰と損害賠償を請求して AC に

申立てを行った。 

	 【裁定】  

	 AC は X の請求を認容した。その根拠として、Y の通達を無効とした。労働法第 239

条第 2 項では、「医療関係者によって収集された労働者の健康記録は機密であり、記録

に含まれる情報は、労働者を特定できる形で使用者、労働組合、またはその他の第三者

に提供してはならない」とある。しかし、労働者の給料に関する機密規定が存在してい

ないことから、Y 社の通達は無効である。解雇に相当するような具体的損害に関する主

張・事実に相当しないので、本件解雇を認めることができない。 

	 しかしながら、AC の中で、1 名の委員（以下、A という）が反対意見を出した。A は

給料の情報は機密な情報ではないが、30 人以上の労働者の間で共有し収集すると、問題

な行為となる。使用者側は労働者の給料を決定する権限があるため、場合によっては同

じ職であっても給料の差が生じる。それだけではなく、お互いの給料に関する情報を漏

洩することにより、労使間に悪い影響を与える恐れがあり、仕事に集中できないことも

ある。Xらの行為は重大な問題に相当し、使用者には解雇を行う権利がある。 
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	 【検討】  

	 事例 4 は、解雇と差別的取扱との間で、使用者が明確で合理的な解雇事由を主張でき

ないため、解雇を無効として、差別的取扱と推測されたことは本件の意義として重要で

ある。本件の論点は以下のように指摘できる。一つは、労働者にとって使用者の有する

情報にアクセスすることが非常に困難であること（第一点）、もう一つは、賃金に関す

る差額に関連することなのに、その解決方法等には触れないこと（第二点）である。第

一点について、労働仲裁委員の間で、反対意見が出た。労働者の賃金は機密な情報であ

るため、労働者間で共通してはいけないというのは納得できない。しかし、この点に関

しては使用者が労働者に的確に説明すれば済むことであるものであり、会社の解雇事由

は合理性がないように思える。第二点については、会社の通達を法律の規定に照らして

解釈し、本件差別的取扱の無効の判断を行った。一方、本件解雇には多くの労働者が給

料の情報を共通したにもかかわらず、X らだけに解雇を発したことは、疑問として残っ

ている。また、人事部は労働組合員である X の査定について、正確に説明出来るのかど

うかも明らかになっておらず、この側面は考慮に入れなかった。本来ならば、使用者か

らの査定に関する証拠を求めるのも AC の権限で行えるが、その権限を利用しなかった

のは、論理一貫性が欠けていると思われる。 

 

2.2.	 判断基準における不備な点  

	
上記の具体的な事例の紹介に基づき、改めて判断基準における不十分と不適切な点を

解明にする。以下の三点（反組合意思の不重視、組合活動の正当性の不重視、労働者の

立証責任の負担）を検討ポイントとして取り上げる。 

 
	 	 	 	 	 (1)反組合意思の不重視	

 

第 1に、主観的な反組合意思と客観的反組合意思に関する問題があげられる。 

労働者が差別的取扱を主張する際に、反組合意思について、どのような状況を含めて

判断すれば足りるのか。反組合意思が使用者の心裡にあることなので、客観的立証にし

ても労働者にとって困難なので、いかなる判断をすれば良いのか。 

現在運用されている先の判断枠組みを通して、差別的取扱の成否について確実に正確

な判断の結果を導くことができるのだろうか。上記の法的な手続による解雇であるにも

かかわらず、使用者に反組合意思が場合はどうなのか。大抵の事例において、差別的取

扱が存在していないと言い切れない事例が当然存在している。理由の競合に関する問題

も存在し、使用者からよりよい労働条件を提出されているのにもかかわらず、これはし

ばしば労働組合への攻撃の武器として使用される可能性があるので、差別的取扱がない
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とは限らず、その点について AC の判断においてはまだ明確な基準がない。また、現在、

経済発展に伴い、労働問題が多様化しており、解雇の問題以外にも配置転換、雇止め、

降格等もあるので、果たしてこのままの基準では現在のカンボジアの労働問題に対応で

きるのか、疑問が残る。 

以上の通り、先の判断枠組みは差別的取扱の判断において欠陥があるといえる。一つ

の重要な基準は、反組合意思に関する判断枠組みである。そのため、反組合意思の検討

を行う。 

	
	 	 	 (2) 組合活動の正当性の不重視	
 

第 2に、労働組合活動の正当性に関する判断が重視されないという問題である。 

カンボジアの場合、実際の労働組合活動は、企業内労働組合活動と企業外労働組合活

動に分けられる。企業内労働組合活動は、職場施設内で行われる行為であって、労働組

合組織の運営活動・拡大のためや労働条件の改善のために、他の労働組合員や労働者に

声をかけて、ストライキを実施したりするものである69。今まで、日本で多く見受けら

れた仕事中にリボンやバッジを着用する闘争事例は見られない。企業外労働組合活動は

施設の外でなされるものであり、工場の前でストライキを実施することが典型的である。 

いずれにせよ紛争となるきっかけの一つは、組合員である労働者側が就業時間内・外

に企業施設内・外で労働組合活動を行ったことである。しかし、労働者が就業時間中に

労働組合活動を行ったことについての判断は、差別的取扱の成否に関わる重要な争点で

あるべきなのに、正当な組合活動か否かが裁定の中では議論されていない（Charm 

Textile Garment 事件を参照）。この点については判断の質に悪影響を及ぼす疑いがある。 

実際の裁定において、差別的取扱の成否判断にあたり、労働組合活動の正当性を巡る

検討を抜きにして、同判断枠組みだけを運用するのではとうてい合理的な判断基準とし

て十分であるとは言えまい。そこで、正当な労働組合活動に関する判断枠組みを、二つ

目の判断基準の問題として検討する。 

 

	 	 	 	 (3) 労働者の立証責任の負担	
 

第 3に、立証責任の問題である。 

カンボジアの制度上、労働法第 312 条（条文の内容は第 1 章の 24 頁を参照）によれ

ば、AC は必要に応じて、使用者側や労働者側に対して、組織に関する書類（例えば、

企業や組合の会計・管理など）の提出を物件提出命令することを命じる権限を与えられ

ている。 

                                                        
69 Vonamy (Cambodia) Garment事件第 277/15号 2015年 12月 2日。 
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しかしながら、AC は、実際の判断過程で、当該権限を行使することにより物件命令

提出を命じることに消極的であり、当事者の立証責任の負担が大きい。 

第一に、AC は労働者の証拠不提出を一つの理由として、差別的取扱の不成立を判断

するのが一般的である（Cintri 事件を参照）。しかし、証拠自体はどういうものなのか、

AC は積極的に提示しなかった。また、Critri 事件のように、AC は「主張側が証拠提示

すべき」という原則を徹底して遵守しているため、裁定の判断に当たって差別的取扱に

関する該当性を拒否するのが現在のやり方である。 

第二に、拒否された事例において、実際に差別的取扱は存在していないのか、という

疑問が浮び上がる。労働組合員が証拠を提出できない理由は、自分の手元に手掛かりと

なる証拠がないからであると推測できる。使用者と比べて弱者である労働者にとっては

証拠提出の負担が重いため、労働者にとってより平易な主張・立証の仕組みを検討すべ

きではないかと思われる。 

そこで、上記の二つの観点から労働者の立証責任軽減を巡る問題を、判断基準に関わ

る三つ目の問題として検討する。 

第 5節	 小括 	

	 	

	 カンボジアでは縫製産業が発達し、それにともなって増加が見込まれる紛争を解決す

るため 2003 年に AC が設立された。AC が活用されるようになり、2017 年にかけてこれ

まで 14年間積極的に仲裁サービスを提供してきた。しかし、現在のカンボジアでは、司

法制度が全く機能しておらず、かつ、近い将来に改善の予測が付かない状況にある。な

ぜカンボジアではこのように司法制度が機能していないか、という原因については既に

述べた通りである。それを考慮すると、訴訟を回避して、柔軟・迅速・安価・専門家に

よる仲裁を活用することが、労働者の選択として現実的だといえる。 

	 このような事情の下で、下の課題を解決するためには、労働仲裁が労働者にとってア

クセスがより容易なだけではなく、真に公正な判定の場として機能していくのかが問題

となる。この点については、カンボジアの AC の現状の実証的分析により、種々の問題

点が指摘できる。しかし、本論は も重要な 2 つの課題を取り上げる。それは、AC の

組織改善と差別的取扱の判断基準についてである。 

	 第１に、AC の改善に関する課題である。AC における現制度の仲裁の活用は、労働者

の権利擁護の観点から様々な問題があるとしても、機能不全の裁判制度の状況を考える

と、AC の方が柔軟・迅速・安価・専門家による比較的公正な判定を通じた救済が得ら

れる点で、重要だと思われる。そこで、司法制度の機能不全や労働裁判所が不在である

現在のカンボジアにおいて、労働仲裁制度の活用を向上させることを中心に、研究を行

うことにしたい。判定的な行政審査を採っているアメリカの制度と調整的な行政救済を
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採っている日本と比較をしながら、それにより得られた点をどのようにカンボジアの制

度のために活用できるのかを、検討する。具体的な課題として、（一）司法と AC との

裁量と役割、（二）ACの執行力を取り上げる。 

	 第 2 に、差別的取扱にかかわる判断基準についての課題である。労働三権を担う も

重要なアクターは、労働組合の幹部と活動家である。AC に仲裁を申し立てたケースの

中でも、差別的取扱に関する争点が多く見られたが、判断基準が必ずしも明確といえな

い。例えば、差別的取扱の要件、態様、判断理由の競合の立証および判断においてこの

点が指摘できる。差別的取扱の部分は、アメリカや日本でも共通の議論であり、判例や

学説の比較を期待できる。そのため、現在の AC の差別的取扱に関する判断をさらに充

実させる研究を目指す。そこで、具体的な課題設定としては、（一）反組合意思の検討、

（二）正当な労働組合活動に関する判断、（三）立証責任に関する問題とする。 

本稿においてはこれら二つの課題について日米を比較し、研究を行う。本稿は、労働

組合活動を理由とした雇用差別禁止立法の実効性を確保するための法的制度を、根本的

な問題点から検討するものである。加えて、具体的な例である差別的取扱の判断基準を

取り上げて、今後に向けてより効果的な制度とするための一助となることを目指すこと

とする。 
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第 2章	 アメリカ法  

 

第 1節	 不当労働行為制度の歴史 	

 
	 	 	 １．由来  

 

	 労働の分野における不当労働行為の概念の原点は不公正な競争である。片岡はアメリ

カの不当労働行為に関する歴史の背景を研究した論文で、以下のように述べる1。「不公

正な競争ないし慣行(unfair competition or practices)の観念を、個人の自由意思にのみ依存

する自由競争の原理に基づいてではなく、かかる原理自体への批判、修正の上に立って

決定することが要請されているこの新しい政策のもとでは、労働者の団結並びにその活

動こそ、しかしてかかる労働者の団結活動の一般的承認の上に立つ企業相互の競争こそ

が、公正な競争ないし慣行とならざるをえないし、使用者による労働者の団結活動の否

認、妨害、さらにはそれに依存する企業活動自体が、不公正な慣行として評価せられう

るであろう。」 

	 上記の文献から分ることは、不公正な企業間競争がビジネスの場における不公正とい

う概念の原点であり、そこから発展して「使用者による労働組合活動の妨害の不公正」

という概念が徐々に広がったということである。 

	 また、次で述べるような歴史的な出来事を背景に、全国労働関係法により不当労働行

為禁止の規制を作らなければならなくなった2。 初に、黄犬契約や差別待遇を克服する

ため鉄道法が制定され、連邦産業委員会(1898 年)も創設された。それ以降、労働者にと

って使用者の反組合的行為が発生し、第一次世界大戦中に全国戦時労働局(National War 

Labor Board)が創設され、不当労働行為への対応をするようになる。 

 

	 	 	 ２．現在の不当労働行為制度までの経緯  

 

	 アメリカの労働法の歴史的経緯と背景に触れる前に、まず簡単に現在の不当労働行為

制度に至るまでの経緯を紹介する。 初のアメリカにおける不当労働行為救済機関は

NLB（National Labor Board, 以下「NLB」をいう）である。しかし、当該機関があまり機

能しておらず、それを変えて現在の NLRB(National Labor Relation Board, 以下「NLRB」

をいう)になっている。ここで、NLBと NLRBのことについて述べる。 

                                                        
1 片岡曻「不当労働行為論序説（二）」法学論叢 68(4) （1990年）67-68頁。 
2 詳しくは、籾井常喜「アメリカ不当労働行為制度を支える法理−一つの試論として−」（法学会雑誌第

3巻 1号 1963年）237頁以降参照。 
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	 	 	 	 2.1. NLB 

 

	 NLBについて、まず、中窪の研究に基づき、簡単にアメリカの労働法の歴史を要約す

る。アメリカの労働法は、1861年頃の南北戦争から 20世紀初頭の産業発展に伴って発

達した時期に発展した。この時期に工業やインフラ等をはじめ、あらゆる産業で生産技

術が著しく発展した3。その反面、人口増加・東欧や南欧からの新移民・大量の不熟練労

働者という負の要素を抱えることになり、このとき生じた経済格差が現代の労働問題に

結びついている4。アメリカの労働組合は 19世紀前半、各地で職人の組合が結成された

ことに始まる。好況時の勢力拡大と不況時の沈滞・崩壊を繰り返しながら発展してきた5。 

	 1890年に、シャーマン独占禁止法(Sherman Antitrust Act、以下「シャーマン法」をい

う))が制定された。同法によって禁止される違法行為の類型は二つある。一つは、州

際・国際取引または通商を制限する一定の契約、団結、共謀である（シャーマン法第 1

条）。もう一つは、州際・国際取引または通商を独占しようとする一切の試み、または

現実の独占である（同法第 2条）。しかし、同法の趣旨は、通商流通を妨げる行為を禁

止することにあり、労働者・労働組合団体の保護を手厚く禁止しようとするものではな

かった6。労働争議の増加を背景に「人間の労働は商品に非ず」という原則に基づいて、

1914年にシャーマン法の修正が行われた7。 

	 その後、1929 年に世界恐慌が勃発し、F.ルーズベルト大統領が行ったニューディール

政策の一環として労働立法が進展した。ニューディール政策は、国家の強力な経済活動

に基づくいわゆる二重経済の原理のうえに、高物価、購買力補給、失業救済のための公

共投資等を行って経済危機を克服し、完全雇用を達成しようとする政策である8。 

	 その実現のため、労働法分野でとられた政策は以下の通りである。まず 1933年に全国

産業復興法（National Industrial Recovery Act, 以下「NIRA」をいう）が制定された。同法

は、労使が団体活動をなすことを奨励し、維持することによって失業を減少させ、労使

紛争を防止し、産業平和を促進し、労働条件の基準を改善するという目的を持っている

（NIRA 第１条）。また、同法第 7 条には労働者の団結権・団体行動権に関する規定が

あり、不当労働行為の条文とも位置付けられている9。 

                                                        
3 中窪裕也『アメリカ労働法 American Labor Law』（第 2版 、弘文堂、 2010年）1頁。 
4 中窪・前掲（注 3）1頁。 
5 中窪・前掲（注 3）2頁。 
6 片岡昇「不当労働行為論序説（一）」法学論叢 68(3) （1990年）34頁。 
7 片岡・前掲（注 6）34頁。 
8 片岡・前掲（注 1）66頁。 
9 片岡・前掲（注 1）34頁。 
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	 同年に、NLB が設置された。当該機関は三者構成委員から成り、紛争の調整を担った。

しかし、後に述べるように労使間の合意による調整はあまり成立しなかった。 

	 その後、R.ワグナー上院議員により提案され、1935 年 7 月に、正式に全国労働関係法

(National Labor Relation Act、 以下「NLRA」をいう) が成立した10。そして、この 1935年

の NLRA は「ワグナー法」と略する。同法の目的は、被用者の団結権を保護し、団体交

渉を促進することによって、組合承認の拒否から生じる労働争議を減少させるとともに、

労使間の交渉力の平準化により労働条件の向上を図り、州際通商の阻害を防止すること

である（NLRA第 1条）。 

	 NLB の 2 年間の運用で見つかった問題点を踏まえ、1935 年 7 月に新しく NLRB が設

置された。 

 

	 	 	 	 2.2. NLRB 

 

	 NLB の反省から、紛争の調停と仲裁の役割を切り捨て、NLRB が準司法的機関として

法律の解釈・適用・執行をなすという判定的アプローチを採るようになった11。 

	 1946 年に連邦議会でワグナー法が修正され、タフト・ハートレー法（タ・ハ法）が成

立した。①ワグナー法において、労働組合勢力が大きく伸長する一方、組合による不当

な行為が多発したこと、②ワグナー法が組合の権利保障と使用者の行為の規制を定める

のみで、組合の行為に対する規制を欠いていたことが修正対象となった12。その結果、

ワグナー法からタ・ハ法への転換のなかで、「労働組合の不当労働行為」という新たな

概念が生み出され、NLRBは 3名から 5名に増員された。 

	 タ・ハ法において、政・労・使の五者で構成される、連邦上院議会の助言と同意に基

づいて大統領によって任命される常設の独立委員会として NLRB を設立するという規定

が盛り込まれた。NLRB の本部はワシントン州に在地している。 大の権限は不当労働

行為事件処理と交渉単位組合選挙認証の役割の二つである（NLRB の運営および機能に

関する法律第 201条）。 

 	 第一の権限は、NLRB が不当労働行為防止のための調査・事実認定などの権限を有す

る唯一の行政機関であることに由来する。NLRB は、労働者組織からの不当労働行為の

申し立てがあったときには、審問・召喚・証言・記録を行い、不当労働行為として法の

                                                        
10 National Labor Relations Act, https://www.nlrb.gov/resources/national-labor-relations-act ( 終ア

クセス日：2016年 7月 21日). 
11 中窪裕也「救済システムとしての労働委員会−アメリカ法との対比−」日本労働法学会誌 72 号（2011

年） 7頁。 
12 中窪・前掲（注 3）26頁。 
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侵害が認定された場合には、裁判所において執行可能な差止命令を発する権限を付与さ

れている。さらに、ワグナー法以前の体制とは異なり、NLRB は不当労働行為防止のた

めの権限を排他的に保有しており、法解釈や裁定執行に関する 終的判断を下す権限を

持つ。 

	 第二の権限は労働者代表選挙に関するものである。労働者代表選挙が実施されるとい

うことは、労使の団体交渉の交渉単位を決定することでもある。工場単位、職種単位な

ど交渉単位が異なれば、当然、労働者代表を選出する際の有権者の範囲も異なってくる。

そのため、労働者代表選挙を行う際に、どのくらいの範囲が交渉単位となるのかを巡っ

て、労使が対立する。そうした労使紛争の調停が NLRBに持ち込まれる。 

	 その後 1970年代に生じた二度のオイルショックは、先進国の労使関係に大きな影響を

及ぼした。労働政策の再検討の気運が強まり、労働運動は厳しい時代を迎えた。特に、

アメリカは危機的で、労働組合組織率の急激な低下、組合の組織化に対する使用者の抵

抗の増大、交渉代表選挙における組合の勝率低下、労働組合による譲歩協約の受諾等が

起こった13。 

 

2.3. 行政一本化の背景  

 

	 次に、アメリカの制度上の主な特徴を取り上げ、そのような特徴を持つ理由を述べる。

これらの点は前提知識として、第 4 章で比較検討を行うときに重要な意味を持っている。 

	 アメリカにおける不当労働行為救済制度上の特徴は、上記の制度および手続に関する

規制を踏まえて、「行政一本化」14だと思われる。ここでいう「行政一本化」は、不当

労働行為事件に対する救済がまず行政機関の救済を経てから司法機関の救済を求めるこ

とができるということを指す。 

	 この制度が出来たのは、次のような背景による。全国産業復興法（NIRA）第 7条 a項

は、労働者の団結権・団体交渉権を法的に承認するとともに、全国労働関係局（NLB）

の創設をもって、労使関係の安定化を実現しようとするものであった。NLB は、労働者

が働きやすい環境にすることで企業の収益性も高まるという考えの下に、労使双方の利

害に配慮して調停し、多数の労働者を復職させる役割を担ってきた15。 

                                                        
13 仁田道夫「労働組合に対する経営の挑戦−1980 年代アメリカ労使関係の動向 (労働市場の構造変化と

労働組合の将来−1986年労使関係研究会議から<特集>)」日本労働協会雑誌 28-7 （2011年）13–20頁。 
14 この表現を使っているのは、中窪・前掲（注 11）である。 
15 NLBから NLRBへの変更に関して詳しく紹介文献したのは、Lorwin, L. L., & Wubnig, A. [1935] Labor 

relations boards: The regulation of collective bargaining under the National Industrial Recovery Act (Vol. 67). 

The Brookings institution, p.450-457、片岡・前掲（注 1）71-74頁。 
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	 また、経済危機を乗り越えるため、NLB が構築したのは二重の義務 (duality of 

obligation)である。当該義務には、使用者側では誠意をもって従業員の代表者と団体交渉

を行う義務であり、そして労働者の義務はストライキに訴える前に紛争を平和的に処理

するためのあらゆる努力をなす義務のことである16。 

	 しかし、当時の NIRA および NLB 体制があまり機能しなかった17。NIRA 制定後も労

使紛争が増え、産業平和および労使協力は実現できなかった。また、NLB も決定を当事

者に対して履行させる権限がなく、労働者保護の役割を十分に果たせないために存在意

義が薄くなった18。 

	 こうした背景があって、1934年 6月に、NIRA体制下での調停機関である NLBを改組

し、後継機関として、1935年ワグナー法の下で NLRB がより強い権限をもつ労使紛争の

調整機関として設置され、現在に至る19。なお、現行法体系に至るまでは、主な議論が

NLRB において調査機関・訴追者としての役割と裁判官としての役割を両立させるべき

か、ということである20。 

 

第 2節	 	行政救済と司法審査 	

 

	 本節では、アメリカの NLRB と司法審査の制度について検討する。具体的には、現在

のアメリカの行政救済と司法審査は如何なる機能を持っているのか、そして、現在、学

者からの評価はどうなっているのか、を分析する。 

 

   1.行政救済  

 
1.1. 構成および権限	  

 
	 まず、NLRBの組織に関する構成と権限を述べる。NLRBは、局委員会(regional office)

と事務総長(General Council)の二つで構成される。 

                                                        
16 Lorwin, L. L., & Wubnig, A.・前掲（注 15)28-44頁。 
17 同旨は、Mcquaio, K. [1979], The frustration of corporate revival during the early New Deal. Historian, 41(4), 

p.692-695、中島釀「アメリカ全国労働関係法とニューディール・リベラル派：立法過程における対抗関

係」一橋社会科学第 3号（2007年 07月）113頁。 
18 Gross, James A. [1974] Making of the National Labor Relations Board, The Suny Press, p15-39.  
19 NLRAと NLRBの設立経緯は、Gross, James A. [2013] Broken Promise: The Subversion of US 

Labor Relations. Temple University Press, 2010、Gould IV, William B. A primer on American 

labor law. Cambridge University Press, p.9-75を参照。 
20 NLRBの創設に関する対立議論のまとめは、中島・前掲（注 17）134頁以降参照。 
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	 前者は 5 名の委員で構成され、不当労働行為について審問し、判定する準司法部門で

ある。5名の委員のうち、1名が委員長となる。委員の任期は 5年であり、毎年一名ずつ

変わっていく体制である (NLRB の運営および機能に関する法律第 201 条)。大統領は上

院の同意を得て、NLRB の委員を任命する（NLRA 第 3 条(a))。委員は常勤であり、兼職

は禁止されている（NLRA第 4条(a))。 

	 後者の事務総長は、申立の受理・調査・訴追と局委員会の命令を履行させる準検察的

部門としての職務を担う。具体的には、事件を検討し告発すべきか否かを決める

（NLRA第 3条(d))等の職務を行う。なお、内部局として、法律担当局、審問官部、事務

総局、経済調査部、広報部が存在する。 

 

   1.2. 手続上の流れ  

 

	 次に、手続き上の流れを述べる。不当労働行為救済における手続き上の流れは、

NLRBの手続規則-101(Statement of Procedure-Part 101)によって規定されている21。 

	 初の手続きは、「申立」である。申立人が NLRB の地方支局に申立てをし、手続き

を進める（手続規則-101.2 参照)。申立は誰でもできるとされ、労働組合、使用者、個人

なども含まれる（手続規則-102.9 参照)）22。申立者は提訴を取り下げることができるが、

地方支局長の同意が必要である。この同意は、公益が満たされることを確認した後に与

えられる。（手続規則-101.5参照）。 

	 「申立」があると、NLRB の地方支局は調査を開始する。地方支局は、提訴のメリッ

ト（利益）があるか否かを調査する。調査活動は、現地調査官と申立者の協力により、

職権で証人から聴取し、必要に応じて申立者に証拠を提出させる。調査の結果により、

メリットが認められる場合とメリットが認められない場合がある。メリットが認められ

るときは、任意解決(settlement)か審理手続(hearing)を行う。一方、メリットが認められな

いときは、申立を取り下げる。このような決定に対して不服がある場合、申立人は事務

総長に不服申立てを行うことができる（手続規則-101.4参照)。 

	 任意解決（「和解」とも訳される23）の場合は、地方支局長と被申立人との間で、被

申立人が不当労働行為の成立を認め、被申立人が審問およびその後の手続に関する権利

                                                        
21 詳細な手続を取扱う論文として、籾井常喜「アメリカ不当労働行為制度の仕組みと運用の実績」季刊

労働法第 11(2)（1961年）85-98頁、塚本重頼「NLRBにおける不当労働行為の救済手続」季刊労働法 

第 155 号（1990年) 136-147頁を参照。 
22 その個人に代わる市民権グループも可能である。千々岩力「アメリカ不当労働行為審査制度の構成と

運用（上）」高岡法学 10-1（1999年）137頁。 
23 山川隆一『不当労働行為訴訟法の研究』（信山社、1990年）163頁。 
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を放棄する。それに対し、局委員会は約定された命令の履行を求めるため裁判所の執行

命令を得ることができる。被申立人が当該執行命令に従わないときは裁判所侮辱として

処罰される。任意解決による場合、局委員会は同意命令を発する。なお、任意解決には、

非公式和解および公式和解がある（手続規則-101.7) 。 

	 審理手続の場合において、まず地方支局長が審問請求書を関係者に送達する（手続規

則-101.6)。次に、提訴のなされた地区内で、行政法裁判官24によって審問が行われ、証拠

の提出命令および証人出頭命令は、審問前には地方支局長に対する申請により、審問後

は行政法裁判官に対する申請により発せられる（手続規則-101.10)。審問の進め方は、労

使関係法、行政手続法、および委員会規則の範囲内で、行政法裁判官の裁量に委ねられ

ているが、実際上民事裁判所の手法に酷似している25。行政法裁判官は、不当労働行為

の成立を認定し、ほぼ一定の形式により決定書を記述する（手続規則-101.11)。 

	 行政法裁判官の決定書が当事者に送達された後、20 日以内に不服申立てがないときは、

自動的に局委員会の命令となり、そのまま確定される（手続規則-101.12(b)）。他方、不

服申立てがされたとき、事件は初めて局委員会で審理されることになる（手続規則-

101.12(a)）。すなわち、行政法裁判官の決定に対する不服申立てがあって初めて事件の

審査を行う。 

	 この段階において再審査のような形をとる。この審査において局委員会は、行政法裁

判官の決定書やこれに対する不服申立てを含む全記録に基づいて事実認定、法律の解釈

および救済措置の再検討を行い、命令を発する（手続規則-101.12(a)）。 

 

1.3. 救済命令の履行  

 

	 アメリカにおける不当労働行為救済命令の履行について述べる。 

	 命令の態様として、NLRA 第 10 条(c)に救済命令の例として以下のようなものがあげ

られている。中止命令・賃金遡及支払命令・原職復帰命令・履行状況報告命令、団体交

渉命令、支配介入禁止命令、ポスト・ノーティス命令、特殊な救済命令である26。 

	 これらの命令の態様のうち、救済命令の履行を援助しているシステムは、履行状況報

告命令である。履行状況報告命令とは、当事者による命令履行の状況を書面で報告する

ように命じられる命令のことである(NLRA 第 10 条(c))。NLRB は同命令を発する権限を

                                                        
24 「行政法裁判官(Administrative Law Judge)」は、予審官(Trail Examiner)であり、審問手続きを開

催する役割を担う。籾井・前掲（注 21）89頁。 
25 塚本・前掲（注 21) 142頁。 
26 塚本重頼「アメリカの不当労働行為制度（9）救済命令の態様（II）」季刊労働法第 158 号（1991 年）

158頁。 
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有する。命令履行の段階において、事務総長は地方支局を通じて、命令の履行を監視す

る（手続規則-101.13(b)）。 

	 当事者が命令を履行しない場合、局委員会は連邦裁判所に執行命令の判決(Enforcement 

Order)を求めることができる（手続規則-101.14）。執行命令の判決の通りに履行しなけ

れば、裁判所から処罰を受ける（手続規則-101.15）。 

 

1.4. NLRBの問題点  

 
	 アメリカの NLRBは約 80年活動してきたが、実務上において以下の問題が指摘され

ている。 

	 まず、NLRBの手続上、処理遅延の問題(Delays in handling cases)が深刻である27。アメ

リカでの議論においても、遅延を課題として挙げ、その改善策を探るものが多数行われ

ている28。William によれば、処理遅延の原因は、行政法裁判官のステップで詰まってい

るので、職員が不足していることである29。 

	 次に、NLRB 組織が抱えている課題に、次のようなものがある30。まず、予算の問題と

して、人件費、複雑・困難かつ多岐にわたる事件に対する経費や職員の訓練費が必要で

ある。また、人員確保の問題がある。委員の欠員と行政法裁判官の欠員が問題視されて

いるにも関わらず、事務総長は連邦政府の人員削減方針を受けて、さらなる減員の方針

をとっている。 

	 以上の通り、NLRB の問題は手続きにおける遅延と組織における予算・人員の不足の

二点である。 

 

2.司法審査段階における事実認定論  

 
	 行政救済と司法審査との関係における司法審査の段階における事実認定について述べ

る。ここにおける「事実認定論」は、司法審査段階において行政審査段階の認定した事

実を認めるべきか否かが問われることを指す。 

	 司法審査は連邦裁判所が行う。不当労働行為の事件において、NLRB の発した命令に

対し、司法審査を行う権限を有するのは連邦高等裁判所と連邦 高裁判所のみで、各州

                                                        
27 籾井・前掲（注 21）92頁。 
28 代表な論文は、Goldman, S. [1967] Administrative Delay and Judicial Relief. Michigan Law 

Review 66(7), p.1423-1454. Bermann, G. [1982] Administrative Delay and Its Control. American 
Journal of Comparative Law Supplement 30, p.473-490 などである。 
29 William B. Gould [1982] Japan’s Reshaping of American Labor Law, The MIT Press Cambridge, 
Massachusetts London, England, p.162. 
30千々岩・前掲（注 22）181頁以下。 
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裁判所（地方裁判所）はその権限をもたない。地方裁判所での審査を省略するのは、

NLRB による事件の速やかな解決を図るためである31。連邦裁判所の役割は、NLRB の決

定・命令の取消訴訟、差止命令、執行命令を審理し、修正する措置をとることである32。 

	 NLRA 第 10 (f)の 後の文は、「事実認定に関する局の認定は、実質的証拠により支持

された記録は、終局的(Conclusive)として考慮される」と規定している33。事実に関する

NLRB の認定が記録全体を通じて実質的証拠によって裏付けられている場合、この認定

を断定的なものとし、裁判所がこれを変更することは許されない。それが、「実質的証

拠法則」と呼ばれるものである34。そして、審査裁判所は、NLRB における記録のみを資

料として、事実認定の適法性を判断しなければならない。すなわち、再び一から事実認

定を行わない。実質的証拠の良い点として、行政機関の専門的知識経験の尊重、問題の

迅速な処理という点が指摘されている35。 

	 このように、アメリカの司法審査は実質的証拠法則を慎重に採用しており、 初から

事実を認定せず、NLRB の全体記録を尊重する等、行政一本化が図られている。また、

その他の事項に関する場合にも、その認定が合理的である限り尊重すべきだとする36。 

 
【図表 2-1】：不当労働行為救済の手続き  

 

                                                        
31 塚本重頼「アメリカの不当労働行為制度（10）救済命令の司法救済」季刊労働法第 159号（ 1991年） 

141頁。 
32 塚本・前掲（注 21）140頁。 
33  NLRA 第 10 条(f)の英語文は、次の通りである。“The finding of the Board with respect to 

questions of fact if supported by substantial evidence on the record considered as a whole shall like 
manner be conclusive.” 
34 山川・前掲（注 23）169頁。 
35 山川・前掲（注 23）171-172頁。 
36 Universal Camera Corp. v. NLRB, 340 US 474 (1951). 

連邦 高裁判所	

連邦控訴裁判所	

局委員会（再審査）	

行政法裁判官の全記録に基づき救済し、命令を出す。	

行政法裁判官（第一次的な審査）	

メリットのある（任意解決/審理手続）・メリットのない（取り下げ）	

申立て	
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第 3節	 アメリカの不当労働行為  

	  

	 本節においては、アメリカにおける不当労働行為の差別的取扱の概念を整理する。そ

のため、アメリカにおける団結権の特徴と不当労働行為や差別的取扱の保護条文を紹介

する。 

 

	 	 	 1.	 アメリカにおける団結権の特徴  

 

	 アメリカの団結権の特徴およびその前提となる制度について、三点指摘できる。 

	 第一の特徴として、排他的交渉代表制度が挙げられる。同制度は、二つの意義をもつ

37。まず、排他的交渉代表権 (Exclusivity Representative Right) を有すると、NLRBの不当

労働行為救済手続において労働組合の代表権限が承認され、使用者に交渉を命じること

ができる。また、代表権限が「排他性」をもつ以上、代表権者以外の者が被用者を代表

しえなくなり、各被用者と使用者の間の直接交渉も否定されることで、団体交渉関係が

一本化できる。 

	 単位労働組合が排他的交渉代表権を取得するには、まず組合が単位内被用者の過半数

から支持されなければならない。その後の手順は三種類に分かれる(NLRA 第 9 条(a))。

一つ目に、使用者が授権カード38をチェックしたうえで、組合を任意承認する方法があ

る。二つ目に、組合が排他的交渉代表選挙を経て NLRB の認証を受ける方法がある。三

つ目に、NLRBが団体命令を発することにより組合の代表権限を確立する方法がある。 

	 第二の特徴として、排他的交渉代表となった労働組合に公正代表義務が負うことが挙

げられる。この義務の根拠は、NLRA 第 9 条(a)である。単位労働組合にいる被用者全員

の利益を差別なしに公正に代表することである。 

	 アメリカが排他的交渉代表制を採っている理由は、砂山克彦の研究に次のように述べ

られている。「アメリカにおける排他的交渉代表制は、労働組合間の激しい縄張り争い

を避けるために採用された排他的管轄権の制度と、労働組合が、反組合的な使用者の専

権から組合員を守るために発展させてきた、専任権制度を始めとする統一的ルールの確

立の必要上採用された多数決原則が結合し、アメリカ社会の個人主義・民主主義的思潮

を基盤として、アメリカ労働法独特の制度として発展してきたものいえよう」39。 

                                                        
37 中窪・前掲（注 3）116頁。 
38 「授権カード」とは、被用者がある労働組合を支持するときに署名したカードのことである。 
39 外尾健一編『団結権侵害とその救済−不当労働行為制度の比較法的考察−』〔砂山克彦〕第三章「排他

的交渉代表制と適正交渉単位」（有斐閣、1985年）115頁。 
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	 第三の特徴として、アメリカ的な組合活動は、使用者の許諾の下に企業の施設内で一

定の条件を予め労働協約の中に定めている場合に、使用者の施設内における組合活動が

許される40。このように、NLRB は労使紛争を判断する際に、このような協定を検討して

判断することが通常である。 

 

               2.  不当労働行為救済保護条文の概略  

 

	 不当労働行為救済を保障する条文は、NLRA第 7条と第 8条である。 

	 まず、アメリカにおける団結権はアメリカ合衆国憲法ではなく、NLRA 第 7 条によっ

て保障されるものである。NLRA 第 7 条は、積極的な労働三権（労働者の団結権、団体

交渉権、および団体行動権）の保障および消極的な団結活動への参加を拒否する権利

（それらの行動のいずれかを、またはいずれをも行わない権利）を有する旨を定めた。

そして、積極的な労働三権を具体化するために、同法第 8 条によって使用者の不当労働

行為を禁止した。 

	 第 8条には、具体的な内容として、以下のようなものが列挙されている。 

	 ①第 7条の権利の行使に関する労働者への干渉・妨害。 

	 ②労働組合の運営に対する支配・介入、経費等の援助。 

	 ③雇用条件等の差別による、組合員たることの抑圧または奨励。 

	 ④不当労働行為の申立てや証言を行った労働者に対する解雇その他の差別。 

	 ⑤交渉単位における労働者の代表との団体交渉拒否。 

	 同条の特徴は、第 8(a)使用者による不当労働行為および、第 8(b)労働組合による不当

労働行為に分けていることである。 

 

【図 2-2】   NLRA第 8条  

第 8条(a)使用者による不当労働行為 第 8条(b)労働組合による不当労働行為 

(1)	 第 7条の団体権の侵害 (1)	 交渉代表の侵害 

(2)	 支配介入 (2)	 支配介入 

(3)	 労働組合員に対する不利益取扱 (3)	 労働組合員に対する不利益取扱 

(4)	 申立復讐の不利益取扱 (4)	 申立復讐の不利益取扱 

(5)	 団交拒否 (5)	 団交拒否 

                                                        
40 塚本重頼「アメリカの不当労働行為制度（9）救済命令の態様（II）」季刊労働法第 158 号 (1991

年)157頁。 



 

 54 

 (6)	 フェザーベッディグ41 

 (7)	 ピケッティング42 

 

 

1.  差別的取扱  

 
	 上記の不当労働行為救済の条文（図表 2-2: NLRA 第 8 条）の中から、差別的取扱に関

するポイントをここで取り上げる。同図表によれば、差別的取扱に当たる内容は、第 8

条(a)の第 3 項：使用者による差別的取扱と第 8 条(b)の第 3 項：労働組合による差別的取

扱である。しかし、本稿での検討の対象は、第 8 条(a)の第 3 項：使用者による差別的取

扱のみである。なぜなら、現在のカンボジアにおいて使用者による差別的取扱が問題と

なっているからである。一方、第 8 条(b)の第 3 項：労働組合による差別的取扱は、本稿

の問題設定に対応しないものなので、将来の課題にしたい。 

 

第 4節	 差別的取扱の判断基準	 	

	  

	 本節においては、差別的取扱の判断基準を述べる。焦点を絞り、差別的取扱意思、労

働組合活動の正当性と立証責任を取り上げ、検討する。 

	 NLRA 第 8 条(a)の第 3 項の差別的取扱（以下、「NLRA8(a)(3)」と略する）の条文の

具体的な内容は、以下の通りである。不当労働行為として認定されるには、採用や雇用

条件の差別により労働組合の組合員たることを奨励もしくは抑圧することである( It shall 

be an unfair labor practice for an employer… by discrimination in regard to hire or tenure of 

employment or any term or condition of employment to encourage or discourage membership in 

any labor organization…)。換言すると、使用者が労働組合員であることを奨励・抑制を与

える効果になるまで労働者の採用やその他の雇用条件に関して差別を行うことを禁じて

いる。 

                                                        
41 Featherbedding は、労働組合が使用者に不要の労働者を雇わせること、実際には遂行されない労務

に対して金員等を支払わせることである。当該行為は、不当労働行為(unfair labor practice)として禁

止される。田中英夫『英米法辞典』 (東京大学出版会、1991年) 335頁。 
42 Picketing は、労働組合が、労働争議の存在を宣伝すること、被用者に労務の提供を停止させ、また

は顧客に使用者との取引を中止させること、もしくは当該労働組合が交渉代表になろうとする意思を表

明することを目的として、使用者の事業場付近に組合員を配置し、見張り活動、宣伝等を行わせること

である。田中・前掲(注 41) 640頁。 
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	 同条の文理解釈から判断要素は、三つある43。第一に、奨励もしくは抑圧の効果、第

二に、第一の効果に対する意思。第三に、「第一の効果」および「第二の意思」の存在

である。 

	 また、NLRA8(a)(3)の条文において禁止するのは、労働組合の「抑制」のみならず、

「奨励」も明確に書かれている44。それは、労働組合支持・加入・組合活動を抑制し・

奨励することを禁止していることである。この条文の由来は、アメリカの NLRA の趣旨

から理解できる。NLRA 第 1 条は、貿易の安定性を図るために、労働者の団結権を保護

する。ここにおいて、一切の抑制・奨励の影響を受けず、組合に加入か否か、加入の場

合どの組合に加入するのか、自らの自由により決めることができる45。 

	 通常の申立や訴訟において、NLRA 第 8 条の違反に対し求められたのが、その請求の

内容は原職復帰の申し出、干渉行為の中止・是正、労働組合の自主性回復・活動中止な

どである46。 

 

1. 反組合意思  

 
	 1.1. 動機の概要  

 

	 反組合意思は、いわゆる動機のことを指す。アメリカの議論での反組合意思が、本論

文の比較検討の中で、カンボジア的な立場は差別的取扱意思に相当し、日本的な立場は

不利益取扱意思に相当する。アメリカにおける不当労働行為の該当性については、反組

合意思の要素の必要性に関する議論を巡り、見解が分かれる。 

	 中窪は、使用者の意図の差別意思ないし反組合意思の存在が必要であり、これが決定

的な役割を果たすと述べる47。そして、中窪は、「本来的に破壊的な行為」48の場合をあ

げて、これは労働者の権利に対する被害が明白であるため、使用者の反組合意思につい

ての立証・認定がなくても、不当労働行為が成立するとする。本来的に破壊的な行為の

                                                        
43 Thomas G. S. Christensen, and Andrea H. Svanoe. [1968] “Motive and Intent in the Commission 
of Unfair Labor Practices: The Supreme Court and the Fictive Formality.” The Yale Law Journal 
77, no. 7, p.1273. 
44 この点について強調するのは、中窪・前掲（注 3）68頁以下。 
45 私の理解は、NLRA第１条および NLRB v. Jones & Laughlin Steel Corp., 301 U.S. 1, 23,33と

NLRB v. Pennsylvania Greyhound Lines, Inc., 303 U.S. 261を参照。 
46 山川・前掲（注 23）21頁参照。 
47 中窪・前掲（注 3）70頁。 
48 中窪・前掲（注 3）72頁。 
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法理を作ったのは、有名な Erie Resistor事件連邦 高裁判所判決である49。同判決につい

ては、次の「1.2. 本来的に破壊的な行為」で述べる。 

	 また、岩村は、アメリカにおける差別的取扱行為に対し、すべての事件につき使用者

の動機が要求されるわけではないと述べる50。岩村のまとめによれば、連邦 高裁判所

は差別取扱いの動機について、二つの場合に分けている51。第一に、使用者が行った差

別行為が労働者の権利を破壊する性質を持っている場合、かつ、経営上の必要性にある

ことを示す証拠を提出した場合に、使用者の反組合意思が無くても不当労働行為と認定

できる。第二に、使用者の差別行為が比較的軽い場合、かつ、使用者から経営上の理由

が存在することを証明した場合には、違法な動機の存在が積極的に証明されなければな

らない。 

	 以上の中窪および岩村によるまとめから言えることは、アメリカにおける差別につい

ての判断は、使用者によって労働者の権利あるいは労働組合の権利が侵害されたかどう

かに重点をおいてなされているように思える。これは、労働者の権利あるいは労働組合

の権利侵害の程度が重大なものに至る場合なら、使用者が経営上の合理的な必要性を示

しても意味がないという考えに基づいている。 

 

1.2. 本来的に破壊的な行為  

 

	 本来的に破壊的な行為を理解するために、Erie Resistor事件を分析する。 

【事実】 

	 Erie Resistor 事件は次のような事実概要である。被申立人 Y 社は機械部品の製造およ

び組み立てを業とする企業である。申立人は Y 社の労働者から構成される組合である。

XY 間で新しい労働協約の条件を交渉したが、相互合意に至らなかった条件があった。

これに対し、478 名の労働者がストライキを実施した。他方、ストライキの影響で、Y

社の生産率は 15-30%低下し、注文のキャンセルも出た。このような状況を解決するため

に、Y 社は正式な方針を発表した（以下、「同方針」をいう）。同方針において、スト

ライキから離れて、職場に戻る労働者には 20年の専任を与えるという内容である。その

後、47名の労働者は職場に戻らないため解雇され、その一方、23名の労働者が職場に戻

ったので昇給された。 

                                                        
49 アメリカの判例は、NLRB v. Eire Resistor co. et al. No. 288 U.S. (1963)参照。 
50 外尾健一編『団結権侵害とその救済−不当労働行為制度の比較法的考察−』〔岩村正彦〕第六章「動機

の競合」の事例における不当労働行為の成立基準（有斐閣、1985年）174頁以降参照。 
51 外尾・前掲（注 50）174頁以降参照。 
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	 本件の論点は、使用者側が行なった同方針において反組合意思が含まれているか否か

である。仮に反組合意思が含まれていなければ、不当労働行為が成立するのには別の反

組合意思の証拠を提示する必要がある。 

	 NLRB は、本件のような状況が NLRA8(a)(1)および(3)に違反しており、労働行動に対

する制限と労働組合の差別につながるため、不当労働行為に当たると判断した。しかし、

連邦控訴裁判所は NLRB の判断を覆した。連邦控訴裁判所は、NLRA では本件のような

方針を禁止していないため、使用者は同方針を採る権利があるとの判断を示した。 

【判旨】 

	 他方、連邦 高裁判所は連邦控訴裁判所の判断を否定し、本件における同方針自体は

明らかに使用者の本心である反組合意思が含まれていると判断した52。 

【評価】 

	 本件の意義は、上記のような同方針は本来的に破壊的な行為に該当する行為であり、

よって使用者の本心の反組合意思を主張しなくても不当労働行為が成立するという点に

ある。 

	 同判例を取り上げたのは、アメリカにおいて発展してきた「本来的に破壊的な行為」

という判例法理がカンボジアへの制度導入に対し意義があるかどうか、検討したいから

である。なぜかといえば、この法理は「本来的に破壊的な行為」であれば、労働者の立

証責任を軽減するからである。この法理をカンボジアでも採用すれば労働者の保護に資

するだろう。ただ、懸念されるのは、カンボジアでは連邦 高裁判所のように判例が蓄

積されておらず53、どんな場面が「本来的に破壊的な行為」に該当するか等の基準が定

立していないことである。そこで、本来的に破壊的な行為についてアメリカの基準や議

論を検討する。 

	 本件の判断から、アメリカにおける本来的に破壊的な行為とは、使用者側が業務上の

必要性を主張しても行為そのものが本来的に差別的・破壊的な性質を持っているため、

別の反組合意思を主張しなくても不当労働行為が成立されることを指すものである。中

窪によれば、本来的に破壊的な行為は、三つの要件を自動的に満たすことを指摘してい

る54。それは、第一に差別性、第二に組合員たることの抑制効果、そして第三に使用者

の反組合意思である。 

	 しかし、本件において NLRB、連邦控訴裁判所、連邦 高裁判所までの判断は、同じ

事実に対し違う判断がなされている。NLRB と連邦 高裁判所は、使用者が実施した同

方針は、労働者の権利を著しく濫用したものであるとの同じ判断を下したが、連邦控訴

                                                        
52 NLRB v. Erie Resistor co.et al. no. 288 U.S. (1963) 
53 ここでは未だ判例法理が乏しいカンボジアのことを指している。 
54中窪・前掲（注 3）72-73頁。 
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裁判所は使用者が同方針を出す権利があり、それを尊重すべきであると正反対の判断を

下した。 

	 私見では、連邦 高裁判所を支持する。本件のような同方針を実施することによって、

完全に団結権を抑制すると考える。同方針では、ストライキの現場から離れて職場に戻

ったら 20 年の専任を付与するものである。20 年とはかなり大きな優遇措置である。同

方針において反組合意思が含まれていると言えるのは、次の理由からである。それは、

生産性の減少および発注の中止の発生に対する解決として、20 年の専任を与えるとはど

う考えても非常識であり、使用者側のストライキ中の組織を解散させる狙いが明らかに

表れている。通常、専任とは時間をかけて就労の経験の積み重なるものであり、一日で

与えるものではない。また、もし使用者側は好意で 20年の専任を付与するなら、ストラ

イキを招いた労働協約の妥協に向けて努力すべきである。その方が、使用者側の忠実さ

を示すことができるのではないかと思われる。 

	 しかしながら、本件では明確に判断基準が示されていないため、一般的にどういう行

為が本来的に破壊的な行為なのか、容易に区別できていない55。 

 

1.3. 反組合意思の形成  

 

	 当初、判例において反組合意思は NLRA8(a)(3)の要素の一つとして必ず扱うべきなの

か、統一していなかった56。反組合意思を重視する判例があれば、重視しない判例もあ

る。以下では、判例による反組合意思の形成過程について述べる。 

	 まず、反組合意思を重視する判例には、次のようなものがある。1936年の Club Troika

事件である57。本件は、使用者側が組合員に対して、「Jack, if you want to know why you 

are fired, the reason is the Union」（Jackさん、なぜあなたはクビになったのか、それはあ

なたが組員だからだ）と明確に差別的な表現を行っており、差別的取扱意思が不当労働

行為の認定において重要な意義をもった。また、1948 年の Shell Oil 事件である58。本件

は、反組合意思が認定できなかったため、不当労働行為が成立しないと判示した。 

	 次に、反組合意思を重視しない判例には、次のようなものがある。1948 年の General 

Electric 事件では、反組合意思に触れずに不当労働行為を判断した59。 

	 ここまでの判例からわかったことをまとめると、かつてのアメリカにおける反組合意

思の判断について、反組合意思を要素として扱った事例と扱わない事例が存している。

                                                        
55 同旨は、中窪・前掲（注 3）72–73頁も指摘した。 
56 Thomas G. S. Christensen, and Andrea H. Svanoe・前掲（注 43）1281頁。 
57 Club Troika, Inc., 2 N.L.R.B. 90, 93 (1936). 
58 Shell Oil Co., 77 N.L.R.B. 1306(1948). 
59 General Electric Co., 80 N.L.R.B 510 (1948). 
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しかし、使用者からの表現が明確に差別的なものは差別的取扱が認定されやすい。また、

アメリカの学者による検討によれば、反組合意思は NLRA8(a)(3)の条文自体が要求して

いる要素ではなく、同条を成立するための立証手段として取り扱ったとされる60。 

	 その後、理由の競合の複雑な事案が登場したことを受け、反組合意思が NLRA8(a)(3)

の第一の判断要素として発展した。このリーディングケースは、1967 年の Great Dane 

Trailers事件である61。 

	 同事件において、「労働者の組合加入を理由とした差別意図がない限り、差別的取扱

は違法ではなく、不当労働行為が成立するために別の反組合意思の要素が必要である」

と示した。また、同事件において、ある程度労働者の権利に不利な取扱いがされており、

かつ、使用者が正当な目的をその行為の動機としていたことを証明する責任を果たさな

ければ、反組合意思の証明は不要となることが示された62。 

	 本件は、使用者との間で立証責任のバランスを取ることで、労働者側の負担軽減にな

っている意義がある。そうなると、アメリカにおける不当労働行為事件では、使用者の

立証責任が大きいと見える。使用者に積極的な立証の負担を負わせることで、労働者

側・組合側に使用者の反組合意思の立証負担を軽減することができる。 

 

1.4. 分析  

 
	 以上のとおり、アメリカにおける反組合意思に関連する判例を分析したが、そこから、

アメリカの特徴について二点指摘できる。 

	 第一に、当初において反組合意思という概念は、NLRB が必ずしも明確に不当労働行

為の判断要素として扱わなければならなかったものではなかった。つまり、反組合意思

の扱いは、不統一の時代があった。 

	 第二に、不統一の時代を経て、反組合意思は当然に判断要素として扱われるようにな

った。そして、この点において見えてきたのが、労働者側の反組合意思にかかる立証が

あまり重要なものではないことである。一方で、使用者が積極的に立証しなければ、不

当労働行為が推定される可能性が高くなることから、アメリカでは使用者に対してかな

り厳しい態度を判例において採っているといえる。 

	 なぜアメリカは使用者に対し厳格な態度を採っているのか。 

	 まず、一般的に労働者の考え方から見れば、使用者から労働の対価として得る賃金が

生活の経済的な基盤である63。そのため、解雇・減給等により労働者の生活基盤を揺る

                                                        
60  Thomas ・前掲（注 43）1276頁。 
61 N.L.R.B. v. GREAT DANE TRAILERS, Inc. 388 U.S. 26 (1967) 
62 外尾・前掲（注 50）177頁。 
63 中窪裕也＝野田進『労働法の世界』（有斐閣、第 11版、2015年）2頁。 
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がす力をもつ使用者に対して、労働者は弱い立場に置かれる。国には弱者である労働者

の権利を保護し、ひいては労働者の経済的な生活基盤を保障する責任がある。その責任

に鑑みれば、労働者より使用者に立証負担を負わせるべきであり、労働者の権利が明確

に侵害された場合、反組合意思を重視しないという判断をすべきだと考えられる。 

	 次に、アメリカの特有の事情から見れば、次のような理由が考えられる。差別はアメ

リカの歴史にとって大きな出来事64なので、今なお社会問題として強く意識され、批難

されているものである。そのため、反組合意思がなくても、「差別の結果として労働者

の権利を重く害するものか否か」という基準を重んじることが核心にあり、厳格な概念

を採用しているのではないかと考えられる。 

 

	 	 	 2.  労働組合活動の正当性  

 

	 アメリカでは不当労働行為救済事件において、労働組合活動の正当性に関してどのよ

うに判断しているか理解するため、以下、労働組合活動の概念、判例の傾向、検討の順

に考察する。 

 

     2.1. 概念  

 

	 法制度下におけるアメリカの労働組合活動の法的救済の態様は、以下のとおりである。 

	 組合活動を理由とする不当労働行為を禁止する条文は		、NLRA第 7条および第 8条で

ある。前者の第 7 条は、団結権および団結交渉権を有するという文言が明確にされてい

るため、一般的な労働組合活動に関する保護も包括していると読み取れる。また、後者

の第 8 条は、第 7 条に規制していることに反した使用者および労働組合の行為は不当労

働行為に当たると書いてある。したがって、第 8 条は不当労働行為の保護条文となる65。 

	 一般的な組合活動を支える条文は同法第 9 条である。同条により保障される交渉単

位・交渉代表制の下では、排他的組合組織の選択競争を迫るため、各組合は自らの組合

のため様々な活動を行う。その主な労働組合活動の中で、組合の結成が重要な役割を果

し、それが原因で紛争になることが多い。なぜなら、交渉単位の中で選挙に勝たなけれ

ば組合組織の発展は不可能だからである。したがって、代表選挙に勝って代表資格を得

て雇主と団体交渉を開始するまで、様々な形で労働組合活動を実施する必要がある。労

                                                        
64 Banks, R. Richard, Jennifer L. Eberhardt, and Lee Ross. [2006]  “Discrimination and Implicit 
Bias in a Racially Unequal Society” California Law Review 94, no. 4, p.1169. 
65 坂本重雄「アメリカの企業内組合活動とその法理」季刊労働法第 117号（1980年）19頁。 



 

 61 

働組合勧誘活動の手段は口頭によるものや文書によるもの、労働組合のバッチ着用によ

るものと様々である66。 

 

2.2. 判例による基準の確立  

 

	 以下では、組合活動と企業秩序の調整に努めてきた判例の動向を整理し、具体的なリ

ーディングケースを検討する。 

 

	 	 	 （1）就業時間中は労働  

 

	 まず、典型事例の一つとして、就業時間内および就業時間外における企業施設上の利

用に関する問題を取り上げる。企業施設内での勧誘活動に対する使用者ができる規制機

能に関する NLRB の決定として、1960 年 Walton 事件と 1983 年 Peyton 事件が重要なケ

ースである。 

	 1960年のWalton事件67を取り上げる。 

【事実の概要】 

	 Y 社は、労働組合活動である勧誘活動禁止に関する就業規則を設けた。その内容は以

下である。 

	 〔就業規則〕セクション A 	 良い従業員が知っておくこと 

	 勤務範囲外の活動実施：企業施設内で、部長の許可を受けずに勤務範囲外の活動を行

うことは禁止する。これらの活動には、組合活動勧誘、金銭勧誘、宝くじまたはその他

の販売、広告のビラ貼りもしくはビラ配り等々が含まれる。 

	 この就業規則が出されてから２週間後、労働組合側はこれが NLRA 第 8(a)(1)に反した

ものとして、NLRB に申し立てた。NLRB は上記の就業規則は、NLRA8(a)(1)に反すると

いう判断を下した。その理由は、上記のような就業規則により、勤務時間外においても、

企業施設内での組合のビラ貼り・配りも禁止されることになり、NLRA 第 7 条に保障さ

れる団結権の権利を不合理的に侵害しているとされた。 

【判断】 

	 使用者側は連邦控訴裁判所に司法救済の訴訟を起こし、連邦控訴裁判所も NLRB の判

断を基本的に維持し、補足の判断を加えた。「就業時間中の組合勧誘活動と組合文書配

                                                        
66  Gould, William B. [1964]  “Union Organizational Rights and the Concept of Quasi-Public 
Property” Minnesota. Law. Review. 49, p.505. 
67 本件につき、NLRBの判断はWalton Mfg. Co., 126 NLRB 697 (1960) を参照、そして、連邦控訴裁判所

の判断は、NLRB v. Walton Mfg. Co., 289 F. 2d 177 (5th Cir. 1961)を参照。 
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布勧誘禁止規則は、差別的趣旨の下で設けられた証拠が存しなければ、その制定は有効

である。また、規則が不公平に適用されたという証拠が存しない場合は、その実施につ

いても推定的に有効である。」 

	 なお、本件には重要な反対意見がある。それは、「本件における就業規則は経営とい

う側面から賛成できるが、善意という側面から遠く離れたように見えてくる」、

「NLRA 第 8(2)の本質の意図は、労使関係の協力を頼りながら、使用者からの不適切な

影響を防止するのをデザインするものであると読み取れる」というものである。 

【検討】 

	 本件から以下のことを確認できる。それは、就業時間外の企業施設における組合勧誘

活動や組合文書の配布禁止規則は、団結に対する不当な妨害である。具体的に生産や規

則維持の妨害に関する証拠がなければ推定的に無効となることと、就業時間中における

労働組合活動禁止規則は、具体的に差別的目的に関する証拠がなければ、有効となるこ

とに意義がある。 

	 次に、1983年の Peyton Packing Co.事件68である。同事件は、Walton事件の判断を承継

している。 

【事実の概要】 

	 被申立人 Y 社は肉のパッキングを業とする会社である。申立人 X らは Y 社の 9 名の

従業員である。1937年に A組合が結成された。Y社は 1942年 1月 26日に、就業時間中

あるいは企業施設内での、労働組合の全ての勧誘活動の関わりを禁止し、解雇する旨の

就業規則を定めた。その後、1942 年 5 月に、9 名の従業員勧誘活動に関わったことを Y

社が知って、解雇した。これを受けて労働組合員は NLRB に申し立て、NLRB は使用者

の処分が NLRA 第 8(a)(1)および(3) に反し、不当労働行為だと判断した。連邦控訴裁判

所も NLRBの判断を支持した。 

【判断】 

	 本件において、連邦控訴裁判所は、以下のように判断を下した。 

「使用者は就業規則で就業時間中の規則を作成・実施することができる。就業時間は労

働のためである。そのため、差別的証拠がないかぎり、就業時間中、労働組合勧誘活動

禁止規則の作成・実施は、使用者の権限の範囲内にあり、有効である。」 

「就業時間外は企業施設内であっても労働者が全く拘束されず、自由に利用できる時間

である。したがって、生産と企業規律維持の必要性が存しないかぎり、たとえ企業施設

においても、就業時間外組合勧誘禁止規則の作成・実施は、使用者の権限外である。」 

 

 

                                                        
68 Peyton Packing Co., 142 F.2d 1009 (5th Cir. 1944), enforcing 49 NLRB 828 (1943). 
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【検討】 

	 本件は、就業時間は労働のためであると明確に判例法理として確立したことに意義が

ある。そのため、使用者は、就業時間中に労働を害する活動を禁止する就業規則を作成

できる。 

	 Peyton Packing Co.事件とWalton事件が類似しているのは、就業時間外における企業施

設上の労働組合活動禁止規則は無効、就業時間中における企業施設上の労働組合活動禁

止規則は有効となる点である。以上の分析から二点指摘できる。つまり、「就業時間中

は労働を(Working time is for work)」の原則が確立されたため、就業時間中は組合活動を

禁じうる。しかし、就業時間外における企業施設上の組合活動禁止は、差別が実際に存

しない場合も差別と推定され、無効になる。 

 

	 	 	 (2) 文書配布・ビラ貼り  

 

	 文書配布に関しては、アメリカでは勧誘活動が許容される場所と範囲について集中的

に議論されている69。具体的には文書配布等の勧誘活動が企業施設の全域に及ぶか、施

設内の非作業区域にのみ限定されるか、ということが議論の対象となっている70。 

	 労働組合の文書配布に関する学説の評価は、浜田によれば、労働組合組織・情宣目的

のため実施されるものであるかぎり、NLRA 第 7 条と第 8 条による保護を受けるが、使

用者にとってみれば、たとえ文書の配布が就業時間外になされたとしても、配布ビラが

施設内において散乱することは、単に所有権の侵害だけではなく、工場の秩序に影響を

及ぼす恐れがあると指摘される71。 

	 次に、アメリカは労働組合のビラ貼り(Sticking Poster)を広く保護している。つまり、

使用者は企業の掲示板等に他の事に関するビラ貼りを許しているのに、労働組合に関す

るビラ貼りを許さないのは、不当労働行為に該当する72。その根拠としては、次の二点

が指摘されている73。連邦高裁は、第一改正のアメリカ連邦憲法において「表現の自由」

の一種として、ビラ貼りを禁止することが憲法違反であると指摘した。また、アメリカ

の政府の政策方針においても、労働者の生産性および効率を向上させるためでも保護さ

れる。 

                                                        
69 坂本・前掲（注 65) 21頁。 
70 坂本・前掲（注 65) 21頁。 
71 浜田富士郎「労働組合の企業内における組織・情宣活動の法的処理（1）－アメリカ・西ドイツ、イ

ギリスの場合－」法学協会雑誌第 89巻第 11号（1972年）1477頁。 
72 William B. Gould [1982] Japan’s Reshaping of American Labor Law, The MT Press Cambridge 
Massachusettes London, England, p.140-141. 
73 William B. Gould・前掲（注 72)140-141頁。 
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	 また、判例についてもビラ貼りを保護する。比較的 近のビラ貼りと類型している事

件は、2015年の Pacific Bell Telephone Company事件を取り上げる74。 

【事実】 

	 本件において、使用者側はカリフォルニア州にある電話会社である。労働組合員は、

勤務時間中に組合のボタン(buttons)とスタンプ(Sticker)を付けた（以下、「本件ボタン・

スタンプ貼り付け行為」という）。ボタンとスタンプに書かれているのは次のような英

語の頭文字とフレンーズがある。それは、「“WTF, Where’s The Fairness,” “FTW Fight To 

Win,” and “CUT the CRAP!  Not My Healthcare.” “MOURN for the dead, FIGHT for the living,” 

“TAKE THE HIGH ROAD FOR JOBS AND CUSTOMERS,”」等である。スタンプの場合は、

会社のパソコン、自転車、ロッカーに貼り付けた。使用者側は次のように発言し、本件

ボタン・スタンプ貼り付け行為に反対している。それは、行為は就業規則違反であるた

め、本件ボタン・スタンプ貼り付け行為をやめない従業員は解雇される可能性があるこ

とと給料支給の拒否、ボタンとスタンプに表示されている表現は攻撃的であるため顧客

コンタクトエリアに付けるべきではない、と取外しを命じた。そこで、労働組合は

NLRBに申立てを行った。 

【判断】 

	 NLRB の判断は、使用者の発言と就業規則は NLRA 第８(3)(a)の差別的取扱に反してい

ると認定した。その理由は、本件のボタン・スタンプ貼り付けの内容は NLRA の保護を

失うまで攻撃的な表現ではないという。とりわけ、「WTF と FTW」という頭文字は労

働組合員の表情から不敬や不攻撃なことがないと NLRBは付け加えた。 

【検討】 

	 本件において、労働組合員は勤務時間中のボタン着用と会社の所有物にスタンプ貼付

を実施した。そして、NLRB の判断では、ボタンとスタンプに書かれてある表現が、

NLRAの保護の範囲内であり、広く労働者の立場に立っている事件である。 

	  

2.3. アメリカの特色  

 

	 アメリカの判例や議論の重要の法理を再確認し、それに対する全体の特色を述べる。 

  まず、法理の再確認である。就業規則における就業時間内の組合活動禁止規制は有効で

ある。ここは二つの条文の調整にかかる問題になると思われる。それは、NLRA 第 7 条

による労働組合活動保護と、同法第 8 条 1 号・3 号の不当労働行為違反との関係である。

しかし、労働時間は労働のために使われるべきであるということが強く根付いているた

め、使用者には就業規則等によって施設上で組合勧誘活動が行われることを阻止するこ

                                                        
74 Pacific Bell Telephone Company, Nevada Telephone Company d/b/aAT&T, 362 NLRB No. 105 (2015). 
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とが許されている。この定立した判断基準を要約すると、⑴就業時間内か、⑵組合活動

の場所、⑶組合活動の範囲である。これまで、活動の取扱い原則として一般的に確立し

ている。ただし、差別に基づいて作成された就業規則の規定や適用はこの限りではない。 

	 次に、全体の特色について、次の二点を挙げられる。第一に、不当労働行為救済は公

権である。山川によれば、不当労働行為の救済は公権の実現が目的であり、私権の保護

のためではないという「公権の理論」であり、救済手続き上、いかなる者も申立てを行

うことができるという規定が出来たのではないかと思われる75。「公権」は、労使紛争

による州際通商阻害の防止、かつ公的利益の保護目的のことである76。第二に、アメリ

カでは「団体交渉の奨励・団結の自由の保護」という法の政策（日本の場合は「正常な

労使関係秩序の迅速な回復・確保」という制度目的と対比）を重視されるため、労使間

の利益調整といった柔軟性のある要素に対しては消極的な態度がとられている点も挙げ

られている77。 

 

	 	 	 3.  立証責任  

 

	 以下では、不当労働行為の事件における立証責任について論じる。アメリカでは、不

当労働行為救済の審理につき、どのような態度で両当事者に立証責任を課すのか、とい

う点に焦点を当てて検討する。 

 

      3.1.	 証拠法則  

	  

	 通常申立があると、当事者の役目は、書証等の証拠を提出することが手続上権利を有

する78。 

	 NLRA の中に、立証責任について定めが則っていないが、証拠法則について定めがあ

る。NLRB の行政法裁判官は、証人出頭拒否や証拠物件の提出拒否に対して、出頭命

令・提出命令を命じることができる（NLRA 第 10 条(b) ）。また、同条文には、一般的

な証拠法則が定められている。それは、審問の手続きは実行の可能な限り、連邦民事訴

訟規則(Federal Rules of Civil Procedure)所定の連邦地方裁判所における証拠則にしたがっ

て進めなければならない、ということである。 

	 連邦民事訴訟規則の§ 2072を見ると、証拠則について、次のようなことがある。 

                                                        
75 山川・前掲（注 23）61頁。 
76 山川・前掲（注 23）292頁。 
77 山川・前掲（注 23）291-293頁。 
78 山川・前掲（注 23）164頁。 
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a) 連邦 高裁は、地方裁判所と連邦裁判所の証拠・手続き・実務の一般法則を命じる

権限がある。 

b) 上記の連邦 高裁の一般法則は、縮小、拡大、修正することができない。かかる法

連邦 高裁と矛盾している法律は執行することができない。 

	 以上をみると、一般的に連邦 高裁は証拠法則に対して膨大な権限を有していること

が分かる。 

 

 3.2. 使用者の説明責任  

 

	 NLRA 第 8 条(a)(3)の差別的取扱における立証責任の配分は判例により確立された。そ

れは、Wright Line事件79である。 

	 同事件の概要は、以下のとおりまとめる。使用者側 Y は、パソコン部品製造を業とす

る会社である。労働者側 X は、Y 社の従業員（店内の監視係であり、かつ、労働組合 A

の組合員）である。X は監視係の勤務に対する誤りのある報告書を提出したため解雇さ

れた。しかし、X からは、組合誘導宣伝キャンペーンを実施したため解雇されたと主張

された。本件の争点は、当該解雇が NLRB第 8条(3)(a)に該当するか否かということであ

る。NLRB は、当該解雇における原因を検討する。つまり、なぜ X は解雇されたのか。

それは、組合員であるからなのか、それとも、勤務の誤りなのか、という動機の探求で

ある。Y 社は勤務上の誤りに関する証拠を提出したが、NLRB は反組合の動機が強いと

認定し、本件の解雇は差別的取扱であると判断した。 

	 この判例の意義は、使用者の説明責任を課すことにある。以下のように、立証責任が

配分される。すなわち、NLRB の事務総長は差別が当該処分の要因・動機の一つとなっ

ていたことを証明する80。そこで主張されたことに対し、使用者側が当該処分に十分な

理由があることを証明・説明する。 

	 なお、NLRA 第 8 条(a)(1)の干渉行為の是正措置と第 8 条(a)(2)の支配の除去の場合、

使用者側が立証責任を負うとされている81。 

 

第 5節	 小括 	

 

                                                        
79 Wright Line, 251 NLRB 1083 (1980). 
80 その後、1983 年 Transportation Management 事件も反組合の動機が要因の一つであると証明でき

れば不当労働行為違反が成立すると判断した。NLRB v. Transportation Management Corp., 462 U.S. 

393 (1983). 
81 山川・前掲（注 23）61頁。 
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	 本章で扱った、アメリカにおける不当労働行為救済制度および不利益取扱判断基準に

ついてまとめる。 

	 不当労働行為救済制度については、前提知識として、アメリカにおける不当労働行為

救済法体系を理解する必要がある。アメリカでは 1935年に連邦レベルにおける 初の一

般的労使関係法として全国労働関係法（ワグナー法）が制定された。同法第１条の「政

策宣言」を受けて、第 7 条は「被用者は、自主的に組織して労働団体を結成し、これに

加入しこれを援助し、自ら選んだ代表を通じて団体交渉を行い、団体交渉または相互扶

助ないし保護を目的とする共同の活動に従事する権利を有する」と規定する。第 7 条は

総則的に労働三権を保障し、第 8 条は労働者の労働三権を侵害する使用者の行為の態様

を列挙し、これらを禁止する「不当労働行為制度」の保障を規定した。次いで、第 9 条

は排他的交渉代表のみが団体交渉権を有し、それとともに、交渉単位組合の利益のため

に公正代表義務を負うと規定している。 後に、不当労働行為処理制度を管掌する連邦

労働関係局の地位を第 10条により保障している。 

	 同法は、1947 年にかなり大幅な修正をうけて労使関係法（タフト・ハートレー法）と

呼称をかえ、さらに、1959 年にも若干の修正が加わったが、団結権の一般的保障、不当

労働行為制度と交渉単位・交渉制度を主柱とする集団的労使関係法制は基本的に維持さ

れ、今日に至っている。 

	 アメリカにおける不当労働行為救済制度の大きな特徴としては、二点指摘できる。一

つに、「行政一本化」があげられる。全ての不当労働行為事件は NLRB を経なければな

らない。行政一本化を採ったのは、裁判所が労働運動に対して無理解で偏見をもってい

たために多くの問題が生じたことから、労働関係の知見を有する専門の機関を作り、そ

こに救済を委ねることが求められたからである。二つに、NLRB は判定的な判断をする

ことである。アメリカ的なシステムは実質的証拠法則を採用しており、審査裁判所は

NLRB における記録のみを資料として、事実認定の適法性を判断し、再び一から事実認

定を行わない。 

	 不利益取扱判断基準については、NLRA 第 8 条(a)の第 3 項が差別的取扱を禁止する。

不当労働行為として認定されるには、採用や雇用条件の差別により労働組合の組合員た

ることを奨励もしくは抑圧することが必要である。同条の文理解釈から判断要素は三つ

ある。つまり、①奨励もしくは抑圧の効果、②「①の効果」の意思、③「①の効果」お

よび「②の意思」の存在である。 

	 差別的取扱意思に関しては、アメリカにおいて差別的取扱の成否を巡り、反組合意思

の主張とその立証が必要である。しかし、かつての判例では、反組合意思は

NLRA8(a)(3)の要素ではなかった。判例の蓄積により、現在は、反組合意思は不当労働行

為の該当性の判断において基本的な要素となっている。 
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	 次に、労働組合活動の正当性について定立した判断基準と労働紛争処理の特色を集約

する。前者の定立した判断基準は、就業時間内か、組合活動の場所、そして組合活動の

範囲である。後者のアメリカの労働紛争処理の特色について、不当労働行為救済は公権

であることと、団体交渉の奨励・団結の自由の保護という法の政策を重視されるため、

労使間の利益調整といった柔軟性のある要素に対しては消極的な態度がとられている。 

	 後に、NLRA 第 8 条(a)(3)立証責任については、立証責任が配分されており、使用者

に説明責任を課すことにある。具体的な配分は、NLRB の事務総長が、差別が当該処分

の要因・動機の一つとなっていたことを証明する。そこで主張されたことに対し、使用

者側が当該処分に十分な理由があることを証明・説明する。なお、NLRA 第 8 条(a)(1)の

干渉行為の是正措置と第 8 条(a)(2)の支配の除去の場合、使用者側が立証責任を負うとさ

れている。 
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第３章	 日本法  

 

第１節	 歴史的沿革 	

 

	 日本の不当労働行為救済制度の沿革に関する研究がかなり進んでいる1。現在の日本に

おける不当労働行為制度は、戦後に米国の占領軍の強烈な影響の下で、アメリカのワグ

ナー法をモデルとして設けられた。しかし、両国間には労使関係・雇用慣行の差異が存

在しており、また不当労働行為救済機関が両国ともに準司法的行政委員会といっても、

組織上も手続き上も異なる点が多い。現在の日本の不当労働行為救済制度に至るまでの

流れを理解するために、重要な歴史的展開をピックアップして、1. 1945年法、2. 1949年

法、3. 1952年法について、それぞれの概要を紹介する。 
 

	 	 	 1. 1945 年法  

 

	 1945 年の旧労働組合法は、戦前の法案を基礎としたものであり2、この段階では、ア

メリカ法の影響はほとんどなかった3。以下は、同法の概要である。 

	 同法第 11条は、日本の不当労働行為制度の出発点である。同条は、①労働組合の組合

員たることを理由とする解雇その他の不利益取扱い、②労働組合への不加入・脱退を雇

用条件とすること（黄犬契約）、という二つの行為類型を禁止した。当時旧労組法第 11

条によって使用者に禁止された行為は、「不公正労働行為」ともよばれた。この部分は、

現在の労組法第 7条１号の規定になっている。 

	 また、直罰主義の下、検察官に対して処罰請求を行うという形により、労働委員会の

関与が始まった4。同法第 11 条に違反した使用者に対して、第 33 条 1 項に刑罰が設けら

れた。また、第 33条 2項は、当該の刑罰を課すに際して、労働委員会の請求が必要とさ

れた。 

	 このように、日本における初期の不当労働行為制度は、二つの行為類型しか禁止され

なかったことと直罰主義が特徴である。 

                                                        
1 代表的な資料として、道幸哲也「不当労働行為の救済」労働法文献研究会『文献研究	 労働法学』

（総合労働研究所、1978 年）196 頁以降、西谷敏『労働組合法』（有斐閣、2012 年、第 3 版）139 頁

以降、がある。 
2 東京大労法研究会『注釈労働組合法上巻』 (有斐閣、1980年) 310頁。 
3 中窪裕也「昭和 24 年労働組合法の立法過程と不当労働行為制度 : アメリカ化の圧力、反作用、断裂 

(シンポジウム 労働組合法立法史の意義と課題)」（日本労働法学会誌 125号 2015年） 43頁。 
4 中窪・前掲（注 3）43頁。 
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	 	 	 	 2. 1949 年法  

 

	 1949 年法は、アメリカのワグナー法の影響の下で、草案の作成を行った5。1949 年法

と比較した主な修正は 3点ある6。 

	 第一に、禁止される不当労働行為として、団交拒否と支配介入・経費援助を追加した

ことである。この部分は、現在の労組法第 7 条 2 号と 3 号を構成している。第二に、

1945 年の法の直罰主義を廃止し、違反した使用者に対して労働委員会が「救済命令」を

発するという原状回復主義を採用したことである。第三に、第二の修正点との関係で、

不当労働行為の救済手続きが大幅に変更されたことである。 

	 ここで注目すべきは、直罰主義が廃止されたことである。直罰主義は以下の二つの問

題が原因となったため、日本はこれを廃止した7。 

	 主な原因は、二点ある。第一に、事件処理の遅延に繋がること、第二に、労働者の保

護に直結しないことである。遅延は、直罰主義を採用し、刑事裁判のプロセスを用いる

ことによって生じていた。罰則規定は、検察庁が起訴し、裁判所が労組法第 11条違反で

あると判断した場合に、当該使用者を 6 ケ月以下の禁錮または 500 円以下の罰金を科す、

というものであった。裁判所は慎重に証拠調べをする必要があったため、処理に長期間

を要した。また、労働者の保護に直結しないという問題は、労組法に関する裁判で使用

者を不当労働行為で処罰するか否か、ということだけを判断し、解雇された労働者を原

職に復帰させるか否かについては判断をしないことにより生じた。原職復帰のためには、

新たに民事裁判をおこして、解雇無効判決を受ける必要があった。	  

	 このように、直罰主義は手続上面倒であることと、労働者救済の面から見ると、上手

く機能していないことが明らかである。この二点に鑑みると、直罰主義は不当労働行為

救済制度にとって適切な選択肢とは言い難い。 

	 1945 年法から 1949 年法への移行にあたり、大幅な修正がなされ、特に直罰主義の廃

止が重要な修正点であった。そして、1949 年法において、現行の集団的労働法の基礎が

形成された。 

 

	 	 	 	 3. 1952 年法  

 

	 占領が終わる前の 1952 年には再度アメリカ法的な方向への動きがある8。それは、現

行労組法第 7 条の規定に 4 号が加わったことである。すなわち、新たな「不当労働行為」

                                                        
5 西谷・前掲（注 1) 141頁。 
6 東京大学労働法研究会・前掲（注２）313頁以降. 
7 本多淳亮『不当労働行為と組合活動』（法律文化社、1969年）6頁以降。 
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の形が追加された。4 号の内容は、労働者が不当労働行為の申立て、または再審査の申

立てをしたこと、労働委員会による不当労働行為の調査・審問中または労働争議の調整

手続中に証拠を提出したまたは発言したことを理由とした解雇または不利益取扱いをす

ることを禁止するものである。  

	 現在の労組法の第 7条である不当労働行為禁止条文は、次のような形になる。不利 

益取扱い、団交拒否、支配介入の 3つの類型を定めている。 

	 第 1 に、組合に対する不利益取扱いと労働委員会の申立てに対する不利益取扱い（労

組法 7 条第 1 号、第 4 号）である。使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

前者の第 1 号は、「労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しく

はこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、

その労働者を解雇し、その他これに対して不利益取扱いをすること又は労働者が労働組

合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること…」と規定し

ている。そして、後者の第 4 号は、「労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定

に違反した旨の申立てをしたこと又は中央労働委員会に対し第 27 条の 22 第 1 項の規定

による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る

調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法による

労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由と

して、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益取扱いをすること」と規定して

いる。 

	 第 2 に、団体交渉拒否（労組法 7 条 2 号）である。第 2 号は、「使用者が雇用する労

働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」と規定している。 

	 第 3 に、支配介入（労組法 7 条 3 号）である。第 3 号は、「労働者が労働組合を結成

し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運

営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること」と規定している。 

不当労働行為の成立条件として、第 7条各号によって異なる。しかし、本論で取り上 

げている差別的取扱は労働組合員に対する不利益取扱い（第 7 条第 1 号）のみ該当する。 

 

						第 2節 		日本における行政救済と司法救済 	

 

	 不当労働行為の救済制度としては、二つの手段がある。不当労働行為事件につき、行

政救済の機関たる労働委員会に申し立てても良いし、司法救済の機関たる裁判所に直接

訴訟を起こしても良いという、行政救済と司法救済の併存システムを採用している9。 

                                                                                                                                                               
8 中窪・前掲（注 3) 44頁以降。 
9 中山和久他『コンメンタール労働組合法』〔渡辺賢〕（有斐閣、1980年）288頁。 
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	 日本はなぜこのような並存システムを採用しているのかを理解するには、憲法第 28条

の存在が基本的な認識として重要である10。まず、憲法第 28 条は労働基本権を保障して

いるため、不当労働行為救済を直接に裁判所に請求することができる。そして、労組法

第 27条以降は労働委員会による審査手続を規定しており、不当労働行為救済審査権限が

付与されている。 

しかし、行政救済手段と司法救済手段は、二点で異なる。一点目に、行政機関は発生

した不当労働行為を排除し、将来に向けて公正な労使関係を図るものであるのに対し、

司法救済は原則として過去の損害および現在の権利関係の確定を目的とする11。二点目

に、司法救済では慰謝料を含めた損害賠償の請求や仮処分手続きの利用等がある一方、

行政救済ではこのような処理がみられない12。それ以外に、事案によって処理の目的や

アプローチ、救済の仕方等をはじめとして、些細な点まで異なっている。 

	 表(一)は、道幸哲也による先行研究を参考し、行政救済と司法救済との違いをまとめ

たものである13。 

 

【表図 3-1】  日本における行政救済と司法救済との比較表  

 権利主体 義務主体 審査 処理手続 判定視角 救済方法 

行政

救済 

原則、組合

で、組合自身

の利益を守

る。 

使用者の

み。（判例

は広く認め

る） 

労働委員

会の手続

による。 

不当労働

行為の成

否のみ。 

認定につ

き、７条

の各号。 

個別事案

に応じた

柔軟な救

済が期待 

司法

救済 

違法構成の場

合、組合と組

合員が原告。

無効構成の場

合、労働者本

人だけ。 

 

違法構成の

場合、使用

者に限らな

い。無効構

成の場合、

使用者のみ 

民事訴訟

手続、弁

論主義。 

不当労働

行為以外

の他の法

理も。 

違法構成

と無効構

成の場合

において

判断方法

が混乱。 

金銭債

権、強制

執行手

続。 

（著者作成） 

                                                        
10 山口浩一郎「不当労働行為における司法救済と行政救済−労働委員会の救済の特質−」中央労働時報

1013号（2003年）5頁。 
11 中窪裕也=野田進『労働法の世界』（第 11版 、有斐閣、2015年) 403頁。 
12 野田進『判例労働法入門 Labour Law: Fundamental Cases』 (有斐閣、2009年) 340頁。 
13 道幸哲也『労働委員会の役割と不当法理−組合活動を支える仕組みと法 The Labor Commission’s 

Role of Remedying Unfair Labor Practices』 （日本評論社、2014年）94–99頁。 
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	 	 1.	 行政救済の概要  

  

1.1. 特徴：調整的な性格  

 

	 労働委員会の特徴として、調整的な性格が挙げられている。その根拠について、以下

の二つの文献を参考にしながら述べる。 

	 まず、仁田によれば、1960 年代からの労働関係形成のために労働委員会の調整的な機

能が大きく貢献していることが分かる14。同論文では、歴史的な四つの労働事件（1946

年電産十月闘争、1946・47 年公務員地銀闘争、1952 年炭労・電産争議、1959・60 年三

池争議）を取り上げながら、労働委員会が紛争予防としての役割を果たしたことを説い

ている。 

	 次に、野田によれば、日本がアメリカの制度と違い、調整的な救済方法を採るのは、

二つの理由がある15。判定的解決と調整的解決を分け、双方に調査官、調整官を設置し

ており、政府の直接的な支配・統制につながるからである。すなわち、歴史的な背景や

立法過程から日本の制度が本質的に判定的な解決よりも調整的な解決方法に頼る傾向が

強いと言える。 

 

1.2.	 権限：不当労働行為救済審査  

 

労働委員会は労働組合法（以下、「労組法」という）および労働関係調整法（以下、

「労調法」という）に定められた権限を行使する。労働委員会の権限と役割は、不当労

働行為の救済（労組法第１条、第 27 条１項と 12 項）、集団的紛争の調整（労調法第１

条）、労働組合が存在しない会社とその会社の従業員の間の紛争を処理する個別斡旋

（個別労働紛争解決促進法第 20条 1項と 3項）、その他に労働組合の資格審査（労組法

第 5条）、法人格付与の証明（同法第 11条）、労働協約の地域的拡張適用の決議（同法

第 18条）がある。 

上述した権限と役割のうち、不当労働行為の審査と救済は労働委員会の も重要な権

限である。労働委員会は不当労働行為の救済申立があると、調査、審問、命令という審

査手続に従い、不当労働行為の成否を判定し、救済権限を行使する。 

                                                        
14 仁田道夫「戦後期における労働委員会と労使関係：偉大なる調停者の時代 特集：制度発足 70年・労

働委員会制度を考える」季刊労働法 252号（2016年）2-12頁。 
15 ここは個別的紛争処理に対する指摘であるが、日本の集団的労働紛争処理の枠組みでも調整的役割、

労働委委員会・中央労働委員会の設置が同じである。野田進「個別労働関係紛争に対する労働委員会の

あっせん−『地方特性の』自治事務としての優位性と課題−」季刊労働法 252号（2016年）44頁。 
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高裁判決は労働委員会による不当労働行為救済制度の意義・目的について次の 3 つ

の点を指摘している16 17。第一に、憲法 28 条団結権保障の実効性の確保である。第二に、

団結権侵害は正常な集団的労働関係秩序を侵すものであり、団結権侵害を是正すること

によって団結権尊重のうえに築かれる集団的労使関係秩序の回復を図る必要があること

である。第三に、不当労働行為の救済を実効的なものにするためには、司法救済だけで

は十分でなく、労使関係について専門的な知識、経験を有する労働委員会である行政救

済を設け、これに救済させるのが適切であることである。 

 

1.3. 組織：二層・三者構成  

 

労働委員会は、使用者を代表する者、労働者を代表する者および公益を代表する者各

一名の三者構成から成り、都道府県労働委員会（以下、「都道府県労委」という）と中

央労働委員会（以下、「中労委」という）の二層構造となっている（労組法第 19条）。

三者構成の長所は、労使双方の意向を適切に反映させることである18。二重審査システ

ムのメリットは、より公正な判断ができることである19。 

 

1.4. 手続：申立–調査–審問–合議–命令	  

 

労働委員会の救済手続は、5 つのステップから成る。（一）申立、（二）調査、（三）

審問、（四）合議、（五）命令である。 

申立に関して、労組法第 27 条第 1 項は、「労働委員会は、使用者が第 7 条の規定に

違反した旨の申立てを受けた時は、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、

当該申立てに理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。この場合にお

いて、審問の手続においては、当該使用者と申立人に対し、証拠を提出し、証人に反対

尋問をする充分な機会を与えられなければならない。」と規定している。 

調査の段階では、労働委員会および当事者は、適切かつ迅速な審査の実現のため、審

査計画書を作成する。審査計画書には、整理された争点、証拠、承認の数、命令の交付

の予定時期が書かれている（労組法第 27条の 6）。 

審問の開始段階では、労働委員会は両当事者に通知をし、申立人に申立理由を疎明す

るための証拠の提出を求め、それを被申立人に送付し、それに対する答弁書およびその

                                                        
16 第二鳩タクシー事件・ 大判昭 52.2.23労働判例 269号。 
17 不当労働行為制度の目的に関連し、大きく三つの学説の見解が対立している。団結権保障説、公正労

使関係秩序説、団体交渉説がある。詳しくは、西谷・前掲（注１）142–143 頁を参照。 
18 道幸・前掲（注 13）40頁。 
19 道幸・前掲（注 13）41頁。 
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理由を疎明するための証拠の提出を求める（労働委員会規則第 41 条の 2）。審問は原則

として公開であり（同規則第 41 条の 7 の 2）、申立があった日から 30 日以内に審問を

開始する（同規則第 41 条の 6）。また、総会付議事項（同規則第 5 条）により、労働委

員会は使用者またはその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若

しくは必要な業務の状況帳簿書類の提出を求め、委員に検査させることができる（労組

法第 22 条第１項）。その他、審問の段階において重要なのが和解である。労組法第 27

条の 14は、「労働委員会は、審査の途中において、いつでも当事者に和解を勧めること

ができる。救済命令等が確定するまでの間に当事者間で和解が成立し、当事者双方の申

立があった場合において、労働委員会が当該和解の内容が当事者間の労働関係の正常な

秩序を維持させ、または確定させるため適当と認めるときは、審査の手続は終了する」

と規定している。 

合議の段階では、審査委員と職員との協同作業により、命令原案を作成し、事実の有

無、事実の評価、不当労働行為該当生、命令のあり方等について議論する20。合議は原

則として非公開である（労働委員会規則第 42条）。そして、合議の結果は、定員の過半

数で決める（同規則第 10条第 3項）。 

命令に関して、道幸の先行研究によれば、実際に労働委員会は、3 つの観点から救済

命令を発している21。それは、原状回復的措置、労使関係秩序の確保措置、再発防止的

措置である。まず、原状回復的措置の場合は、不利益を受ける前の状態に戻すために使

用されている。例えば、典型的なパターンとして解雇に対する原職復帰およびバックペ

イの支払いが命じられる。次に、労使関係秩序の確保措置の場合は、労使関係を積極的

に保つ内容が含まれており、団交命令が典型例である。さらに、再発防止的措置の場合、

将来の労使関係の安定のためのものであり、ポストノーティス命令や不作為命令がある。

その他、変型的な命令としては、抽象的不作為命令、条件付救済命令、協議命令がある。 

以上、日本の労働委員会における不当労働行為救済審査の流れである。 

 

2.  行政救済の限界：命令の実効性  

 

	 日本における行政救済命令の実効性は、以下のような手段で担保される。 

	 第一に、確定した救済命令に対する罰則である。都道府県労委の救済命令や中労委の

救済命令が発したときは、使用者は救済命令等の交付の日から 30日以内に、救済命令等

の取消の訴えを提起することができる（労組法第 27 条の 19）。反対に言えば、命令交

付日から 30 日を超えて、取消訴訟が提出されずに救済命令が確定した場合（労組法第

                                                        
20 道幸・前掲（注 13）62-63頁。 
21 道幸・前掲（注 13）69頁。 
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27 条の 13 第１項）、使用者の命令違反は同法第 32 条第 2 文の過料の対象になる。また、

取消訴訟を経て救済命令が確定した場合、命令違反には労組法第 28条による罰則が適用

される。労組法第 28条は、「救済命令等の全部又は一部が確定判決によって支持された

場合において、その違反があったときは、その行為をした者は、一年以上の禁固若しく

は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定している。 

	 第二に、都道府県労委と中労委の命令履行の勧告である。まず、都道府県労委のレベ

ルにつき、労働委員会長は、使用者に対して命令の履行に関して報告を求めることがで

きる（労働委員会規則第 45 条）。そして、中労委のレベルにつき、労働委員会規則第

51 条の 2 は、「中労委会長は、使用者が再審査を申し立て、命令の全部又は一部を履行

しない場合において、必要があると認めたときには、使用者に対し、命令の全部又は一

部の履行を勧告することができる。」と規定している。この条文は、行政救済の段階の

ことを指す。都道府県労委で発した命令に対する再審査があるとき、通常命令の効果が

失われる。しかし、労組法第 51条の 2により、中労委は必要に応じて、全部または一部

の命令内容を履行するよう勧告する権限がある。 

	 第三に、緊急命令である。第 27 条の 20 は、「前条第一項の規定により使用者が裁判

所に訴えを提起した場合において、受訴裁判所は、救済命令等を発した労働委員会の申

し立てにより、決定をもって、使用者に対し判決の確定に至るまで救済命令等の全部又

は一部に従うべき旨を命じ、または当事者の申立てにより、若しくは職権でこの決定を

取り消し、若しくは変更することができる。」と規定している。この条文は、司法救済

における行政救済命令取消訴訟の段階を指す。すなわち、救済命令が未確定の期間内に、

一方の当事者は救済命令の取消訴訟を提起する場合、初審命令の効力が失われる。そし

て、取消訴訟が進行し、裁判所で判決が出るまでに時間がかかるため、裁判所は緊急命

令を発することにより、全部または一部の命令を履行するよう命じることができる。 

	 また、第 27 条の 20 に違反した場合においては、さらに制裁の規定がある。労組法第

32 条は、「使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、五

十万円（当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して

不履行の日数が五日を超える場合にはその超える日数一日につき十万円の割合で算定し

た金額を加えた金額）以下の過料に処する。 

	 以上が、行政救済における救済命令の実効力について整理した。すなわち、確定した

救済命令に違反した場合の罰則、中労委の命令履行の勧告と緊急命令である。 
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3.  司法救済の限界：実質的証拠法則  

 
	 裁判所における不当労働行為の救済方法には、二つの手法がある。一つは、裁判所が

労働委員会の発した不当労働行為の救済命令について、先行的判断をふまえ、その判断

の正否を検討し、後行的審査を行う22。他は、裁判所への司法救済の訴えについて一か

ら判断を行うものである。そのため両者は結論が異なるものとなる可能性がある23。 

	 行政救済と司法救済との関係上、司法救済に一定の裁量権の限界がある24。それは、

実質的証拠法則に関する議論である25。具体的に行われた論点の本質として、次の二点

がある26。それは、（一）日本は実質的証拠法則に拘束されているか、（二）実質的証

拠法則を採用すべきかである。つまり、行政救済命令が取消訴訟で争われたとき、裁判

所は行政機関の認定した事実に拘束されるべきか否か、である。 

	 まず、（一）に対する答えとして、日本は実質的な証拠法則に拘束されない。その根

拠は、右のように挙げられる。第一に、中山和久他によると、以下のように説明されて

いる27。まず旧独禁法第 80 条は「公正取引委員会の認定した事実は、これを立証する実

質的証拠があるときには、裁判所を拘束する」と規定していた28。しかし、労組法第 27

条によれば、労働委員会は不当労働行為の申立てを受けたときは、調査を行い、事実認

定をし、当該申立てに理由があるかどうかについて審問を行わなければならないと規定

しているのみで、裁判所を拘束するという規定が存在しない。したがって、裁判所は独

自の立場を通じて、証拠調べを行い、新たな証拠に基づいて事実認定をし、不当労働行

為の有無を判断することができると解されている。つまり、取消訴訟において争うとき

の制限的ルールは特に存在しないことから、現行の日本の法制度は、実質的証拠法則に

拘束されないということになる。 

                                                        
22 山口・前掲（注 10）11頁。 
23 山口・前掲（注 10）11頁。 
24 議論の具体的なポイントは、労働委員会の裁量権を巡る問題について 3 点がある。一つ目は労働委員

会が行う事実認定について裁量権の有無、二つ目は不当労働行為の成否判断にあたって法律の解釈・適

用レベルにつき労働委員会に裁量権の有無、三つ目は救済命令の内容についてどの程度の裁量権が認め

られるか、という議論がある。安枝英訷「労働委員会の裁量権について」中央労働時報第 994 巻 2-14

号（1998年）2頁。 
25 中山・前掲（注 9）320頁。 
26 安枝・前掲（注 24）2頁。 
27 中山・前掲（注 9）320頁。 
28 平成25年の改正により審判制度の廃止により、実質的証拠法則と新証拠提出期限が廃止された。つま

り、現在の日本は全ての法律において実質的証拠法則と新証拠提出許可を採っていない。 
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	 また、渡辺は、次のように述べる29。労働委員会の証人尋問等の審問手続の実情から

それほど厳格なものではないため、新たな証拠の提出を許すべきことと、審問手続の実

際において結局のところ証言者の宣誓制度、証言供述を制限、拒絶に対する制裁、偽証

証言への制裁等を加えるという規定が存しない。よって、このような諸制度が未整理で

ある状態のままで、裁判所で厳格に審査されるのは仕方がないことでもあると言う30。 

	 このように、日本の制度において実質的証拠法則が拘束されないことが学説上で一般

論となっていることが明確である。 
	 次に、（二）に関し、労働委員会に提出されなかった新たな証拠について取消訴訟の

場合に新証拠の提出が許されるべきか。これについては見解が分かれている。 

	 司法救済レベルにおける裁判所は、労働委員会レベルにおける行政救済の判断した事

実を尊重しなければならない理由としては、総評弁護団による『資料労働争訟の課題と

実践』において、以下の二つの理由が書かれている31 32。第一に、現行の制度では不当労

働行為救済審査は労働委員会から 高裁判所まで五審制なので、各審査手続きにおいて

事実認定が無制限に行われると、著しく長い審査期間が継続され、結局労働者の権利の

迅速な救済という不当労働行為救済制度の本旨を否定することと同じ結果になる。第二

に、準司法的機関の性格をもつ労働委員会が専門性を重視して設置されており、専門的

判断により事件を処理してきたことに鑑みると、司法手続としての裁判所も労働委員会

の裁量を尊重すべきである。つまり、司法救済が行政救済における判断を尊重すべき理

由としては、審査期間の短縮と専門性の活用という二つの側面から取り上げられている。 

	 他方、現状の日本的な制度に実質的証拠法則を受け入れることが難しく、裁判所の心

を動かすことができないことを考えると、立法論としての議論を展開させていくべきな

のではないかという見解もある33。 

	 裁判所の審査期間の短縮と労働委員会の専門性の尊重は、どちらも司法救済と行政救

済に良い影響をもたらす。したがって、せっかく行政救済として労働委員会という専門

性の高い機関が制度として機能しているのだから、それを可能な限り活用すべきなので

はないかと思われる。そのため、私見としては行政手続の整備を整え、実質的証拠法則

を積極的に受け入れるべきであると考える。 
                                                        
29 渡辺章「労働委員会審査手続と救済命令の司法審査について」中央労働時報 1016 号（2003 年）6 頁。 
30 渡辺・前掲（注 29）6頁。 
31 総評弁護団編『資料労働争訟の課題と実践	 総評弁護団創立 20周年記念』（総評弁護団、1977年） 

272頁。 
32 別の文献においても、専門技術的分野の経験を有する者にまず審査させることが、正確な事実認定と

裁判所の負担軽減を主張する論文は、兼子一「審決の司法審査」垂水克己=兼子一編『訴訟と裁判：岩

松裁判官還暦記念』（有斐閣、1956年）464頁。 
33 安枝・前掲（注 24）2頁。 



 

 79 

 

4.  日本の不当労働行為救済制度から生み出された課題  

 

	 日本では行政救済と司法救済を併用することによって、4 つの問題点が生じた。日本

がどのような問題に直面しているかを知ることは、カンボジアがそこから何を学ぶるべ

きかを検討するうえで意義がある。 

	 第一に、労働委員会の独立性の問題である。日本においては、裁判所の機能と対比す

ると、労働委員会不信論が指摘される34。具体的には、二点が挙げられている。その一

つは、労働委員会は行政委員会なので厚生労働大臣や都道府県知事の指揮監督を受ける

ことによるものである。例として、公益委員候補者に対する任命権、また事務局長や事

務局職員の人事を通じて労働委員会の運営がこれらの行政庁に間接的に操られてきた事

実も否定できない。他の一つは、不当労働行為事件において使用者が旧財閥関係等であ

る場合、救済の結果に影響が及ぶのではないか、という疑義がないといえないことであ

る。 

	 第二に、労働委員会の審査手続きにおける当事者主義による延滞の問題がある35。労

働委員会における審査手続きを規定した労働委員会規則および裁判所における民事訴訟

の手続きを定める民事訴訟法において、当事者主義ないし口頭弁論主義を採用されてい

る。この当事者主義が、不当労働行為事件の審査遅延の重大な一因となっている。しか

しながら、当事者主義を採る理由は、訴訟の主導権を当事者に認めるという方式を通じ

て、個人の自由・平等を可能な限り尊敬するためであるとされる。 

	 第三に、労働委員会の救済命令の執行力に関する問題である36。それは、労働委員会

の救済命令は、命令それ自身は強制執行力を有さないことである。このような労働委員

会と裁判所の間の命令の効力の差異から、労働委員会が不当労働行為事件を処理しても、

その命令が軽んじられてしまう結果を生むと思われる。 

	 第四に、再審査制度に関する問題がある。これには二つの問題が内在している。その

一つは、都道府県労委の命令はそのまま確定し履行されるということはほぼなく、再審

査事件が圧倒的に多い。すなわち、都道府県労委の命令は、それ自体直接行政訴訟の対

象となる。他の一つは、行政機関内部における二審制はほとんど無意味であることであ

る。そのため、行政救済における都道府県労委と中央労を経て、その後の司法救済にお

                                                        
34 本多・前掲（注 7）131頁以下。 
35 本多・前掲（注 7）131 頁以下、千々岩力『アメリカ不当労働行為審査制度の研究』（日本評論社、

1996年）37頁以下、道幸・前掲（注 13) 126頁以下。 
36道幸・前掲（注 13）126頁以下。 
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ける地方裁判所審査を省略すべきであるという「省略論」の見解がある37。省略すべき

理由は、延滞の原因を少なくすることである。しかし、司法制度改革審議意見書によれ

ば、審級省略が認められるには、労働委員会における審査が高度の専門性を有すること

と、裁判所の第一審に代替し得るものでなければならないことが要される38。 

	 以上のとおり、日本の不当労働行為救済制度である行政救済と司法救済の併用から生

じた問題は、労働委員会の独立性、当事者主義による延滞、救済命令の執行力、再審査

制度における省略論の四点である。この 4 つの問題は未だに学者レベルや立法レベルで

議論されている。このような点を念頭に、カンボジアへの示唆に関する分析を行い、カ

ンボジアの制度が如何なる制度を採るべきかを検討したい。 

 

第 3節	 不利益取扱い判断基準 	

 

	 本稿で取り上げている課題二の差別的取扱判断基準は、日本の概念でいえば労組法第

7条が定める不当労働行為救済のうち 1号の不利益取扱相当している。 

	 これまで日本の不利益取扱いにかかる事件において、本多のまとめによれば、使用者

の主張する理由は以下のようである39。	 	  

	 一つ目は、就業規則違反を理由とする場合である。組合活動を活発にやっているほど、

処分を受けた場合に、その処分は組合活動を理由とする不当労働行為ではないか、とい

う疑いが強く生じる。 

	 二つ目は、人員整理を理由とする場合である。労働組合幹部が「勤務成績不良者」と

いう基準に該当するとして整理されることが多い。しかし、組合幹部と同じ程度の成績

の者、あるいはもっと成績の悪い労働者が残っているではないか、という点を立証でき

れば、組合活動を口実として解雇されたと判断がされる可能性がある。 

	 三つ目は、会社の解散を理由とする場合である。組合運動をやっていた者は雇用しな

いという形で、実質的には組合を追い出すため、一旦会社を解散して、新たな会社を設

立し、元の会社にいた従業員のうち、組合活動をしなかったおとなしい労働者だけをそ

こへ吸収する。 

                                                        
37 司法制度改革推進本部労働検討会「労働委員会の救済命令に対する司法審査のあり方」（2003 年 9 月

5日）7頁。 
38 司法制度改革審議会「司法制度改革審議会意見書−21 世紀の日本を支える司法制度−」（平成 13 年 6

月 12日）25頁。 
39 本多・前掲（注７）12–23 頁。 
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	 四つ目は、ユニオン・ショップを理由とする場合である。ユニオン・ショップは、組

合から除名または脱退した者は解雇しなければならないという制度である。そのユニオ

ン・ショップを利用してまず組合に除名させ、そして会社が解雇するという形をとる。 

	 五つ目は、共産党員であることを理由とする場合である。党員で組合幹部になってい

た労働者が組合活動をした場合、細胞活動のような政治活動とも見ることができる。不

当労働行為制度が保護しているのは正当な組合活動のみである。 

	 六つ目は、争議行為を理由とする場合である。これは、争議行為が違法であるから解

雇するという場合に問題になる40。 

	 これらの事例においてはいずれも、不利益取扱の成否にかかる判断基準が大きな問題

となる。 

 

1.  労働組合活動の正当性  

 

1.1. 正当性探求の必要性  

 

	 労働組合が組合員の利益のために活動を行うのは当然のことであるが、この活動に関

しては正当な組合活動の範囲内でなければならない。正当な組合活動か否かを見分ける

ことの必要性には、二つの事情がある。 

	 第一に、通常、企業別組合から成る日本では職場外で組合活動を実施するのは想定さ

れにくい。職場内では使用者の所有権ないし管理権下にあるので、組合活動と使用者の

管理権が抵触する41。組合活動の正当性を明確にすることによって、両者の対立・調整

を図る必要がある。 

                                                        
40ここにおいて、まず、問題点が二つに分かれる。一つは、経営者の方がその争議行為は違法と考えて

解雇した場合に、後で労働委員会や裁判所がその争議行為は決して違法でない、正当な争議行為だと判

断すれば、その解雇は自動的に不当労働行為になる。二つは、労働委員会や裁判所が判断した結果、違

法な争議行為である場合には、争議行為の内容によって結論が異なってくる。例えば、その争議行為が

労働協約に違反する争議行為であった場合、とりわけ、労働協約にはしばしば労働委員会の斡旋調停を

経なければ争議行為をしないという平和条項が決められている。ところが、組合が労働委員会の斡旋調

停を通さないでストライキをやった。このような場合、使用者側は組合幹部の責任だとして解雇するの

が通常例である。しかし、問われる論点は、協約違反の争議行為を幹部の独断でやったのか、組合大会

を開いて大衆討議を経てストライキの決議をしたのかである。また、そのストライキの決議が協約違反

の場合には、組合員全体の責任なのか、幹部だけの個人責任なのか、という論点も生じる。本多・前掲

（注 7）12–23 頁。 
41 籾井常喜「施設管理権と組合活動―施設利用の拒否と不当労働行為の成否」労働法律句報 396 号

（1960年）2頁以下。 
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	 第二に、正当な組合活動であれば、法的な保護を受けることができる。使用者の諸権

限に抵触することがあっても、刑事上免責（労組法第１条第 2 項）・民事上免責（同法

第 8 条）・不当労働行為の保護（同法第 7 条）が与えられる42。正当な組合活動ではな

い場合、不当労働行為の保護がなくなる。したがって、正当な組合活動とは何かを明ら

かにする必要がある。 

 
1.2. 組合活動の態様とその一般的基準  

 

	 組合活動は、行為のパターンごとに分けると次のようなものがある43。まず、労働組

合の日常的組織運営のための活動である。これには、各種会議・集会の開催・連絡・組

合費の徴収等がある。次に、組合員その他に対する情報宣伝活動である。これには、ビ

ラ・情報の配布、掲示板の利用等がある。 後に、闘争的活動である。これには、大量

のビラ貼り、就業時間中のリボン等着用行為、企業内外の抗議行為等がある。 

	 実際に問題となるのは、就業時間中の組合活動（リボン闘争、ワッペン、プレート、

腕章、鉢巻等に「要求貫徹」や「大幅賃上げ」等の文字を書き入れて、これを着用して

就労するという形態）と企業施設を利用する活動（企業の中にあるロッカーや掲示板に

ビラを貼る、ビラを机の上に置いて方法や直接ビラを配布するという形態）である44。 

	 組合活動の正当性は、主体、目的、態様に照らして判断される45。日本で議論となっ

ているのは、組合活動の主体である組合内少数派による活動、例えば、組合の執行部批

判や組合の決定・統制に反するような活動が正当であると評価されるか否かということ

である46。この点について、組合役員選挙過程での言論や組合大会における言論等は、

組合の民主的な運営に資するものとして組合活動としての保護が及ぶのに対し、一旦組

合の機関決定や指名がなされたのにこれに反する活動を行う場合には、対内的に統制処

理が可能なものであれば、対外的にも組合活動としての保護（国労広島地本事件・ 三

小判昭 50.11.28 民集 29 巻 10 号 1698 頁）が失われると解されている47。少数派による活

動の場合、組合の決定に違反した行為をした場合には、組合活動としての保護の可能性

が小さくなる。 

 
                                                        
42菅野和夫『労働法』（弘文堂、第 11版、2016年）722頁。 
43 西谷・前掲（注 1）231頁。 
44 荒木尚志『労働法』（有斐閣、第 2版、2013）618-621頁。 
45 荒木・（注 44 ）615頁。 
46 阿部和光「組合内少数派の活動と『労働組合の行為』―北辰電気製作所事件」労働判例百選第 8 版

（2009年）216-217頁。 
47 荒木・（注 44）616頁。 



 

 83 

1.3. 諸論  

	

	 労使間では就業時間中には、労働契約上、労働義務、職務専念義務、誠実義務等が生

じている。また、使用者の企業施設管理権および企業秩序維持の関係からみれば、労働

者が就業時間中に組合活動を行うと、業務に支障が起こりうるため、その組合活動の正

当性が問われる。労働者の義務と業務への支障という企業秩序維持の内容の理解の仕方

によって、学説と判例上の組合活動の正当性に関する考え方が変わってくる48。 

	 まず、学説の見解から検討する。第一の説は、受認義務説である49。同説によれば、

憲法第 28条の団結権の保障により、組合が使用者の施設管理権の侵害をする、業務命令

権に違反をする、あるいは使用者の諸権限と衝突する場合には、組合活動と使用者の権

限の必要性を比較衡量しながら、使用者の施設管理権等も一定の制約を受けるとされる。

言い換えれば、両方の法益衡量により、使用者が企業内の組合活動を受認すべきであり、

労働組合活動を広く認めるとの理解が可能である。 

	 第二の説は、違法性阻却説である50。同説によれば、使用者の禁止に違反する行為は

施設管理権を侵害して違法であるが、他方、もしその行為が団体行動権の適法な行使で

ある場合（活動の目的、態様、方法、必要性、施設管理への支障がない）には、違法性

を阻却されて、正当な組合活動と解する。違法性阻却説を支持する小西は、特別の事業

所と通常の事業所とに分別する。特別の事業場（学園、病院等）の場合は、使用者の施

設管理権に対する意識が強く、使用者の禁止に違反する行為を使用者の権利侵害として

取扱うのに対し、通常の事業場の場合は、使用者の施設管理権と労働者の団結権との関

係は明確にすることなく、曖昧な法律構成によって違法・正当が評価される傾向がある

という51。 

	 第三の説は、許諾説である52。同説によれば、使用者の権利濫用と認める特別な事情

がないかぎり、企業施設管理権を根拠に使用者の承諾なしに企業内の組合活動を一切認

めず、違法な行為とする見解であり、労働組合活動を厳しく制限する説である。そして、

使用者は施設管理権を利用することにより、物的施設に関する指示や規制等を発するこ

とは当然であって、いわゆる業務命令や就業規則に基づく職場規律・職場秩序の維持に

ダメージを与えうる行為は許されるべきではないという53。 

                                                        
48 荒木・（注 44）617頁。 
49 深谷信夫「組合活動論」籾井常喜編『戦後労働法学説史』（労働旬報社、1996年）301頁。 
50 小西國友「ビラ貼付と使用者の施設管理権」季刊労働法 95号（1975年）39頁以下。 
51 小西・前掲（注 50）38頁。 
52 石山陽「施設管理権の本質とその機能」調査研究資料第 19 号公正労センター14 号（1973 年）72 頁。 
53 石山・前掲（注 52）12 頁。 
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	 この 3 つの学説に対しては様々な議論がある。受認義務説から許諾説に対する批判と

しては、次のようなことが挙げられる。一般的に、使用者は労働組合に対し労働組合活

動の許可を与えることは、想定しにくい。そうであるとすれば、許諾なくして施設を利

用することはできず、企業内組合活動の権利を基本的に否定するのに等しい。企業内組

合活動から成る日本の組合社会に鑑みると、事業場の利用をせずに組合活動を行うのは、

非常に難しいことであり、組合の活動が実現しにくくなるので、使用者には受認義務が

あると解すべきである54。受忍義務説に責任免除型受認義務説が存在している。受認義

務説を認めることは、使用者の諸権限と組合活動との調整をはかることと免責的効果や

せいぜい使用者の不作為義務を主張しているにすぎないと説明する。そうだとすると、

受認義務説のすべてが使用者の受認義務に対応した組合の「施設利用権」を積極的に肯

定するものではないとことになる55。 

	 一方、違法性阻却説から受認義務説に対する批判としては、次のようなものが挙げら

れる。それは、受認義務説は日本の労働組合にとっての企業内組合活動の不可欠性に言

及するが、企業内組合活動の必要性から受認義務の発生を認める理論的な説明が困難で

あるし、組合活動は使用者に対抗して展開されるのに、それが使用者の施設を利用して

行うことをはじめから予定するのは自己矛盾の論理である56と批判する。 

	 しかし、共通して問題になっているのは、その使用者の施設管理権と労働者の団結権

との関係をいかに調整すれば良いかということである。 

 

	 	 	 	 	 (1)	施設管理権と企業秩序	

 

	 次に、施設管理権と企業秩序に関する判例の傾向とそれに対する学説の批判等を検討

する。  

	 ①判例：西谷の整理57によれば、1970 年まで、判例の立場は、第一説の受認義務説で

あったが、1970 年以降、判例の傾向は受認義務説が明確に否定され、許諾説が採用され

た。まず、前者の 1970 年までの代表的な判例として、電電公社東海通信事件58がある。

同事件では、「これら組合活動により、使用者の施設に対する所有権ないし管理権を侵

害する事になった場合、常に使用者のこれらの権利が優先するとの立場でこの衝突の場

                                                        
54 西谷・前掲（注 1）237頁。 
55 西谷・前掲（注 1）239 頁、盛誠吾『労働法総論・労使関係法』（新世社、2006 年）439 頁、奥山明

良「ビラ貼り―国鉄札幌運転区事件」労働判例百選第 8版（2009年）187頁。 
56 下井隆史「労働組合のビラ貼り活動と民事上の責任」判例タイムズ 326号 昭和 50年 31頁。 
57 西谷・前掲（注１）235頁。 
58 電電公社東海通信事件・名古屋地判昭 38．9．28判例時報 359号 67頁。 
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を理解すべきではなく、労働者の組合活動も、また使用者のそれらの権利と等しく法的

に尊重されなければならない」と判断した。 

	 後者の 1970年以降の代表な判例には、次のようなものがある。日本エヌ・シー・アー

ル事件59では、「一般に事業場は、当然に使用者の管理に属し、労働者は、自己の労働

力を使用者に委ねるために事業場の出入りを許され、就業時間中は使用者の指揮命令に

従い労務に服する義務を負うものであり、労働組合は労働者が団体によりその経済的地

位の向上を図ることを目的として自主的に結成加入した団体であって、使用者から独立

した別個の存在である。したがって、労働者の労働組合活動は、原則として就業時間外

にしかも事業場外においてなすべきであって、労働者が事業場内で労働組合活動をする

ことは使用者の承認がない限り当然には許されず、この理は労働組合活動が就業時間中

の休憩時間に行われても、就業時間外に行われても変わりがな」いとの判断をし、企業

内の無許可ビラ配布を理由とする懲戒処分を容認した。 

	 また、国鉄札幌駅事件60は、「労働組合が当然に当該企業の物的施設を利用する権利

を保障されていると解すべき理由はなんら存しないから、労働組合またはその組合員で

あるからといって、使用者の許諾なしに右物的施設を利用する権限をもっているという

ことはできない。もっとも、当該企業に雇用される労働者のみをもって組織される労働

組合（いわゆる企業内組合）の場合にあっては、当該企業の物的施設内をその活動の主

要な場とせざるを得ないのが実情であるから、その活動につき右物的施設を利用する必

要が大きいことは否定することができないところではあるが、労働組合による企業の物

的施設の利用は、本来、使用者との団体交渉等による合意に基づいて行われるべきもの

であることは既に述べたところから明らかであって、利用の必要性が大きいことのゆえ

に、労働組合またはその組合員において企業の物的施設を組合活動のために利用しうる

権限を取得し、また、使用者において労働組合またはその組合員の組合活動のためにす

る企業の物的施設の利用を受認しなければならない義務を負うとすべき理由はな」いと

の判断であった。つまり、使用者は企業の人的・物的要素を総合して企業秩序を定立し、

それに違反した労働者に制裁を加える包括的権限をもつとの立場にたち、その論理的帰

結として、企業の物的施設の利用は労使合意もしくは使用者の許諾が必要であると解す

る61。このように、 高裁の判例は許諾説を採用していることが明らかである。 

	 なお、組合活動の正当性について、籾井は、二つの場合に分けて、整理している62。

労働組合の維持・運営にとって欠くことのできない性質をもった施設利用の場合と、労

                                                        
59 日本エヌ・シー・アール事件・東京高裁判決昭和 52．7．14労民集 28巻 5=6号 411頁。 
60 国鉄札幌駅事件・ 三小判昭 54.10.30民集 33巻 6号 647頁。 
61 西谷・前掲（注１）601頁。 
62 籾井・前掲（注 41） 2頁。 
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働組合の維持・運営にとって不可欠のものとは必ずしもいいきれないが、組合活動にと

ってプラス・アルファ的な便宜として使用されている場合である。この二つの場合、受

認義務説においても判断が異なる。前者は労働組合員との連絡、情報交換のため必要で

ある 小限の組合の事務所・掲示板に該当し、直ちに組織の運営ができなくなるため、

不当労働行為の成立が認め易い。後者は会社内もしくは施設を使わなくても、他の物に

代わりうる会社所有の拡声機・自動車・天幕・電話の利用といった類のものがあり、使

用者側に施設を利用する必要が本当にあるかどうかにかかわらず、結果的に組合活動と

衝突する場合、自らの物を全く使えなくなるほどの受認を使用者には求めがたい。  

	 一方、リボン闘争に関して有名な事件に、大成観光事件63がある。本件は、高級ホテ

ルにおける労働組合のリボン着用に関するケースで、就業時間中の組合活動の正当性が

問われ、 高裁は勤務時間中に労働者が使用者の業務上の指揮命令に従事しなければな

らず、たとえ労務の給付にさしたる影響を与えないとみられる場合にも、労働者の連帯

感を喚起し、誠意に労務に服すべき労働者の義務である職務専念義務に違反するとの判

断を行った。 

	 上の大成観光事件の 高裁判決では、伊藤正己裁判官が補足意見として次のように述

べている。すなわち、「労働者の職務専念義務を厳しく考えて、労働者は、肉体的であ

ると精神的であると問わず、すべての活動力を職務に集中し、就業時間中職務以外のこ

とに一切注意力を向けてはならないとすれば、労働者は、少なくとも就業時間中は使用

者にいわば全人格的に従属することとなる。私は、職務専念義務といわれるものも、労

働者が労働契約に基づきその職務を誠実に履行しなければならないという義務であって、

この義務と何ら支障なく両立し、使用者の業務を具体的に阻害することのない行動は、

必ずしも職務専念義務に違背するものではないと解する。そして、職務専念義務に違背

する行動にあたるかどうかは、使用者の業務や労働者の職務の性質・内容、当該行動の

態様など諸般の事情を勘案して判断されることになる」という意見である。これに、学

説の多くが支持している64。 

	 ②検討：このように、学説や判例は、企業内組合活動について、様々な方向から論じ

ている。企業別組合である日本では、使用者の施設管理権と労働者の団体権を調整しな

ければならない。他方の権利を無視するような権利の行使は、権利濫用として許されな

い65。二つのうち一方を軽く考えると、バランスを崩すこととなる。これに鑑みると、

許諾説は、厳格にすぎ、使用者から「許諾」を得ることは、困難である。一方、使用者

の施設管理権・業務命令権を認めつつ、正当な労働組合活動であれば、労働組合活動の

                                                        
63 大成観光事件・ 三小判昭 57.4.13労働判例 383号 19頁。 
64 荒木・前掲（注 44）619頁。 
65 籾井・前掲（注 41） 3頁。 
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違法性が阻却され、正当性を認めるという点では、本来の団体権の保障と使用者の施設

管理権・業務命令権とのバランスが取れるため、違法性阻却説が、受認義務説や許諾説

より優れていると考える。 

	 違法性阻却説は も説得力のある見解ではないかと考えるが、職場の状況や組合活動

の仕方によって、正当性の度合いは異なるため、小西と籾井が挙げるような事業所と組

合活動の分け方も一考に値する。 

	

									（2）ビラ配布・ビラ貼り 

	  

	 組合活動は、原則として就業時間外、かつ、企業外で行うべきである66。しかし、実

際は以下のように就業時間中・企業内で行われるものがある。 

	 ①性格：ビラ（機関紙、文書類等も含まれる）配布・貼り行為の共通点は、憲法第 21

条の表現の自由および団結権の行使の保障として、個々の労働者によるもの、組合活動

として行われ、他の労働者への意思伝達するものである67。しかし、ビラ配布とビラ貼

りとの相違点は、企業との関係に対して次のように大きな性格を有している68。それは、

ビラ貼りの場合は企業の物的施設のどこかに貼り付けるため、施設の美観に影響を及ぼ

すのに対し、ビラ配布の場合は企業施設内で配られても実質的に企業施設に直接の影響

を及ぼすわけではない。 

	 なお、ビラ貼りは、戦後日本の労働組合運動のなかで重要な宣伝・圧力手段であった

が、その後、労使関係の安定、建物・設備の近代化、ビラ貼りに対する厳しい判例の態

度、労働者意識の変化などが原因で、ビラ貼りの必要性が相対的に低下してきた69。 

	 ②判例の立場：ビラ配布の場合を巡り、以下のような判断枠組みがある。 

高裁の判断枠組は、労働者の休憩を妨げること、かつ、企業秩序を乱す恐れがあるこ

とから、ビラ配布の許可制そのものは有効と認めたうえで、ビラ配布の態様・ビラの内

容などから、所内の秩序風紀を乱すおそれのない特別の事情が認められるときは、違反

になるとはいえないことと判断した70。 

                                                        
66 例えば、企業外で労働組合活動の正当性を認めた判例は、社内の敷地で一般人が自由に立ち入ること

のできるスペース（正門と歩道の間の広場)でのビラ配布を正当と認めた例（住友化学名古屋製造所事

件・ 二小判昭 54.12.14労判 336号 46頁）などがある。 
67 西谷・前掲（注 1）以降。 
68 西谷・前掲（注 1）243頁。 
69 西谷・前掲（注 1）247頁。 
70目黒電報電話局事件判決・ 三小判昭 52.12.13民集 31巻 7号 974頁。 



 

 88 

	 ビラ貼りの場合においても、 高裁は、労働組合は使用者の許諾なしに企業施設にビ

ラ貼りをしてはならないとの原則を確立し、使用者が施設の利用を許さないことが権利

の濫用に該当する場合がありうることを一応認める71。 

	 ビラ貼りについて、使用者の法益である施設管理権は尊重されねばならないのは、企

業施設に貼り付けるため、施設を汚し、美観を損ねる恐れがある72。他方、労働組合側

の組合活動権の活用は、状況によってビラ貼りという手段を選択せざるをえなくなる場

合もあり、ビラ貼りという手段自体も所有権などの侵害としても軽微なものであるとも

反論できる73。そのため、両者の利益調整を重視する必要がある74。 

 

	 	 	 	 	 （3）リボン等着用  

 

	 ①性格：組合活動は、就業時間中にリボン、プレート、ワッペン、バッジ、鉢巻、腕

章等を着用すること（以下、「リボン等着用行為」をいう）である75。一般には、リボ

ン等着用の目的は、組合員の土気の高揚、使用者への心理的圧力、顧客・第三者へのア

ピールなどにある76。そうしたリボン等着用行為は、団体行動であるが、職場に非日常

的な雰囲気をもたらし、また、それ自体として業務阻害を目的としてなされ実際にもそ

うした効果をあげられる77。 

	 ②判例：高裁は、勤務時間中に組合活動としてリボンを着用することは、職務専念義

務に違反し、さらに服装規程にも違反するとの立場を採り78、また、 高裁も、目黒電

報電話局事件判決79（個人の政治的主張を内容とするプレートの着用を職務専念義務違

反と判断）、大成観光事件判決80（ホテル従業員の組合活動としてのリボン着用の正当

                                                        
71 国鉄札幌駅事件判決・ 三小判昭 54.10.30民集 33巻 6号 647頁。 
72 西谷・前掲（注 1）248頁。 
73 西谷・前掲（注 1）248頁。 
74 利益の調整は、次の諸事情を考慮すべきであると述べている。①ビラ貼りの目的（日常的伝達、組

合員の闘争意欲、使用者への圧力、業務妨害のいずれにあったのか）、②ビラ貼りの場所（共用的・

専用的・中間的施設のいずれか、また顧客その他第三者の目に触れる場所かどうか）、③貼付された

ビラの形状・枚数・美観、④ビラ貼りの方法、⑤労働組合が自由に利用しうる掲示板の存否、大きさ、

場所、⑥ビラの内容、⑦業務阻害の有無・程度、⑧ビラ貼り慣行の有無、⑨ビラ貼り活動の背景とな

る労使関係。西谷・前掲（注 1）249頁。 
75 西谷・前掲（注 1）256頁。 
76 その他、政治目的もある。西谷・前掲（注 1）256頁。 
77 西谷・前掲（注 1）257頁。 
78 国労青函地本事件・札幌高裁昭 48.5.29民集 24巻 3号 257頁。西谷・前掲（注 1）257頁。 
79 三小判昭 52.12.13民集 31巻 7号 974頁。 
80 三小判昭 57.4.13民集 36巻 4号 659頁。 
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性を否定）においてこの立場を確認している。このように判例の立場は、就業時間中の

リボン等着用行為に対して否定的態度を示している。 

	 リボン等着用行為の正当性を否定する論拠を巡り、（一）職務専念義務の違反を主張

する立場と（二）服装規制との関係を主張する立場が問題となる81。 

	 前者の職務専念義務について、学説は、労働者の精神的集中を妨げることから、業務

に悪影響を及ぼす行為について、正当性を否定するとの立場を採っている82。それは、

労働契約上の債務として労働者には職務専念義務があり、それに対し、使用者には指揮

命令権があるため、リボン等着用の取外命令を命じることができる。合理的な業務命令

に反する場合、職務専念義務違反になる。 
	 後者の服装規制について、顧客への好印象、従業員であることの識別、従業員の士気

などの観点から、就業時間中に服装規制を設けることが少なくない83。しかし、服装の

自由は重要な市民的自由であり、リボン等の着用が組合活動としてなされる場合、使用

者には一定の受忍義務が課されるというべきであって、使用者はいかなるリボン等着用

行為も禁止しうると解すべきではない84。 

 

	 	 2.「故をもって」  

 

2.1. 概要  

 

	 「故をもって」という文言は、労組法第 7 条１号に定められており、不利益取扱の該

当性において一つの要素となっている。「故をもって」とは、いわゆる意思の因果関係

ないし不当労働行為意思のことである。不当労働行為の意思以外に、「不利益取扱い意

思」、「差別待遇意思」、「反組合的意図」あるいは「反組合的動機」等と様々な表現

で呼ばれる85。その内容に関しては、大きく分けて二つの説が対立している86。一つは、 

使用者の主観的な反組合的意図ないし動機を重視する立場の主観的要件説である87。も

                                                        
81 西谷・前掲（注 1）258頁以降。 
82 例えば、菅野・前掲（注 42）926頁。 
83 西谷・前掲（注 1）258頁以降。 
84 神奈川中央交通事件・東京高判平 7.7.27 労民集 46 巻 4 号 1115 頁、東急バス事件・東京地判平

10.10.29労判 754号 43頁等。 
85蓼沼謙一「「不利益取扱意思」の認定―いわゆる「決定的動機」の意味―」総合判例研究叢書『労働法

（12）』（ 有斐閣、昭和 42年）171頁。 
86 清正寛「不当労働行為の意思」および道幸哲也「団結権保障と不当労働行為制度」『労働法の争点』

（有斐閣、第 3版、2004年）。 
87 代表的な文献は、峰村光郎「不利益取扱い」石井照久＝有泉淳『労働法大系 4 不当労働行為』（有斐
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う一つは、行為の態様や団結権侵害の結果に重点をおいて因果関係を把える立場の客観

的要件説である88。 

	 この二つの説のうち、主観的要件説では、使用者の内心の意図となるものが容易に外

部から知ることのできないものなので、使用者の不当労働行為意思の存在を直接立証す

る必要はなく、客観的に見て、不当労働行為意思を推測されるような外部の事実が立証

されるならば、一応不当労働行為の意思をもってしたものと推定されると一般に承認さ

れている。そうすると、両説の立場は結果的にほとんど差がないともいえる89。 

	 果たして両者の結果は同様なものであろうか。これに関連して、評価の誤信について

の議論がある90。使用者が正当な組合活動を正当ならざるものと誤信して、労働者に対

し不利益取扱をなした場合、主観的要件説によれば使用者の反組合的意図の欠如の故に、

不当労働行為は成立しない結果になる。しかし、客観的要件説によれば、そのような意

図を問題にする必要がないため、不当労働行為の成立が可能となる。このように、実際

の結果において客観的要件説の方が団結保護の目的に適することや、「故をもって」と

いう文言を使用者の主観的意図と解する必要性のないこと等からして、客観的要件説の

方が妥当というべきだという主張がある91。 

	 労組法第 7 条第１号の文言から解釈すれば、「故をもって」だと、行為との因果関係

を指すことであるから、意思必要説の方が論理的であるが、結果的に、学説や多くの判

例では、不利益取扱い意思の存在を必要とすることについては異論がない。しかし、使

用者の不当労働行為意思の存在を直接立証する必要がなく、その立証に関しては意思そ

のものを立証するのは無理なことであって、客観的に見て、不利益取扱いの成否を推測

できる外部の事実があればよいという点で一致している92。  

	 不当労働行為意思の有無を認定できる客観的な事実としては、不自然・異常な待遇の

存在93、被処分者の行った組合活動の内容（活発か否か）、処分の程度（重いか否か）94、

                                                                                                                                                               
閣、1963 年）73 頁、千種達夫「不当労働行為意思の認定」石井照久＝有泉淳『労働法大系 4 不当労働

行為』（有斐閣、1963年）32頁等。 
88 代表的な文献は、有泉淳「団結権の侵害とその救済」浅井清信ほか『未川博先生還暦記念労働法経済

法の諸問題』（有斐閣、1953 年）120 頁、道幸哲成『不当労働行為の行政救済法理』（信山社、1998 年）

81頁等。 
89 千種達夫「不当労働行為意思の認定」『労働法大系 4不当労働行為』（有斐閣、1963年）32頁。 
90 岸井貞男「不当労働行為意思について」関西大学法学論集第 11 巻第 6 号昭和 37 年 3 月 714 頁、片

岡昇「不当労働行為意思について」法学論叢第 82巻（1967年）53頁。 
91 岸井・前掲（注 90）714頁。 
92 千種・前掲（注 89）32頁。 
93 日本サーキット工業事件・名古屋地判平成 1.9.8労働判例 553号 52頁。 
94 倉田学園事件・ 三小判平成 6.12.20 労働判例 669 号 13 頁、時事通信社（民事）事件・東京地判平
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配転による組合への影響、当該問題に関する組合との態度（誠実か否か）95、配転理由

等につき説明が不明確、配転や処分のタイミング（事件の直後）96があげられる97。 

 

2.2. 理由の競合  

 

「理由の競合」というのは、労働者を処分する等の正当な理由がありながらも、不当

労働行為意思も判明した時のことを指す。例えば、一定の解雇が就業規則所定の解雇原

因に該当する場合で、同時に組合活動等の理由も存在する場合である。「理由の競合」

の評価に関しては、4つの見解が対立している。 

第一の説は、「不当労働行為否定説」で、処分の正当性事由があるうえ、他に反組合

意図の存在が明確であったとしても、不当労働行為は成立しないという見解である98。 

第二の説は、「決定的動機説」であって、二つの理由ないし動機を比較し、いずれが

「決定的動機」であったかによって不当労働行為の成否を決する見解である99。 

第三の説は、正当な組合活動等がなければ不利益取扱いがなかったであろうというこ

とが是認される場合、不当労働行為の成立を認める見解で、「相当因果関係説」と呼ば

れるものである100。 

第四の説は、正当な組合活動等が不利益取扱いの原因の一つを組成している限り、す

なわち前者と後者の間に因果関係が存在している限り、全て不当労働行為の成立を認め

る説で、「因果関係説」と呼ばれる101 。 

学説はそれぞれの説に対して次のような評価をしている。 

	 荒木によれば、決定動機説に対して、不利益取扱い禁止事由が処分の正当な理由より

大きい場合、不利益取扱いが成立するが、当該処分は不利益取扱い禁止事由がなくとも

なされていたので、不利益取扱い禁止事由の認識と不利益取扱いという結果は因果関係

がないのに、不当労働行為の成立を認めるのは妥当ではないと評価される102。両方の事

由が併存したがゆえに処分がなされる場合、不利益取扱い禁止事由がなければ不利益取

扱いに至っておらず、不利益取扱い禁止事由が不利益取扱いには当たらない正当な事由

                                                                                                                                                               
成 9.1.22労働判例 710号 21頁。 
95 時事通信社（民事）事件・東京地判平成 9.1.22労働判例 710号 21頁。 
96 JR東日本鶴見駅事件・東京地判平成 16.9.27判例時報 1877号 137頁。 
97道幸哲也『不当労働行為の成立要件』（信山社、2007年）128頁−133頁。 
98 吾妻光俊『解雇』（勁草書房、昭和 31）203頁。 
99 蓼沼・前掲（注 85）169頁。 
100 田辺公二「動機競合の場合の差別待遇の判定基準について」評論労働法 1号（1958年）10頁。 
101 石井照久「不当労働行為について」法曹時報 3巻 2号 13頁。 
102 荒木・前掲（注 44）643頁。 
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より大きいといえなくとも、不当労働行為の成立を認めてよいと解される103。このよう

な考え方は、第三説「相当因果関係説」と第四説「因果関係説」に近い。 

本多は各説に対し、以下のように批判している104。まず、第一説に対する批判は、不

当労働行為の成立のために、処分を根拠づけるその他の正当事由が一切存在しないこと

を要求するが、何故にそのように厳しい条件が必要なのか説明はなく（使用者としては

いつももっともらしい理由をつけるから）、このような基準を厳格に守ると、不当労働

行為の認定はきわめて困難となろう。 

次に、第二説に対する批判は、不当労働行為意思における主観的要件説と も緊密に

結びつく「決定的動機」を問題にすることは、結局、使用者の内心における二つの理由

の優劣を決するという、きわめて困難な課題を判断者に課すること、そして労働者に対

して過重な立証責任を負担させることにもなる。そればかりではなく、その判断は判断

者の主観に大きく依存することとなり、団結権が安定した保護を受けられなくなる可能

性が存在する。 

さらに、第四説に対する批判は、正当な団結活動が原因の一つであればよいとする点

で、不当労働行為制度の趣旨にも適合するかのようであるが、何ゆえに、他の処分理由

を完全に無視してよいのかの論証を欠いている。 

結論として本多は、使用者の不当労働行為意思の存在に強い推定を認めるべきである

とするならば、処分理由とされている行為の性格、従来の処分の実情等を勘案して、組

合活動等の事実が存在しなかったとしても当該処分が確定的になされたであろうと判断

されない限り、不当労働行為の成立を認めるべきであると考えられ、第三説が も適切

な説だと主張している105。 

田辺によれば、決定的動機説よりも相当因果関係説を選択する事由として、次のよう

に述べる。「相当因果関係の基準が、決定的原因の基準の場合と同様に、わが労組法第

7 条第 1 号の『労働組合の正当な行為をしたことの故をもって』という規定の文理に反

しないことは、明らかであろう。けだし、『組合活動がなければ、解雇はされなかった

であろう』という因果関係が存在する以上、それが、同条にいう『の故をもって』にあ

たるものと解し得ることは明らかだからである。したがって問題は、むしろ差別待遇判

定上の指導概念としての決定的原因なり相当因果関係の理論が、救済手続の実際の運用

に及ぼす影響という見地から実質的に論ぜられなければならない」106。 

                                                        
103 荒木・前掲（注 44）643頁。 
104 野村編『別册法学セミナー基本法コンメンタール	 新版労働組合法』〔本多淳亮〕（日本評論社、

1978年）153−155頁。 
105 野村・前掲（注 104）〔本多〕153頁−155頁。 
106 田辺・前掲（注 100） 367頁。 
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	 以上のように、現状では、4 つの学説が判例および労働委員会の裁定例においても議

論されている107。 

	 不利益取扱いに関して、理由の競合がある場合、不当労働行為を構成する事実の認識

を内容とするものが 終的に問題になるので、何よりも先ず不当労働行為を構成してい

る反組合的事実の内容の検討によって明らかにすべきである108。しかし、使用者が正当

な組合活動をしたことを理由に労働者を解雇その他の不利益取扱いをしたと告知するこ

とは、通常は考えられない109。また、 労働者が職場で組合活動をすれば、多かれ少なか

れ職場秩序を乱し規律に違反することは避けられない。 

労働者側が不利益取扱いを立証する場合、その事実として、使用者が正当な組合活動

をしていたことを知っていたことが挙げられるのに対して、使用者側としては、組合活

動がなされていたことを知らなかったこと等を主張し立証する他、勤務成績不良、業務

命令違反、違法な行為をしたことなど処分理由が存在することがあげられている。通常

は組合活動をしたことを処分理由にはしない110。 

第一説では、 不当労働行為制度があるのにもかかわらず、労働者の主張を無視し、使

用者の主張を優先することになり、不当労働行為制度自体が機能しなくなる可能権があ

る。 

第二説は、労働者と使用者の間にある「真の動機」が決定的な原因111であり、判断者

の主観によって大きく左右され、当事者にとっても立証責任の負担が大きい場合もある

ので、非常に困難な作業となる。 

また、第四説の因果関係は、不当労働行為制度を何よりも優先する。それを重視する

と、果たして労働者の主張と使用者の主張の間のバランスが取れるのだろうか。様々な

研究がそのバランスあるいは判断基準を模索しているにもかかわらず、これらの意味が

なくなるのではないだろうか。 

反組合活動意図があっても不当労働行為は成立しない第一説と、正当な組合活動等が

不利益取扱いの原因の一つを組成している限り全て不当労働行為は成立する第四説の共

通点は、それぞれ片方を重視するだけで、その点でもう一方を取り上げなくてもよいの

かという疑問があり、論理が乏しい。 

                                                        
107 松岡三郎編『判例労働法 I団体法』（日本評論社、昭和 49年 11月 30日）でも、論じている。 
108 岸井貞男「不利益取扱意思をめぐる若干の問題について」関西大学法学論集第 11 巻第１号（1961

年）70頁。 
109 塚本重頼『労働法実務大系 3	 不当労働行為の認定基準』（ 総合労働研究所、1969年）70頁。 
110 岸井・前掲（注 90）70頁。 
111 田辺・（注 100）360頁。 
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これらに鑑みると、以上の 4 つの説のうち、第三説の相当因果関係説が、労働組合に

関わらなければ差別待遇がなかっただろうといった意味で、 も説得力がある説だと言

える。 

 

	 	 ３ .  不利益取扱の態様における不利益性   

 

	 不利益取扱の態様における不利益性について、具体的な事例を取り上げて、検討する。 

 

3.1．「不利益性」とは  

 

一般的に、労働組合の行為は、団体交渉・争議行為等の労働基本権の行使としての行

為をはじめ、組合運営上の行為等がある。不利益取扱いには次のようなタイプがある。 

すなわち、解雇・配転・出向・昇進・懲戒処分等の人事上の不利益取扱い、賃金や一

時金などの労働条件や福利厚生等の不利益取扱いのほか、仕事外し、各種催しに参加さ

せない、挨拶をしないなどのいやがらせなどの精神上・事実上の不利益取扱いも含まれ

る112。 

また、組合活動家の配転あるいは原職よりもよい地位に移るという形である栄転によ

り、組合員資格を失わせる・組合活動上の不利益を導かれることになりうることも包含

されている113。 

不利益取扱における不利益性の判断に際しては、使用者の行った処分や措置が労働者

にとって本当に不利益があるのかを明確にする必要があるが、労働者に自らの不利益さ

を判断させるのではなく、客観的な基準によりなされるべきものである114。この場合、

その基準は如何に決定するかが課題となっている。不利益性に関して、様々な不利益の

                                                        
112 医療法人社団亮正会事件・東京地判平 2.11.8 労働判例 574 号 14 頁（賃金）、倉田学園事件・ 三小

判 6.12.20 労働判例 669 号 13 頁（配転）、ネスレ日本事件・東京高判平 4.10.26 労働判例 619 号 19 頁

（降格）、高知県観光事件・ 二小判平 6.6.13 判例時報 1502 号 149 頁（残業差別）、富里商事事件・

東京地判平成 3.5.23 労働判例 591 号 24 頁（解雇）、亮正会高津中央病院（雇止め）事件・東京高判平

4.2.25 労働判例 625 号 67 頁（更新拒否）。不利益取扱いの態様の違う分け方がある。それは、契約締

結をめぐる不利益取扱い（採用拒否）、賃金をめぐる不利益取扱い（賃金の不払い・遅滞、賃金カット、

減給等）、配転・出向・仕事をめぐる不利益取扱い（配転、出向、降格、仕事差別、残業差別）、雇用

終了をめぐる不利益取扱い（解雇の予告・希望退職の募集、退職の強要・合意解約、解雇、退職取扱い、

更新拒否、いわゆる偽装解散）等がある。道幸・前掲（注 97）71−104頁。 
113 荒木・前掲（注 44）640 頁−641 頁、峰村光郎「不利益取扱」日本労働法学会『新労働法講座第 6

巻不当労働行為』（有斐閣、1967 年）68 頁、本多淳亮「合理的と配置転換」日本労働法学会誌 22 号

（年）58頁でも論じている。 
114 野村・前掲（注 104）153頁−155頁【本多】。 
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パターンがある。事実上の不利益が問題となる場合として、労働条件以外に仕事上、生

活・精神上、私生活上の不利益、組合活動上の不利益等がある115。ただし、裁判例は権

利の有無あるいは権利主張が可能か否かを問題にしている事件が多い116。 

採用の事例において 高裁判所は採用の自由を強調し、かつ、労組法第 7 条第１号の

条文によると採用にかかる不利益取扱いを明確に示していないことから、雇入れ前と雇

入れ後とを区別し、厳しい判断を行っている117。 

一方、このような判断に対して、肯定する学説も存在するが、様々の学説から批判が

ある。採用差別を労組法第 7 条第 1 号の不利益取扱に含まれないことに批判する理由と

しては、次のものがある。それは、 団結権保護の ILO第 89号条約第 1条、第 111号条

約と勧告では採用差別が含まれると解されることは周知の事実であること（盛誠吾「JR

設立に伴う採用差別と不当労働行為の成否」民商法雑誌第 131 巻第１号(2004 年）68

頁。）、労組法第 7 条第１号の文言に何らかの根拠もなく独自の解釈を展開したもの

（西谷敏「JR 不採用事件について」日本労働研究雑誌第 461 号(1998 年）41 頁。）、労

組法第 3 条の労働者には失業者や求職者も含まれているから、第 7 条の不利益取扱に雇

入れ拒否も含まれると解する方が労組法の読み方として自然であること（山川隆一＝荒

木尚志「ディアローグ：労働判例この一年の争点」日本労働研究雑誌第 461 号(1998 年）

23 頁。）、労組法第 7 条第 1 号後段は歴史的に問題の多かった黄犬契約を特に取り出し

て禁止したものであることは労組法の立法経緯、比較法など多くの観点からすでに論証

済であること（盛誠吾「JR 設立に伴う採用差別と不当労働行為の成否」民商法雑誌第

131巻第１号(2004年）68頁)などである。 

 

3.2. 組合上の不利益性  

 

                                                        
115 道幸・ 前掲（注 97 ）69頁−104頁、野村・前掲（注 104）155頁−156頁。 
116 道幸・前掲（注 97） 69頁。 
117 この判断に対しては、深澤裁判官および島田裁判官の反対意見が付されている。それは、企業者は、

経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇用するに当たり、新

規採用において使用者に採用の自由があることを一般的には肯定しつつ、営業譲渡等雇主が労働者の従

前の雇用関係と密接な関係があると認められるような事情がある場合には、採用の自由が制限されるこ

ともあるとして、本件の追加採用はこのような場合に当たるから、新規の採用であることを理由として、

その採用の拒否が労働組合法第第 7 条第１号本文にいう不利益取扱および同条第 3 号の支配介入に当

たらないと断ずることができないとする 。JR 北海道・日本貨物鉄道事件・ 一小判平成 15.12.22 民

集 57巻 11号 2335頁。 
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	 労働組合を理由とした不利益取扱について、組合上の不利益性が重要な判断要素であ

ることを明らかにしたい具体的な事例を取り上げる。組合員の配転に関して、組合上の

不利益を考慮に入れて、不利益取扱いと判断された配転事例118である。 

【事実】  

	 紙パックの製造等を業とする会社 X が、経営合理化改革の一環として、有期契約の労

働者 4 名に雇止めの通告を行った。その 4 名の中で、A は Z 組合員でもあり、執行委員

を務めていた。Z 組合は雇止めの通告の撤回を要求したが、使用者側はそれに応じなか

ったので、Zの全組合員は無期限ストライキを行った。 

	 X 社の方針としては、コスト低減計画の一環としての人員の削減により、余剰人員が

発生するため、配転もあり得るとの見方である。X 社は販売力の減少による競争力の低

下にあると説明した。これに対し、Z は反発したが、A に工務部門から製造管理部ドク

ターマシン部門への異動を内容とする人事異動が発令され、A は同部門において単純作

業である機械のオペレーター業務に従事することとなった。これまで、X 社では、製造

部門と工務部門とは、その業務内容の相違があり、かつ、採用に関する取扱いも異にし

ており、工務部門から製造部門での機械オペレーター業務への配転を命じた例は全然な

かった。 

Z および A は本件配転につき、兵庫県都道府県労委に不当労働行為の救済を申し立て

たところ、配転命令の撤回、現職相当への復帰を内容とする命令を発した。そこで、X

は不服の再審査申立を行ったところ、中労委 Y も配転命令の撤回と現職相当への復帰を

内容とする再審査命令を発した。X は Y の命令を不服として、さらに東京地裁に棄却命

令の取消しを求めたところ、東京地裁は本件配転について不当労働行為の成立を認容し

た。Xは原審の判決の取消しを求めた。 

【判旨】  

	 Xの業務の必要性に関して、昭和 61年から遠くない時期に配転を命ずるのが通常であ

るが、実際には会社はこのような措置をとらないばかりか、平成 3 年に、各分野から人

材を集めて組織したプロジェクトチームである直轄チームへの配転を命じるのであるか

ら、A の工務部門における従前の勤務ぶりが本件配転の理由の 1 つであるとの説明は、

合理性が乏しいものといわなければならない。また、X は、本件配転の理由として、製

造部門における業務が会社の主たる業務であることを挙げるが、もしそうだとしても、

工務部門で勤務してきた A に対し、前例のない機械のオペレーターへの配転を命じる理

由としては、やはり合理性が乏しいものというべきである。コスト低減計画における直

間比率の見直しを受けて、当時製造部門への人事シフトが行われたとしても、製造部門

                                                        
118 中労委（西神テトラパック）事件―東京高等裁判平成 11年 12月 22日労働判例 779号 47頁。 
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以外の部門から製造部門への人事シフトが一般的に行われていたとの事実を認めること

はできない。 

	 次に、労組法第 7 条第 1 号にいう不当労働行為に当たるといえるかどうかは、当該職

員制度の建前上や経済的側面のみから判断すべきものではなく、当該職場における従業

員の一般的認識に照らして不利益であると受けとめられるものは通常不利益なものとい

える。つまり、工務部門から製造部門の機械のオペレーターへの配転を命じた例は本件

配転に至るまで一度もなかったこと、A は第二種電機主任技術者の資格を有するのに、

派遣労働者等をもって代替することを容易な専門技術を要しない単純作業に従事するこ

とを命ぜられたこと等に照らして、不利益であると受け止めるのが通常であるものと推

認できる。それによって当該職場における組合員らの組合活動意思が萎縮し、組合活動

に対して制約取扱いであれば不利益取扱いに当たるものと解するのが相当である。 

【検討】  

本件では、使用者側の経済的事由により、労働組合の幹部に雇止めを行ったことに対

する可否として、経済的面だけではなく、労働者の一般的な認識に照らしても、不利益

には組合活動の萎縮も含まれると解されるとしたことに意義がある。 

本件では、不利益取扱の成否の判断に当たり、会社の配転に関する前例や、配転の部

門が労働者の能力に対して適切か否か、またこれらの取扱いが労働組合の萎縮に繋がる

か否か等ということを考慮に入れて、本件配転命令は合理的な事由に乏しく、不利益取

扱の推認が可能であるとされた。 

 

第 4節．立証責任と諸説 	

 

1. 立証の難しさ  

 

	 不当労働行為の立証責任については、労働者が組合活動を理由に解雇された場合に不

当労働行為の申立てを行うため、まず労働者側から、組合活動をしていたこと、次に解

雇やその他の不利益な処分を受けたこと、さらに両者の因果関係を立証しなければなら

ない。つまり、組合活動を理由にして不利益な処分を受けたのだという因果関係を立証

することが要求される。使用者が労働者を解雇する場合、組合活動を理由にして解雇す

ることもあれば、組合活動と全く関係のない理由の解雇もある。したがって、当該解雇

が組合活動を理由にして行われたという因果関係の立証が必要となる。 

	 ところで、労働組合の方から証拠を出すのは、人証や物証をはじめ、どの場面でも非

常に難しい119。人証の場合において従業員である組合員は、労働委員会や裁判所に出て

                                                        
119 本多・前掲（注 7）32頁。 
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行って使用者に不利な証言をすることを嫌い、物証の場合においても、なかなか集めら

れない120。とりわけ、差別されたという事実を立証するのが困難な理由として、労働者

側に手持ち資料がないことであろう。現実に生じている昇格・昇進あるいは賃金での格

差から、労働者側がその不利益に気づいていたとしても、資料をほとんど使用者側が所

持しているので、差別的取扱を立証することは困難となる。 

 

2. 公正査定義務説  

 

	 日本では、1960 年代から職能給賃金体系が導入され、評定者の主観が人事考課・査定

によって決められる賃金部分において働き、70 年代から併存組合間における賃金・昇格

差別に関する不当労働行為事件が急増した121。昇進・昇格差別は、人事上の不利益取扱

に該当するが、配置・昇進・昇格に関する組合間差別事件は、個々の組合員にとっては

不利益取扱という１号事件の面と、組合全体にとっては所属組合に対する不利益取扱い

を介しての支配介入という 3 号事件の二面性を有しており、両者を峻別して取扱ことは

事実上困難であり、実務上は１号と 3号事件として取扱われている122。	  

	 そこで、日本においては、使用者の裁量権に制約を加える学説が、人事考課・査定を

不当労働行為に利用した紛争の多発を背景に、1970 年代後半に登場した。それは公正査

定義務説である。公正査定義務説は、複数の従業員の評価であることから査定格差が生

ずるのはやむを得ないが、合理性のない不当な差別的取扱は公正査定義務違反になると

する123。このことによって、学説上人事考課における使用者の裁量権は内在的制約を受

ける。 

 

3. 物件提出命令  

 

	 労組法第 27条の 7第１項第 2号によれば、労働委員会は、当事者の申立てまたは職権

で、調査を行う手続または審問を行う手続において、事件に関係のある帳簿書類その他

の物件であって、当該物件によらなければ当該物件により認定すべき事実を認定するこ

                                                        
120本多・前掲（注 7）32頁。 
121 遠藤公嗣『日本の人事査定』(1999 年、ミネルヴァ書房)283−284 頁、秋田成就「賃金決定における

人事考課の法的課題」秋労 105 号（1977 年）4−5 頁、林弘子「配置・昇進と雇用差別」日本労働法学

会『労働者の人格と平等	 講座 21世紀の労働法第 6巻』（2000年、有斐閣）243−252頁。 
122 直井春夫「労働委員会における立証と認定プロセス（下）」中労時 757号（1987年）23頁。 
123 林和彦「賃金査定と労働契約の法理」労判 333 号（1980 年）16 頁、本多淳亮「人事考課と賃金差

別」秋労 116 号（1980 年）11 頁、唐津博「使用者の成果評価権をめぐる法的問題」秋労 185 号

（1998年）40頁以下。 
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とが困難となる恐れがあると認めるものの所持者に対し、当該物件の提出を命じ、また

は提出された物件を留め置くという証拠調査をすることができる。 

	 使用者が正当な理由がなくその条文に違反したときは、30 万以下の過料に処し（同法

第 32条第の 2第 2号）、かつ労働委員会が物件提出命令をしたにもかかわらず物件を提

出しなかった者は、裁判所に対し当該物件提出命令に係る証拠の申出をすることができ

ない（同法第 27 条の 21）。すなわち、物件提出命令に従わなかった場合、取消訴訟に

おいて裁判所に改めて提出して立証することはできなくなる。このような厳しい規制が

あるのは、労働委員会審査の実効性を高めるためであり、その物件によらなければなら

ない不当労働行為の成否を判断するのが困難なケースがあるからである124。 

	 以上のように、労働委員会の不当労働行為救済手続きには、立証に関し、物件提出と

その不提出にかかる制裁に関する規定が存在する。 

 

4. 使用者への立証責任の転換  

 

		 使用者への立証責任の転換に関し、まずは労働組合側は自己の主張に対する立証責任

を負っており、不利益を受けたという事実、組合員であることや組合に加入したことが

使用者側に届いた事実を立証する125。それから、使用者への立証責任を転換する。使用

者側は不利益処分をしたのは組合員であるからではなく、他に理由がある旨を積極的に

立証しなければならない。具体的かつ明確に差をつけられることを支える証拠の資料等

がなければ、不当労働行為と評価されてしまう可能性が高い126。証拠となりうる代表的

な事由に、業績が悪いこと、業務命令違反、欠勤・遅刻の記録等がある127。要するに、

日本では証拠の認定について、処分の理由を検討する際に、使用者への立証責任の転換

が行われていることがわかる。 

 

第 5	節．小活 	

 

	 本章は日本における不当労働行為救済制度および不利益取扱い判断基準について論じ

た。 

	 日本における不当労働行為救済制度について、以下のようにまとめる。 

                                                        
124 荒木・前掲（注 44）655頁。 
125 峰村・前掲（注 44）39-48頁。 
126 峰村・前掲（注 44）39-48頁。 
127 峰村・前掲（注 44）47頁。 
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	 まず、制度の歴史的な沿革である。現在の日本における不当労働行為救済制度に至る

まで三回の重要な法改正があった。1945 年制定の労組法、1949 年改正法と 1952 年改正

法である。1945 年の旧労働組合法は、戦前の法案を基礎としたものであり、二つの行為

類型しか禁止されなかったことと直罰主義が特徴である。1949 年法は、アメリカのワグ

ナー法の影響の下で、①現在の労組法第 7 条 2 号と 3 号を追加したこと、②1945 年法の

直罰主義を廃止し、原状回復主義を採用したこと、③不当労働行為の救済手続きが大幅

に変更されたことである。1952 年には再度アメリカ法的な方向への動きにより、現行労

組法第 7条の規定に 4号が加わった。 

	 次に、制度の特徴である。第一に、日本における不当労働行為救済制度の特徴として

は、「並存主義」である。不当労働行為の救済制度としては、行政救済と司法救済の二

つの手段がある。不当労働行為事件につき、行政救済の機関たる労働委員会に申し立て

ても良いし、司法救済の機関たる裁判所に直接訴訟を起こしても良いという、行政救済

と司法救済の併存システムを採用している。 

	 第二に、労働委員会の特徴として、調整的な性格が挙げられる。歴史的な背景や立法

過程から分かったことは、日本の制度が本質的に判定的な解決よりも調整的な解決方法

に頼る傾向が強いことが見られる。前者の歴史的な背景は、四つの労働事件（1946 年電

産十月闘争、1946・47 年公務員地銀闘争、1952 年炭労・電産争議、1959・60 年三池争

議）において労働委員会が紛争予防としての役割を果たしたことである。後者の立法的

過程は、第一に、判定的解決と調整的解決を分け、双方に調査官、調整官を設置してい

ること、第二に、政府の直接的な支配・統制につながる。 

	 第三に、日本における行政救済命令の実効性は①確定した救済命令に対する罰則、②

都道府県労委と中労委の命令履行の勧告、③緊急命令によって担保される。 

	 第四に、行政救済と司法救済との関係上、司法救済について議論されているのが、実

質的証拠法則である。具体的に行われた論点の本質として、次の二点がある。まず、日

本では実質的証拠法則に拘束されているかという議論について、結論的にはこれに拘束

されない。次に、実質的証拠法則を採用すべきか、ということに関し、労働委員会に提

出されなかった新たな証拠が取消訴訟の場合に当該新証拠の提出が認められるべきかど

うか、見解が分かれている。 

	 後に、日本では行政救済と司法救済を併用することによって、以下のような 4 つの

問題点が生じた。第一に、労働委員会の独立性の問題である。日本においては、裁判所

の機能と対比すると、労働委員会不信論が指摘される。第二に、労働委員会の審査手続

きにおける当事者主義により遅延の問題がある。しかし、審査手続きで当事者主義を採

る理由は、訴訟の主導権を当事者に認めるという方式を通じて、個人の自由・平等を可

能な限り尊重するためである。第三に、労働委員会の救済命令の執行力に関する問題で
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ある。すなわち、労働委員会の救済命令は、命令それ自身は強制執行力を有さない。こ

のような労働委員会と裁判所の間の命令の効力の差異から、労働委員会が不当労働行為

事件を処理しても、労働委員会の判断が軽んじられてしまう印象がある。第四に、再審

査制度に関する問題がある。これには二つの問題が内在している。その一に、都道府県

労委の命令はそのまま確定し履行されるということはほとんどなく、再審査事件が圧倒

的に多い。その二に、行政機関内部における二審制がほとんど無意味であることである。 

	 日本における不利益取扱い判断基準について、次の点が確認できる。 

	 日本ではアメリカの制度に倣って、不当労働行為制度が定着している。その中に不利

益取扱いの形態がある。労働組合に関することを理由として労働者に不利益を与えるこ

とをいうものであり、労組法第 7条第 1号により禁止されている。 

	 日本では、かねてから不利益取扱いの判断基準に関する学説と、行政救済による命

令・司法救済の判例等が積み重ねられている。労組法第 7 条第１号には 3 つの成立要件

がある。①労働組合に所属・加入・結成しようとし、または正当な組合活動をした事実、

②使用者が、解雇その他の不利益取扱いをした事実、③の要件は①の事実と②がなされ

た因果関係である。本論では、三点の判断基準を重視してきた。それは、「労働組合活

動の正当性」、「反組合意思」、「立証責任」である。 

	 まず、「労働組合活動の正当性」が重視されたのは、不当労働行為にかかる法的保護

を受けることが出来るか否かがかかっているからである。原則として、就業時間内の組

合活動の正当性は認められていない。しかし、日本における労働組合活動は、様々なも

のがあるが、その中でも事業場内の組合活動における使用者の施設管理権と団体行動権

との衝突に係る問題を取り上げて検討した。学説検討は、受認義務説、違法性阻却説と

許諾説の間で対立している。私見では、使用者の施設管理権・業務命令権を認めつつ、

正当な労働組合活動であれば、労働組合活動の違法性が阻却され、正当性が認められる

という点で、本来の団体権の保障と施設管理権・業務命令権とのバランスが取れている

ことから、違法性阻却説が優れた説だと思われる。 

	 次に、「反組合意思」についてである。労組法第 7 条第１号の文言から解釈すれば、

「故をもって」とは、行為との因果関係を指すから、意思必要説の方が論理的である。

しかし、その立証に関しては意思を直接立証するのは無理であって、客観的に見て、不

利益取扱いの成否を推認できる外部の事実があればよいとの説が、学説においても一致

している。また、理由の競合に関して、「不当労働行為の否定説」、「決定的動機説」、

「相当因果関係説」と「因果関係説」の 4 つが対立しているが、労働組合の関わりがな

ければ、差別待遇がなかっただろうといった点で、「相当因果関係説」が他の説よりも

優れていると思われる。「不利益性」に関しては、人事・賃金・労働条件・福利厚生等

の不利益取扱いが含まれる。当時の組合活動の内容、処分の程度、処分による組合活動
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への影響、使用者から組合に対する態度、処分理由の一貫性、処分のタイミング等々を

考慮に入れて、処分された労働者の不利益性を判断する。 

	 後に、「立証責任」についてである。労働者側は使用者側に比べて差別的取扱いを

立証することが困難である。日本の制度では、労働者の立証責任の軽減を支えている制

度として以下のようなものがある。第一に、使用者の裁量権に制約を加える説として、

人事考課・査定を不当労働行為に利用した紛争の多発を背景に、1970 年代後半に登場し

た公正査定義務説である。公正査定義務説は、複数の従業員の評価であることから査定

格差が生ずるのはやむを得ないが、合理性のない不当な差別的取扱は公正査定義務違反

になるとする。第二に、物件提出命令（労組法第 27条の 7第１項第 2号）である。使用

者が正当な理由がなくこれに違反したときは、30万以下の過料に処し（同法第 32条の 2

第 2 号）、かつ労働委員会が物件提出命令をしたにもかかわらず物件を提出しなかった

者は、裁判所に対し当該物件提出命令に係る証拠の申出をすることができない（同法第

27条の 21）。第三に、使用者への立証責任の転換である。使用者への立証責任の転換に

関する概念は、まずは労働組合側が自己の主張に対する立証を負っており、不利益を受

けたこと、組合員であること、組合に加入したことが使用者側に届いた事実を立証する。

それに、次いで、使用者へ立証責任を転換する。使用者はその立証に対し、合理的な理

由が存在することを立証することができなれば、不利益取扱いが成立する。 
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第 4 章	 比較分析とカンボジア法への示唆  

 
	 本章では、比較分析によりカンボジアの制度スキーム選択について理論的に考察する。

前章でまで取り上げたアメリカの制度と日本の制度のモデルを参考にしながら、カンボ

ジアに相応しい制度について検討する。 

 

第 1節	 国際的な視点からの本論文の課題のまとめ 	

	  

	 国際労働機関（ILO）は、団体結社の自由を保護する趣旨のため、様々な条約を採択

した。直接関連している条約は、第 87 号と第 98 号である。カンボジアは、1999 年に、

ILOの労働組織に関するこれらの条約を批准した。 

	 前者の第 87号条約は、「結社の自由および団結権の保護に関する条約」である。この

中で、使用者と労働者には、大きく 3 つの権利が保障されている。第一に、労働者およ

び使用者は、事前の許可を受けないで、自ら選択する団体を設立し、加入することがで

きる（同条約第 2 条）。第二に、労使団体は、規約を作り、完全な自由のもとにその代

表者を選び、管理・活動を決めることができる（同条約第 3 条）。第三に、行政機関は

これらの権利を制限したり、その合法的な行使を妨げたり、また、労使団体を解散した

り、活動を停止させたりしてはならない（同条約第 4条）。 

	 後者の第 98号条約は、「団結権および団体交渉権に関する条約」である。この中では、

大きく 2 つの使用者と労働者の権利が保護されている。第一に、組合員であるという理

由や、労働時間外に、または使用者の同意を得た上で労働時間中に組合活動に参加した

という理由で解雇されたり、その他の不利益取扱いをされたりするような差別待遇から

十分な保護を受ける（同条約第 1 条）。第二に、労働者団体および使用者団体は、その

設立・任務遂行・管理等に関して、それぞれ相互に干渉を行うことがないように保護を

受ける（同条約第 2条）。 

	 また、国際労働機関がまとめた原則と判断のダイジェストによると、以下のようなも

のがある。組合運動の基本的な趣旨は、全ての労働者の社会的な成長および経済的な幸

福のために保障されるものである1。また、組合の権利を完全に行使するということは、

                                                        
1 “27. The fundamental objective of the trade union movement should be to ensure the development 
of the social and economic well-beling of all workers.” See, See, International Labour Office, 
Freedom of Association Committee, [2006] Freedom of Association: Digest of Decisionsand 
Principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO. 
International Labour Organization, 5th (Revised Edition), p. 10. 
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情報の自由、労働者・使用者・組合内との意見交換等の自由流通を指す者である、それ

らの自由流通を楽しむべきである2。したがって、団体労働に関する諸権利は、積極的に

広く認めるべきものである。 

	 上記の国際労働機関の原理に基づき、カンボジアの現状をみたうえで、カンボジアに

おいて今後の労働組合の権利の発展に資するために必要とする不当労働行為救済制度の

あり方と差別的取扱いの判断基準を検討する。 

	 裁判外紛争解決制度における AC は、労働紛争処理機関として、他分野の機関と比べ

ても早期に創設され、将来も存続を予定されている機関の一つである。そのため、AC

による不当労働行為救済制度にかかる研究は今後もその重要性が高いといえる。 

	 分析内容を明確にするため、ここまでの各章の要点をまとめておく。第 1 章で、問題

としたのは二点である。第一に、不当労働行為救済機関を中心とする労働仲裁委員会の

組織における改善策である。第二に、不当労働行為の一類型である不利益取扱の判断基

準に関する諸問題である。第 2 章では、アメリカ型の不当労働行為救済制度の検討し、

主な特徴として行政一本化を挙げた。そして、第 3 章では、日本の制度の主な特徴とし

て、並存主義を挙げた。 

	 比較法において鍵となる用語は、アメリカの「行政一本化」と日本の「並存主義」で

ある。両用語が有している性格は対照的である。アメリカ型の「行政一本化」は、 初

に紛争処理手続きとして行政機関による解決を経てから司法機関による審査を受けるの

が大まかな流れである。これに対して、日本型の「並存主義」は、行政機関による解決

と司法機関による解決を並行させており、当事者は両手段のどちらかを選択することが

できる。この点以外にも、他にも多くの相違が生じている。その具体例としては実質的

証拠法則、立証責任に関する態度が挙げられる。 

	 三ヶ国の不当労働行為救済制度および差別的取扱判断基準の特徴についてまとめると、

図表【4−1】および図表【4−2】のとおりである。 

 

 

 

 

 

                                                        
2 “154. The full exercise of trade union rights calls for a free flow of information, opinions and ideas, 
and to this end workers, employers and their organizations should enjoy freedom of opinion and 
expression at their meetings, in their publications and in the course of other trade union activities. 
Nevertheless, in expressing their opinions, trade union organizations should respect the limits of 
propriety and refrain from the use of insulting language.” See, International Labour Office, 
Freedom of Association Committee・前掲（注 1）p. 34. 



 

 105 

 

 

【図表 4-1】課題１処理制度・三ヶ国の状況  

 

 アメリカ  日本  カンボジア  

救済の特徴  行政一本化 並存主義 日本型に近い 

判断方法  判定的な判断 調整的な判断 日本型に近い 

実効性の担保  履行状況報告命令 緊急命令 なし 

 
 

【図表 4-2】課題２差別的取扱・三ヶ国の状況  

 アメリカ  日本  カンボジア  

反組合意思  本来的に破壊的な行為 外見的な事情から総

合的に判断する 

ケース・バイ・ケー

ス 

労働組合活動の

正当性  

生産と規律維持の必要

性がなければ使用者の

権限外 

使用者の許諾が必要 議論が重視されてい

ない 

立証責任  使用者が説明責任を負

う 

使用者に立証責任を

転換する 

主張する側は立証責

任を負う 

 

 

第 2節	 カンボジアの集団紛争処理改善の主な選択肢 	

 

	 本節では、AC に対する組織改善策を二点提言する。第一に、「AC と司法との関係」

について、第二に、「裁定の執行力」についてである。 

 

1.  AC と司法との関係  

 

	 今後、カンボジアの労働紛争解決制度について、制度上の整合性を保ちつつ改善して

いくために、次のような AC と司法との関係を提言したい。特に、形式的な役割と実質

的な裁量を中心に検討を行う。まず、AC と司法との形式的な役割として、アメリカ型

の「行政一本化」を選択すべきである。また、AC の救済方法である実質的な裁量は、

日本型の「調整的な解決」を採用すべきである。それぞれの根拠は、以下の通りである。 
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1.1. 形式的な役割：アメリカ型の「行政一本化」  

 
	 AC と司法との関係における形式的な役割として、アメリカ型の行政一本化を選択す

る。その理由を説明するためには、日本型の「並存主義」とアメリカ型の「行政一本化」

のそれぞれの特徴や欠点を改めて述べる。 

	 第 2 章で述べたように、アメリカ型の「行政一本化」の特徴は、まず準司法的機関か

つ労働関係の専門家によって構成される NLRB を経ることである。世界経済危機による

経済問題により生じる労働紛争を解決するのに NLRB の存在価値が大きく、労働裁判所

のような性格の政策執行機関だといえる。その後、不服がある当事者は、司法審査とし

ての連邦裁判所に訴訟提起を行う。 

	 これに対し、第 3 章で述べたように、日本型の並存主義における行政救済機関たる労

働委員会も準司法的機関であるが、アメリカのような労働裁判所的な性格をもたせる政

策を採っていない。労働紛争処理の流れとして、行政救済における労働委員会申立と司

法救済における裁判所への訴訟提起を並行して行うことができる。 

 

	 	 	 	 （1）日本型の「並存主義」のメリットとデメリット	

 

	 日本型の「並存主義」のメリットとデメリットは、次のようにまとめることができる。 

	 並存主義の主なメリットとして、まず労働委員会に申し立てるか、いきなり裁判所に

訴えるか、当事者が自由に選択できることが挙げられる。 

	 次に、並存主義のデメリットとして、一方当事者が行政的な機関に申し立て、それが

受理され進行しているにもかかわらず、他方当事者が司法的機関へ申し立てれば、それ

もまた受理され進行しうる制度になっているため、審理の行き先が混乱してしまう恐れ

がある3。 

	 このことに関して、池田は、再審査手続と救済命令等取消訴訟の関係について、住友

重機械工業（昇格差別）事件を素材にして、実際の一連の命令から判決まで検討した4。 

	 同事件の内容である。被申立人（住友重機械工業株式会社（以下、「会社」という））

は各種機械の製造および船舶の製造を主な業とする会社である。会社で勤務している全

日本造船機械労働組合住友重機械・追浜浦賀分会（以下、「組合」という）の組合員 12

名に対する、複数年度にわたる職能資格の昇格について差別的取扱いの有無が争われた

事件である。 
                                                        
3 池田稔「不当労働行為救済申立事件の審査手続および救済命令等取消訴訟を巡る問題」菅野他『労働

法が目指すべきもの	 渡辺章先生古稀記念』（第１版、信山社、2011年）244頁を参照。 
4 池田稔は同論文に問題を取り上げたのは、（一）取消訴訟および上訴審における審理の対象・範囲、

（二）不服申立てのあり方と労組法第 27条の 19第 2項の意義である。池田・前掲（注 3）244頁。 
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	 同事件の時系列は以下の通りである。まず、東京都労委命令（平成 13年 10月 16日決

定別冊中時 1270 号４頁）は、救済申立対象者 12 名の組合員のうち 3 名の昇格につき救

済請求を認容した。その後、都労委命令に対する先行取消訴訟１審判決（東京地判平成

18年 7月 27日労判 949号 34 頁）は、「本件命令のうち、救済命令を発した部分が違法

であるとしてその取消しを求める原告の請求、本件命令のうち申立てを却下又は棄却し

た部分を違法であるとしてその取消しを求める参加人らの請求は、いずれも理由がない

から、すべて棄却することとし」た。中労委命令（中労委命令決定平成 18年 8月 2日労

判 924 号 175 頁）は、初審命令で救済した 3 名の組合員に加え、他の組合員 2 名の昇格

につき救済した。都労委命令に対する先行取消訴訟事件控訴審判決（東京高判平成 19年

10 月 4 日労判 949 号 20 頁）は、組合らの訴えを却下し、会社の控訴を棄却した。その

後、中労委命令に対する後続取消訴訟事件１審事件（東京地判平成 20年 11月 13日労判

974 号 5 頁）は、救済一部取消し・その余の会社の請求却下・組合らの請求を棄却した。

後に、中労委命令に対する後続取消訴訟事件は平成 21 年 6 月 15 日組合らの控訴取り

下げにより終結した。 

	 上記の事件は日本的な並存主義において起こり得る事象の一例である。同事件から分

かったことを指摘したい。 

	 第一に、このような訴訟の起こし方では、手続延滞の問題が生じやすい。両当事者は

自らの希望に沿って行政救済に申立てるかあるいは司法救済に提訴するかは、選択の自

由がある。そうなると、同じ事件に対する行政救済の申立もあり、司法救済の訴訟もあ

る。 

	 第二に、このような訴訟の起こし方が可能となると、処理受理機関の権限に関する規

制の調整も必要不可欠であろう。同事件の終結に至るまで、両当事者は、行政救済の段

階から司法救済の段階まで相互に訴えを起こした。 

	 現行の日本法における救済命令取消訴訟と再審査命令申立との関係について、使用者

は都道府県労委の救済命令について中労委に再審査の申立をしないときに、救済命令の

取消の訴えを提起することができるとされている（労組法 27 条の 19 第 1 項）。また、

使用者は中労委に再審査の申立てをした場合、中労委の救済命令に対してのみ取消訴訟

を提起できるとされている（同条 2項）。 

	 なお、労働者側が取消訴訟の提起と再審査の申立を並行して行っていた場合で、中労

委の命令が発せられたときには、使用者が提起していた取消訴訟も、不適法となり効力

を失うかどうかという点も議論となる。その詳細な議論は省略する5。 

 
                                                        
5 参照論文は、菅野和夫「中労委命令と行政訴訟」菅野他『労働法が目指すべきもの	 渡辺章先生古稀

記念』（第１版、信山社、2011年）271頁以降。 
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	 	 	 （2）アメリカ型の「行政一本化」のメリットとデメリット	

 

	 アメリカ型の「行政一本化」に関するメリットとデメリットは、以下のとおりである。 

	 行政一本化の主なメリットは、一本化であるため、制度としてシンプルである。 

	 他方、行政一本化のデメリットは、二点挙げられる。第一に、必ず全国労働関係委員

会の手続きを経なければない点である。この点において、並存主義と正反対である。当

事者は好むと好まざるとにかからず、行政段階における救済手続きを利用しなければな

らない。第二に、NLRB は小さな事件を取り扱わないため、申立に対する制限になる危

険がある6。NLRB の地方支局における手続き上、提訴のメリットが認められない小さな

ケースだと判断されると、行政救済を取り下げる。 

 

	 	 	 （3）「並存主義」と「行政一本化」の比較 

	  
	 現在のカンボジアの状況は、AC と裁判所との関係が依然として解明されていない。

制度的に必ず AC から出発するという規制がないため、当事者は 初に裁判所に訴える

ことも可能である。そうすると、現行のカンボジアの制度は、一応日本型の「並存主義」

と類似していると言える。 

	 しかし、カンボジアの状況に鑑みると、行政段階と司法段階における形式的な役割は、

「並存主義」よりもアメリカ型の「行政一本化」のほうが相応しいと思われる。その理

由は以下の通りである。 

	 まず、カンボジアの行政救済の大きな弱点は二点ある。第一に、初審命令に対し不服

のある者は、不服申立について取消訴訟か再審査申立のいずれかを選択することになる

が、ここで手続上の混乱が生じうる。現在のカンボジアでは事件数が少ないため問題が

顕著でないが、今後、産業発展に伴って事件数が増加すれば、日本で生じている遅延の

問題がカンボジアでも発生することが予想される。第二に、行政救済の場合において、

使用者側や労働組合あるいは労働者側はどのようなルールにより、都道府県労委命令又

は中労委命令に対する再審査と取消訴訟を行うべきかについて日本における解釈の余地

が減る。カンボジアは判例や学説の発達が非常に遅く、それらの問題に直面したら、い

かに対処すべきか立法的な解決がないので、制度がうまく機能しないであろう。 

	 一方、現在のカンボジアは一応形として日本型の「並存主義」と類似しているにも関

わらず、上記の二点の問題が現時点では現れていない。それは、第 1 章で取り上げた現

在のカンボジアにおいて司法制度が機能せず、労働訴訟があまり盛んではないためと考

                                                        
6 この点について取り上げるのは、山川隆一『不当労働行為訴訟法の研究』（信山社、1990 年）27 頁参

照。 
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えられる。しかし、今後、カンボジアで司法制度が整備されると、日本と同様に上記の

二点の問題が出てくると予測される。 

	 以上をまとめると、カンボジアの場合、再審査と不服申立が起こると、現段階におい

て手続きの規制が整備されていないため、審理の裁量および範囲が問題として現れる。

行政救済方法を選択する場合、これに関する調整のための規制の整備が求められること

となる。そのため、日本的な行政救済はカンボジアの状況に合わないと考えられる。 

	 一方、アメリカ型の「行政一本化」がカンボジアの制度にとって相応しい第一の理由

は、 初に AC を経て、不服がある場合に司法救済を求めるという形で行った方が、手

続きとして円滑に進行されることが予測される。明確な統計はないが、現行の制度は司

法救済の機能が依然として労働分野の現状に応えられていないため、通常の労働紛争は

AC から開始するものと思われる。将来のカンボジアにおける産業化に備えて、迅速・

適正な労働紛争処理システムを達成できるため、「行政一本化」の体系をフォローし、

ACから始める制度を採用すべきである。 

	 第二の理由は、現在のカンボジアの経済・市場状況は、アメリカの NLRA が制定され

る頃と似ていると評価できる。第二章で述べたように、アメリカで 1929年に世界恐慌が

勃発した後、経済危機を克服し、完全雇用を達成するためニューディール政策が促され

た。当時のアメリカは経済危機と戦うため、かつ、産業の平和を促進するため、失業を

減少させ、労使紛争を防止し、労働条件の基準を改善するという点に着目した。そこで、

ニューディール政策を実現するため、NIRA が制定され、NLRB による行政一本化が不

当労働行為の成否の判断を下す権限を持つ。このような状況は、現在のカンボジアでは、

外国企業の進出と労働者数とストライキの増加との調整が具体的に国の課題となってい

るため、その意味でカンボジアにおける解決のニーズが高く、アメリカの状況の背景と

類似しているといえいる。 

	 以上で述べたことを踏まえ、カンボジアではアメリカ型の行政一本化を選ぶべきであ

る。ただし、これに伴い、今後 AC において委員の専門性の充実が課題となることが予

想される。 

 

1.2. ACの実質的な裁量：日本型の「調整的な解決方法」  

 

	 	 	 （1）調整的な解決方法	

 

	 AC における救済手段は、日本型の調整的な解決方法を採るべきだと考える。その根

拠は以下の通りである。 
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	 第 2 章と第 3 章で述べた通り、アメリカは判定的な解決方法を、日本は調整的な解決

方法をそれぞれ特徴として制度を維持してきた。 

	 西谷は、判定的な解決と調整的な解決のそれぞれのメリットとデメリットについて、

調整的な解決は判定的な解決より解決水準が低いが、解決期間が短くまた当事者の意思

に基づく当該紛争内容の履行を期待できるという点を挙げた7。特に、日本の場合は継続

的労働関係であることが多いため、当事者の合意は も重要である8。 

	 アメリカが判定的な解決方法を採っているのは、制度の運用から明確である。ワグナ

ー法では委員会が訴追者と裁判官の二役を兼ねており、NLRB では委員会と事務総長の

二つ独立した機関に分けられ、準司法的機関と準検察官的機関として事件の処理につい

て 終的な権限と責任を担う9。 

	 それに対し、日本はアメリカと比べて、調整的な解決方法を採用している。というの

も、制度の運用と手続の進行の中に、アメリカのように訴追を担当している準検察官機

関が存しないからである。 

	 現在の AC は、仲裁を中心に行っており、調整的な解決方法を採用している。そうな

ると、解決の性格は日本の方法と類似していると言える。ところで、AC が現在まで継

続的に活動できた理由の一つとして、柔軟で調整的な解決方法であるからという点が挙

げられる。それを踏まえると、既存の AC にアメリカに倣って判定的な解決方法を導入

することで、その魅力が損なわれてしまうことも考えられる。したがって、日本型の調

整的な解決方法と類似している現在の方法のままで続けた方がよいであろう。 

	 次いで、裁量に関して、事実認定の問題に関する議論も挙げられる。裁判所は AC の

認定した事実をどこまで認めた方が良いかも重要な検討対象となる。 

	 アメリカの場合、実質的証拠法則を採用している。NLRB が行った事実認定は証拠に

よって支持されているときは 終認定として扱われる。このような事実認定は司法審査

機関である裁判所が変更することができない10。アメリカは、行政機関の専門的知識経

験の尊重および問題の迅速な処理という実質的証拠の良さを活用している。 

	 他方、日本の場合、アメリカと違い、裁判所では実質的な証拠法則が採用されず、新

主張と新証拠も許している。吉川11は、技術的専門的な知識経験という点で労働委員会

                                                        
7 西谷敏『労働法の基礎構造』（法律文化社、2016年）320頁。 
8 西谷・前掲（注 7）320頁以降。 
9 準司法的機関と準検察官的機関という用語を使用している。古西信夫『古西信夫教授還暦記念論集	

不当労働行為の判例と実務』（1992年、ありえす書房）iii頁。 
10 山川・前掲（注 6）169頁。 
11 吉川大二郎「不当労働行為と行政訴訟」石井=有泉『労働法体系 4	 不当労働行為』（有斐閣、1963

年）182頁。 
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が認定した事実を尊重すべきであり、裁判所をも拘束させることが妥当であるが、現行

労働委員会の機構と委員の資格・能力などの側面から見れば、民事訴訟における証拠調

べの法則をなくす合理性は無く、裁判所は既存証拠および新証拠の価値判断に基づき判

断すべきであると述べた。また、吉川は、労働委員会の命令において遅延を除去するた

めに新事実とその立証を制限するのは、不当労働行為の成否の決定を害する恐れがある

とも言う12。この見解では、強い準司法救済のアメリカと比較したら、現行の日本的な

労働委員会の機構および委員の能力から、その判定について裁判所を拘束することに消

極的となる。 

	 カンボジアの場合は、日本と類似する弱い準司法救済なので、新証拠と新事実の提出

について裁判所の段階でも許すべきだと思われる。通常、司法機関は行政レベルで救済

された判断が法にしたがっているかどうかを判断する。それは、事実認定を支持するた

めにあげられた証拠が適当であるかどうかも包括している。そのため、理想の形は次の

ようになる。第一に、アメリカのように実質的証拠に基づいて認定された事実を尊重す

る。第二に、司法救済のレベルは行政救済のレベルで既に認定した事実について正確な

証拠に基づくものか否かをチェックし、新主張と新証拠を許可する。 

	 以上をまとめると、実質的証拠法則に関しては労働事件の迅速な処理および AC の尊

重のために、アメリカと日本の良い点を合わせて、次のような制度構築をカンボジアに

ついて提案したい。それは、アメリカのように実質的証拠に基づいて認定された事実を

尊重することと、裁判所で新主張と新証拠を許す。 

 

（2）和解 

 

	 労働紛争を迅速に解決するために和解をうまく活用するのが重要である。 

	 アメリカ型の方法は、「私的和解」13という解決メカニズムを運用している。NLRB

による和解について改めてアメリカの特色に触れておきたい。NLRB の手続きの一部と

して和解があるがその和解のタイプは、非公式和解と公式和解とに分けられる。 

	 中窪によれば、NLRB の不当労働行為申立の処理において、和解は、取下げ、却下と

並んで、重要な機能を果たしている14。和解のメリットは、救済請求状・審問・命令と

いう正式な手続きを経ずに、簡易かつ迅速に解決でき、自発的意思に基づく解決方法と

                                                        
12 吉川・前掲（注 11）182頁。 
13 この言葉を使っているのは、山川・前掲（注 6）38頁参照。 
14 中窪裕也「NLRBの不当労働行為事件における和解と司法審査—NLRB v. UFCW Local 23事件の連

邦 高裁判決」海外労働事勢月報（1988年 4月）38頁。 
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して、地方支局はできるだけ和解が成立するよう当事者に勧める15。非公式和解と公式

和解の共通点は、NLRB の承認を経て、同意書面により約束し、かつ実際に履行して事

件を終結することである。他方、相違点は、非公式和解においては初回のあまり悪質で

ない不当労働行為の場合に限定されており、将来不遵守が起きるときには NLRB の正式

な手続きにより再開される16。公式和解において、形式的に委員会の救済命令が出され、

将来不遵守が起きるときには連邦 高裁判所の執行付与手続きが採られる17。これらが

アメリカにおける形式的な和解の方法である。	  

	 千々岩は、日米比較検討を行い、アメリカにおける和解の特徴を五つ挙げている18。

第一に、法的根拠、手続上の諸規定、実務手引書が存在していることである。第二に、

和解の対策はメリットのある事件に限定されることである。第三に、和解の形式および

内容は NLRB の命令が基となっていることである。第四に、早い段階で和解を進めるこ

とである。第五に、和解のテクニックが研究されていることである。 

	 日本においても和解を活用している。日本における和解は、従来その規定自体が存在

していなかったが、2004 年労働組合法改正により審査の迅速化・的確化と実際上の重要

性のため和解制度が整備された19。労働委員会会長は、救済手続きが進行している途中

においても和解を勧めることができる（労働委員会規則第 45条の 2）。 

	 日米の相違として、早い段階から和解を試みるのはアメリカ的な方法であり、手続の

途中においても和解を試みるのが日本的方法である。 

	 以上をまとめると、和解の取り組みを充実させることに力を入れるべきである。日米

の紛争解決メカニズム上、和解は重要である。紛争解決の迅速化のために、アメリカは

早期の段階から和解を勧めており、日本は手続きの途中でも和解を勧めることができる。

そこで、カンボジアの場合でも、手続きの遅延の問題に備え、和解制度を発展させるた

め、その整備に十分力を入れるべきである。第一に、法的根拠の明文化をし、具体的な

規則を整備することである。第二に、早期における和解にチャレンジすること、あるい

は、手続きの途中においても和解を勧めることを選択する。第三に、カンボジアの状況

に対応した和解のテクニックを検討することである。 

 

                                                        
15 中窪・前掲（注 14) 38頁。 
16 中窪・前掲（注 14) 39頁。 
17 中窪・前掲（注 14) 39頁。 
18千々岩力「NLRB における『和解』について－現状・問題点・その対策－」佐藤香=佐保雄子『大和

哲夫教授還暦記念	 労働委員会と労働法』（第一法規出版株式会社、1979年）201–202頁。 
19 菅野和夫『労働法』（弘文堂、第 11版、2016年）1063頁。 



 

 113 

1.3. カンボジアの労働紛争緩和措置としての独自の制度  

	  

	 アメリカ型の「行政一本化」と日本型の「調整的な解決方法」の検討を踏まえ、カ

ンボジア法への示唆について総合的な分析を行う。 

	 結論的には、カンボジアの状況に照らすと、アメリカの制度の「行政一本化」と日本

の制度の「調整的な解決方法」を組み合わせて、カンボジア法の制度として入れるべき

であると指摘できる。それは、労働紛争緩和措置としての独自の制度である。 

	 ここでのコンセプトは、以下のとおりである。 

	 アメリカの制度から「行政一本化」が参考にできると述べたが、現在のカンボジアに

おける制度と現状にかんがみると、本格的なアメリカの「行政一本化」は導入できない

と思われる。あくまで「行政一本化」は表面的な制度の概念であり、ACから手続きを

スタートさせるという意味においてのみで、その機能が採用できる。なぜかというと、

カンボジアはアメリカの制度のように強い行政機関が存在していないからである。 

	 労働紛争緩和措置としての独自の制度の主なポイントは、カンボジアにおける不当労

働行為救済制度を支えるためのツールとしての役割を果たすことである。現在の裁判所

は、労働者ではなく経営者に有利な判断を下しており、労働者を裁判によって救済する

ためには、司法制度の大規模な改革が避けられない。このような改革には、かなりの時

間がかかることが想定され、労働者の救済はいつまでたっても実現できない。 

	 現在のカンボジアの司法による救済は、腐敗が主な原因で労働者を含めた一般市民に

とってはかなり遠い存在にある。裁判所システムは十分に機能していないため、裁判所

とは別の準司法機関である AC による処理システムも調整しなければ、このままでは、

労働者は司法機関による救済も AC による救済にも受けることができなくなる可能性が

あり、労働者を効果的に救済するための制度を今すぐにでも実現する必要性が極めて高

い。 

	 そこで、アメリカと日本から示唆を受けた制度を取り上げ、カンボジアにおける労働

紛争緩和措置制度として、ACから処理手続をスタートさせる方法により、今まで活用

されてきた労使間の仲裁や調停の文化を引き続き維持させることが重要である 

 

       2. 裁定の執行に関する示唆  

 

	 第 1 章で、カンボジアの命令履行に関する問題として、拘束力の無い命令を選択でき

ることを挙げた。拘束力のない命令は、AC に申立てた当事者は結局、紛争を解決でき

ない。これまでに検討したアメリカと日本の制度から、カンボジアの労働仲裁委員会が

取り入れるべき制度を二つ挙げる。第一に、日本型の緊急命令を取り入れることである。
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第二に、アメリカ型の命令交付後の履行状況報告命令を取り入れることである。このよ

うな工夫により、AC は適度な弾力性を保持しつつも、解決の効率を上げることができ

ると思われる。 

 

2.1. 立法的な解決：拘束力のない裁定の廃止  

 

	 第一に、拘束力のない裁定は、現制度において有効性が不十分なので廃止すべきであ

る。理由は以下のとおりである。 

	 まず、拘束力のない裁定、拘束力のある裁定いずれも、両当事者および AC パネルが

同じ手続きのもとで解決していく。そうであるにも関わらず、当初から拘束力のない裁

定を選ぶと、紛争の解決意欲が弱まるという印象になる。 

	 次に、アメリカの NLRB と日本の労働委員会における手続き進行システムでは、拘束

力のない裁定の選択肢がない。アメリカと日本では拘束力のない裁定を置いておらず、

カンボジアもそれを目指すべきだと思われる。 

	 これを踏まえると、AC の手続における拘束力のある裁定か拘束力のない裁定かを選

択させる制度の意義は少ない。したがって、手続の中に拘束力のない裁定という選択肢

を置くことは廃止すべきである。 

 

2.2. 日本型：緊急命令の導入  

 

	 第二に、AC に緊急命令を導入するべきである。緊急命令があれば、取消訴訟を起こ

した場合に、裁判所は必要に応じて一部または全部の命令を履行するよう命じることが

できるので、履行確保のメカニズムとして役に立つ。現在のカンボジアは命令の履行シ

ステムを整えていないので、今後、司法機関による救済が活発になる時期を迎えたとき

に、労働者の権利を保護するために必要だと思われる。 

	 日本の場合、労働委員会は使用者が裁判所に訴えを提起したことを知ったときには、

直ちに公益委員会の会議を開き、受訴裁判所に緊急命令を申し立てるかどうかについて

決定する（労委法則第 47条）。 

 

2.3. アメリカ型：裁定交付後報告命令の導入  

 

	 第三に、裁定交付後報告命令を導入すべきである。 

	 同命令は、使用者側が確実に申立に対する命令を履行したことを確認する点で意義が

ある。カンボジアの現制度は命令交付後に使用者が無視しても AC が把握できないため、

制度として非常に弱く、労働者の権利救済に資するのか疑いがある。 
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	 したがって、裁定交付後、報告命令の通りに履行しなければ、罰金などの刑罰を受け

なければならないというシステムを設計していくべきである。 

 

第 3節	 カンボジアの不利益取扱い判断基準	 	

 

	 本節において、カンボジア労働法第 279 条の不利益取扱いにおける判断基準について

アメリカと日本の制度からの示唆を述べる。不利益取扱いの成否を決めるためには、差

別的取扱意思、労働組合活動の正当性、立証責任の点から検討する。 

 

1.  差別的取扱意思  

 

	 カンボジアにおいて不当労働行為の成立において、差別的取扱意思の問題がどのよう

に扱われるべきかという問題につき、アメリカと日本における法理の特徴がを検討する。 

 

	    1.1.   三ヶ国の決着  

 

	 差別的取扱意思に関するアメリカ法と日本法の対比は、次のように特徴づけることが

できる。 

	 まず、考え方の流れを概見する。アメリカでは、NLRA 第 8 条(a)(3)の条文を判断に関

係した事件について当初は、反組合意思を重要な要素の一つとして捉えていなかった。

しかし、事例の積み重ねにより、反組合意思は不当労働行為該当性にとって大きな意味

があることが認識され、意思が内心のものなので外見的な様々な事情から推定すること

になった。また、これとは別に、アメリカでは破壊的行為法理も形成され、労働者の権

利が明確に侵害されたと認められる場合には、反組合意思の立証が不要だとされる。こ

れに対し、日本では反組合意思や動機の競合が不利益扱いの重要な要素の一つである。

反組合意思が必要か否かという議論がかつて行われ、外見的な事情から総合的に考慮し

て判断するとの結論に至っている。 

	 以上から、日本とアメリカで共通している点が、二点挙げられる。第一に、反組合意

思が判断要素となることである。第二に、労働組合に対する不利益性に関する法理であ

る。アメリカには破壊的行為の法理が存在している。このような破壊的行為の法理の意

義は、労働者の立証負担が軽減されることにあると思われる。私見としては、それは少

なくとも明らかに差別が認められる事件について、労働者の立証負担の観点から納得で

きる法理である。これに対し、日本では法理として捉えていないが、労働組合の不利益

性が検討されるので、ある意味でアメリカの破壊的な行為と同視できる。 



 

 116 

	 このように、両国における対立の議論の基盤は同じである。 

 
1.2. カンボジアへの示唆  

 

	 カンボジアでは、反組合的意思の判断は、ケース・バイ・ケースである。反組合的な

表現の事実があれば、反組合意思が明確であるとして不利益取扱いに該当するというケ

ースがある20。他方、一応反組合意思について取り上げているが、一つの判断要素とし

ているか明確でないケースもある21。 

	 しかし、現段階のカンボジアは反組合意思について学説の見解、AC の命令や裁判例

の傾向が一般的な形で蓄積されていない。日米における以上の問題への対応の状況をカ

ンボジアのそれと比較すれば、次の点に注目することができる。 

	 現在の判断基準に対して、総合的に事実を判断要素に入れることとし、反組合意思は

不利益取扱いを判断する際の 低限の要素としてされるべきである。また、将来におけ

る議論となりうるのは、労働組合に対する不利益性に関する法理である。アメリカと日

本との不利益性に関する法理が、労働者の立証負担の軽減につながると考えられるため、

この法理を充分に活用すべきである。 

 

2.  労働組合活動の正当性  

 

	 カンボジアにおける労働組合活動の正当性について、いかにあるべきかを、アメリカ

と日本における法理を参考にしながら検討する。 

 

   2.1.三ヶ国の特徴  

 

	 日米両国の労働組合の特徴とそれぞれの労働組合の正当性に関する議論や判例の立場

について比較を試みる。 

	 基本的な仕組みに関して比較する。アメリカでは、産業別組合が中心で、その中に職

業別組合が構成されており、本部・支部関係の性格を有している22。また、アメリカは、

日本のように年功賃金および勤続数別賃金を採らず、技能、職能の格付け、職務内容と

                                                        
20 Meridian Industry Garment Cambodia事件・裁定 2013年第 239号[239/13]。 
21 Charm Textile Garment事件・裁定 2007年第 17号[17/07]。 
22 大河内一男「企業別組合論の再検討—日本とアメリカ—」労働運動史研究第 25号（1960年）5頁。 
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いう条件から賃金を決めている。他方、日本的雇用システムは、企業別組合が中心とし

て構成されており、終身雇用制と年功序列制を採っている23。 

	 また、日本では、憲法第 28条において労働三権（団結権、団体交渉権、団体行動権）

を規定しており、団体行動権には争議権と労働組合活動権が含まれている24。労働組合

活動の正当性に関する論点となる も典型的なのものが、労働組合活動権と使用者の施

設管理権との衝突である。学説の見解は、受忍義務説、違法性阻却説と許諾説、大きく

三つに分かれている。 

	 判例の立場に関して比較する。アメリカでは、生産と企業規律維持の必要性が存しな

いかぎり、たとえ企業施設内においても、就業時間外組合勧誘禁止規則の作成・実施は、

使用者の権限外である25。一方、日本における判例の立場は、1970 年まで受忍義務説を

採っていたが、1970 年以降は許諾説を採るようになった。すなわち、判例の立場は、企

業や工場の施設を使用する以上、就業時間中の休憩時間や就業時間外においても、使用

者の許諾なしに組合活動を行うことが許されないとする26。 

	 比較検討をする上で、なぜアメリカと日本は施設管理権と労働組合活動権との衝突に

関して、異なる捉え方をしているのか。一つの背景として考えられるのが、日本とアメ

リカの社会では働き方が違うからである。例えば、日本型雇用慣行は、定年まで同じ職

場で働くことが一般的であること27と、それにより労働者のモチベーションが保たれる

ことで生産性が高まり、企業の経済的合理性が確保されること28が特徴である29。このよ

うな慣行ゆえに、労働者が待遇に不満をもっても、新卒で入社した会社を辞めることが、

労働者にとって大きなリスクとなっており、企業に対して激しい闘争を挑むのは困難で

あることが想像できる。そのため、労働組合活動の正当性に対する判断の態度は、許諾

説を採っているのではないかと思われる。 

                                                        
23 神代和欣「三種の神器」日本労働研究雑誌第 443号（1997年）2頁以降。 
24 菅野・前掲（注 19）36頁と 774頁以降。 
25 ここでの指摘は、Peyton Packing Co., 142 F.2d 1009 (5th Cir. 1944), enforcing 49 NLRB 828 (1943) からの

理解である。 
26 ここでの指摘は、日本エヌ・シー・アール事件・東京高裁判決昭和 52.7.14.労民集 28巻 5=6号 411頁

からの理解である。 
27 だから、より良い仕事ができるため長期的な視点に立つ。藤村博之「日本型雇用慣行はもうダメなの

か？—長期雇用と人材育成の将来—」日本労働研究雑誌第 432号（1995年）50−51頁。 
28野田知彦「労働組合と生産性—未上場企業のパネルデータを用いた分析—」日本労働研究雑誌第 450

号（1997年）36頁以降。 
29  その他、日本的経営を詳しく紹介している図書は、James C. Abegglen, 21th Century Japanese 

Management  New Systems, Lasting Valuesジェムス.C.アベグレン［山岡洋一訳］『新・日本の経営』(日本

経済新聞社、2004年)124頁以降。 
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	 それに対し、アメリカはジョブ型30雇用なので、転職の可能性が高いため、企業への

忠誠心というよりも賃金に関する闘争が激しく行われる。 

	 このように、日本の三種の神器（終身雇用・年功序列・企業別労働組合）とアメリカ

のジョブ型雇用の性格から、両国における労働組合活動の方法も違ってくる。日本の三

種の神器の影響により、企業の生産性を損なわないように、例えばリボン闘争やバッチ

着用等という方法により、仕事をしながら、労働争議を行うことが見受けられる。他方、

アメリカでは、労働組合員が駐車場や工場の前で抗議行為を行うケースの方が多く見ら

れる。こうした労働闘争の態様については、カンボジアはアメリカの状況によく似てい

る。カンボジアの労働関係がジョブ型といえるかは、さらなる検討を要するが、少なく

とも日本の三種の神器のような性格を有していないことは明らかである。したがって、

日本と同じような労働組合活動の方法であるリボン闘争、バッチ着用は、カンボジアに

は登場しないであろう。 

	 以上、前提となる特徴として、当然ながら三ヶ国が労働関係に関してそれぞれ異なる

歴史をもっており、労働組合における基本的な仕組み、学説、判例の立場も様々である

ことについて確認した。しかし、労働者や労働組合側が弱い立場であるという点は、ど

この国の組合でも共通した特徴だと思われる。 

	 そこで、カンボジアへの示唆を提言するため、どういう視角と展望において問題点を

受け取るべきか。アメリカと日本で既に議論された観点から見直すことで、カンボジア

が抱える問題が明らかになるのではないか。 

 

	 2.2. カンボジアへの示唆  

 
	 労働紛争が多かれ少なかれ、経済の側面その他社会・政治の側面に打撃を与えるのは

言うまでもない。現在のカンボジアでは労働組合に対する差別的な紛争が多発しており、

これへの対応の重要性から労働組合法が制定された。 

	 カンボジアに進出している外国企業・国内企業は飛躍的に増えており、旧来の地元固

有のやり方やものを狭く考える時代は過ぎ去っている。つまり、今後の新生産技術の導

入等々による影響として、使用者側との紛争の多発をもたらすであろう。そのため、日

米の制度を比較する意味がある。 

	 カンボジアの特徴とこれを鑑みたうえでの示唆として、三点指摘したい。 

	 第一に、現状のカンボジアにおける基本的な雇用の特徴として、日本型よりアメリカ

型に近いことである。カンボジアでは、労働者の移動が激しいアメリカの雇用社会にお

                                                        
30 このジョブ型について詳しく唱えたのは、濱口桂一郎『若者と労働』（中央公論新社、2013 年）を参

照。 
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けるジョブ型にある程度類似性で見られる。そのため、労働組合活動の正当性の判断枠

組みについて、この点を配慮する必要がある。 

	 第二に、現在の不利益取扱いの判断基準について、労働組合活動の正当性の要素を入

れることである。カンボジアの場合、今後の産業拡大および生産性向上に関連して、労

使間の衝突が激しくなることが想定される。このような現象に対応するために、紛争の

解決に際して、できるだけ労働組合活動の正当性という観点を重視すべきだと思われる。

労働組合には、労働組合員の利益のため活動を行うことは言うまでないが、同時に社会

貢献の側面もあるため31、労働組合活動の正当性にさらに注目するべきである。 

	 第三に、将来における労働組合活動の形態や正当性の判断には、日本との比較対照が

有益になると思われる。労働争議の形態という側面から見れば、カンボジアで AC の事

例や今まで発生した労働争議において、日本で見られるような労働争議（リボン闘争、

バッチ着用等）は未だ現れていないが、今後の労働組合活動が多様化し、日本のような

形態が生じた際には、その議論が参考になると思われる。 

 

3.  立証責任  

 
	 カンボジアにおける不当労働行為事件にかかる当事者の立証責任が、いかにあるべき

かについて、アメリカと日本における法理の特徴を参考しながら検討する。 

 

	 	 3.1. 三ヶ国の特徴と比較  

	  

	 労働組合側の立証責任の困難さは、三ヶ国に共通している。労働組合員である労働者

側は、差別を受けたことの主張で、証拠の資料をなかなか集めることができない。現在

のカンボジアの立証責任に関する具体的な課題について検討するにあたり、まず、アメ

リカと日本のアプローチを集約してから、それぞれ利点および欠点を指摘しておきたい。 

	 アメリカにおいては、NLRB の事務総長が処分における差別動機を証明しなければな

らず、使用者がその動機に対する説明責任を負う。使用者はそれをうまく説明できなけ

れば、不利益取扱いであると認定されやすくなる。 

	 これに対し、日本における判例・命令で重要なのは、不利益取扱いが成立するために

両者の言い分にそれぞれ根拠があるか否かである32。まず労働組合側は自己の主張に対

する立証責任を負っており、不利益を受けたという事実、組合員であることや組合に加

入したことが使用者側に届いた事実を立証する。そうすると、使用者に立証責任が転換

                                                        
31 和田肇『労働法の復権	 雇用の危機に抗して』（日本評論社、2016年）87頁。 
32 労働担当省労働法課『不当労働行為』（労働行政研究所、1954年）256頁以下。 
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する。使用者側は不利益処分をしたのが組合員であるからではなく、他に理由がある旨

を積極的に立証しなければならない。具体的かつ明確に差をつけられることを支える証

拠の資料等がなければ、不当労働行為と評価されてしまう可能性が高い33。なお、証拠

となりうる代表的な事由に業績が悪いこと、業務命令違反、欠勤・遅刻の記録等がある

34。要するに、日本では、証拠を認定し、処分の理由を検討する際に、使用者へ立証責

任の転換が行われていることがわかる。 

	 次に、アメリカと日本の共通点と相違点および利点・欠点の検討を行う。 

	 両国の共通点として、まず労働者側が差別を受けたと主張し、その後使用者側への立

証責任を転換するという点である。このような仕組みにおける利点は、労働者の立証責

任軽減である。一方で、欠点として使用者側に過度な責任を課すことになってしまうの

ではないかという点がある。以上の利点と欠点を考慮に入れて、比較すると、労働者の

ために利点を重要視すべきである。その理由としては、不当労働行為に当たるか否かを

見分けるのに、使用者側からの協力がなければ、正当な判断を行い難いからである。労

働者側が証拠等を示せず、かつ、使用者側に説明責任を負わせないとすると、結局労働

者が安易に差別を受けてしまうような雇用社会に落ちてしまうことになる。 

	 一方、両国の相違点として、アメリカのシステムの方が日本のシステムより、さらに

労働者の責任が軽減されていると言える。それは、アメリカの場合、強い準司法救済が

特徴となっているため、第一段階として労働者の代わりに NLRB の事務総長が動機を証

明するからである。一方、日本の場合は、アメリカとは異なり、労働者側は主張ととも

にできるだけ証拠を提出する。労働者側の立場から見れば、アメリカのシステムの方が

望ましいだろう。このように、根本的な制度の仕組みから、労働者の立証責任負担の程

度は異なってくる。 

 

	 	 	 3.2. カンボジアへの分析  

 
	 以上の検討の 後にカンボジアへの示唆について総括しておきたい。 

	 第 1 章で述べたカンボジアの問題を再確認すると、AC は「主張側は証拠を示すべき」

との原則を厳格に適用しており、実際の判断過程にカンボジア労働法第 312 条の物件提

出命令を発することに消極的である。その結果、労働者の立証責任の負担が大きく、多

くのケースにおいて労働者は立証に成功せず、AC は不当労働行為に該当しないと判断

                                                        
33 峰村光郎「不利益取扱い」石井照久＝有泉淳『労働法大系 4 不当労働行為』（有斐閣、1963 年）39-

48頁。 
34 峰村・前掲（注 33）47頁。 
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している。立証できない要因として一般的に挙げられるのは、労働組合側が資料を所持

していないことであろう。 

	 それに加えて、AC における救済の仕方に関する態度にも問題がある。証拠自体はど

ういうものなのか、AC が積極的に示す態度をとっていない。そのために労働者側の立

証が難しくなる。 

	 カンボジアの立証責任に関する問題を解決するために示唆として二点提示したい。 

	 第一の提言は、アメリカと日本の共通点に習って、使用者への立証責任転換を行うべ

きである。労働者側ならびに労働組合側には、証拠を提示することに限界があることが

否定できないからである。カンボジアの AC は強い準司法的機能ではなく、NLRB のよ

うに労働者の代わりに動機の証拠を証明するための担当機関が存在しない。そこで次の

ようなアプローチがとれるのではないかと思われる。まずは外形的に認められる不利益

の事実を主張し、それから使用者側が自らが行なった不利益性処分の理由を明確に説明

してもらうという方法をとる。なお、カンボジアでは「主張側は証拠を示すべき」との

原則を厳格に適用することが問題である。そこで、 低限の改善策として、使用者への

立証責任の転換を行うべきである。 

	 第二の提言は、AC は積極的に物件提出命令を命じるべきである。不当労働行為であ

るとの労働者側の主張を拒否されたケースの中で、果たして本当に不利益取扱いが存在

するケースはないのか疑問を抱いている。現行の制度および法律において、労働法第

312 条は、労働者側を支援することのできる内容となっていると思われる。AC の救済権

限として同条が設けられているにもかかわらず、積極的にこの条文を運用しなければ、

結局差別を受けた労働者を保護できないことになる。そこで、現状のカンボジアの問題

解決のために、不当労働行為救済の方法として AC の役割を積極的に活用すべきである。 

 

4.  立法的な解決  

 

	 第 1 章でも述べたように、カンボジアの労働立法のうち 初の主要な法令がは 1997

年労働法である。そして、労働担当省の付属法令とともに法制度を支えた。ようやく

2016 年に労働組合法が制定された。同法の主たる狙いは労働組合結成権と団体交渉権を

確立することにある。他方、2016 年労働組合法には民主的な組合の発展を促すものとし

て不適当な規定があるとの批判がある35。 

                                                        
35 香川孝三「2016カンボジア労働組合法の日本語訳」季刊労働法第 255号（2016年冬季）180-195頁を

参照。同論文において、カンボジアの労働組合法に対する批判となる要点も指摘されている。特に、労

働組合登録の強制および厳しい要件である。 



 

 122 

	 しかし、同法が制定されたことによって、不当労働行為救済制度と差別的取扱判断基

準もある程度整備されることになった。今後、労働組合の急速な発展と団体交渉が盛ん

になると、この分野における立法的な解決が不可欠となる。その際のポイントは次のよ

うになる。 

	 第一に、省令第 305 号にある条件を、以下の理由により廃止すべきである。まず、日

米の不利益取扱いの判断基準を総合的に鑑みると、省令第 305 号第 3 条と第 4 条は、不

当労働行為該当性の判断に役に立たない。両条文の内容は、限定的な内容で組合を保護

しているにすぎない。つまり、組合員の一部のみ、一定の期間のみ、解雇・雇止めの問

題のみ保護されるという点においてである。AC は両条文を基にし、差別的取扱を判断

している。そのような欠陥のある判断基準は、判断の合理性に影響を及ぼし、十分に労

働組合を保護できなくなっている。 

	 また、日本における主張を見ると、道幸は集団的労働関係について以下のように述べ

る36。集団的労働関係において、個々の労働者の意向を適切に反映した労働組合を通じ

る関係である。それは、 低限の労働組合の権利保障（労働組合の選択、所属、活動）

を使用者が認める必要があり、その も基底的なことは組合保存および組合活動が実施

できるようにメンバーシップ自体を保障することである37。そのため、組合の幹部だけ

ではなく、個々の組合員の保護も重要である。 

	 要するに、省令第 305 号第 3 条と第 4 条の内容は、労働組合員の保護として不十分で

ある。2016 年に導入されたカンボジアにおける不当労働行為制度に対して、上記の両条

文は 早対応できない。今後のカンボジアにおける不当労働行為判断基準の議論は、不

当労働行為制度を運用している大国であるアメリカと日本を参考にしたものにすべきで

あり、またそうなると予想される。 

	 第二に、全体の不当労働行為救済制度のメカニズムである。不当労働行為救済制度の

体系は、アメリカ型の「行政一本化」と日本型の「並存主義」である。カンボジアにと

って相応しいメカニズムとして、アメリカ型の「行政一本化」を提示した。今後、立法

の整備も必要となるだろう。せっかく 2016 年労働組合法によって不当労働行為救済の

条文が創設されたにもかかわらず、不当労働行為救済制度がアメリカ型なのか日本型な

のか、明確な制度設計がなければ、実行性の弱い制度になってしまう可能性が高い。 

 
 
 
 

                                                        
36 道幸哲也『不当労働行為法理の基本構造』（北海道大学図書刊会、2002年）228頁。 
37 道幸・（注 36）228頁。 
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【図表 4-3 】  全体の示唆のまとめ 

 

 
 
第 4節	 小括 	

	  

	 日本とアメリカとは、言うまでなく、思想枠組み、文化、社会、経済、労使慣習の伝

統等様々な違いがあり、アメリカ人は、進歩的、自由主義的、民主的側面をもっている

38。それ故、日本とアメリカの価値観、現行制度の運用と紛争処理に関する論理と現実

が異なることは否定しえない。そこで、日本とアメリカの二つの制度が異なることを認

識しながら、比較検討を行わなければならない。 

	 カンボジアの労働仲裁委員会(AC)は、全国の集団的労働紛争を解決しており、これま

でにも様々な努力をしてきたにもかかわらず、未だ裁定の質は変わっていない。公平な

審問が達成できるためには、公正な審判機関が必要である39。そのため、労働仲裁委員

                                                        
38 この点の理解は、竹前栄治『アメリカ対日労働政策の研究』（日本評論社、1970 年）367 頁、木内隆

司『アメリカ労働組合の法構造研究—労働組合の機能と組合民主主義—』（和歌山大学研究書、昭和 63

年)55頁を参照。 
39木内・前掲（注 38)178頁を参照。 
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会のメンバーを変えていく体制を採らなければ、今後もこの状態が継続するものと予想

される。 

	 本稿は、カンボジアの現行制度の司法救済と行政救済の関係体制、および、不利益取

扱救済の内容を検討することに範囲を絞っている。近年では、紛争が増加している反面、

制度の実効性と差別的な取扱の救済内容に疑問があるケースも出ている。そのようなカ

ンボジアの実態に対応するために、カンボジアではどのような改善策が有効、適切であ

るかについて、多くの労働者の不満および使用者責任に関する規定の整備を促すため本

稿で提案した示唆が将来制度化することを期待する。以下、二点に絞って提案したい。 

	 (1)まず、カンボジアにおける不当労働行為救済制度の検討に当たって、三点指摘でき

る。第一に、アメリカ型の行政一本化か日本の型並存主義かの選択について、現行のカ

ンボジアの制度は日本型の「行政救済」と類似しているが、カンボジアの紛争解決の状

況に鑑みると、行政段階と司法段階における形式的な役割分担としては、アメリカ型の

「行政一本化」の方が相応しい。なぜなら、今後の産業発展に伴う事件数の増加に備え、

遅延の問題を避け、平易な手続きで設計した方が、判例や学説の発達が遅いカンボジア

において適切だと思われるからである。ただし、これに伴う制度発展の課題は AC にお

ける委員の専門性の充実である。 

	 第二に、行政救済と司法救済における裁量のありかたに関して、裁判所は AC の認定

した事実をどこまで認めるべきかという問題については、労働事件の迅速な処理と AC

の尊重のため、実質的証拠法則をある程度採用することが望ましい。理由は、まず、カ

ンボジアの事情を鑑みると、これまで 14 年間機能していない司法救済の代替な役割を

持って、労働紛争を処理している AC の専門性の尊重と処理迅速化のため、アメリカの

システムのように実質的に基づく事実認定であれば裁判所のレベルで一から認定する必

要がないと思われる。また、カンボジアの AC は、日本と類似する弱い準司法救済なの

で、新証拠と新事実の提出について裁判所の段階でも許すべきだと思われる。 

	 第三に、カンボジアの命令履行の改善の問題に対し、一つはカンボジアにおける実効

性の弱い制度である拘束力の無い命令という選択肢を廃止し、他方で日本型の緊急命令

を取り入れ、さらにアメリカ型の命令交付後の履行報告命令を取り入れる必要がある。

日本の緊急命令制度を導入するのは、現在のカンボジアは命令の履行システムが整って

いないため、今後司法機関による救済が活発になる時期を迎えた際に、労働者の権利を

保護するのに必要だと考えるからである。また、アメリカの命令交付後の履行報告命令

を導入するのは、カンボジアの現制度において命令交付後その履行が不明であるため、

AC が把握できるような制度が不可欠だと思われる。以上の提言の実施により、カンボ

ジアにおける不当労働行為救済制度は適度な弾力性を保持しつつも、今後の解決の効率

を上げることができると期待できる。 
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（2）次に、AC における不利益取扱い救済内容の検討の結果である。第一に、カンボジ

アの判断枠組みに反組合意思を取り入れるべきである。日本とアメリカの共通している

点として、反組合意思が判断要素となる点と労働組合に対する不利益性に関する法理が

類似しているし、共通の学説が存在していることが確認できる。他方カンボジアでは、

反組合意思について命令や裁判例が一般的な形で蓄積されておらず、反組合意思の概念

も全く議論されていない。そのため、総合的に事情を判断要素に入れることにより、不

利益取扱における反組合意思を判断する際の 低限の要素とすべきだと思われる。 

	 第二に、不利益取扱いの成否判断につき、カンボジアの労働組合活動の正当性に関す

る議論として二点を指摘したい。労働組合活動の正当性を不利益取扱いの判断基準とし

て取り入れることである。今後の産業拡大および生産性向上の結果として、労使間との

衝突は激しくなることが予想されるため、紛争の解決に際して、労働組合活動の正当性

という観点を重視すべきである。また、具体的な労働組合活動の正当性の捉え方につい

て、アメリカ型か日本型のいずれがカンボジアに近いかといえば、アメリカ型だと思わ

れる。それは、カンボジアは労働移動が激しい雇用社会であるためアメリカのジョブ型

雇用とある程度類似していると思われるからである。 

	 第三に、不利益取扱いにおける立証責任の問題について、二点の示唆を加えたい。ア

メリカでは使用者側に説明責任を課しており、日本では立証責任として、まずは主張側

である労働組合側が自己の主張に対する立証を負っており、不利益を受けたと言うこと

の事実を立証し、その後使用者に立証責任を転換する。具体的かつ明確に差をつけられ

ることを支える証拠資料により使用者が立証できなければ、不当労働行為と評価される。
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第５章	 結び  

  （１）本論文は、カンボジアにおける不当労働行為救済制度の問題点を抽出し、それ

に批判的な検討を加えるとともに、不当労働行為の中にある差別的取扱いに関わる判断

基準をめぐる諸問題についてアメリカと日本の制度とを比較検討したものである。カン

ボジアにとってどうすれば実態に適った良い制度が作れるのか、如何にして効率的な制

度を創設するかについて考察を行なった。 

	 （２）本論文で取り上げている課題は、カンボジアにおける現行の不当労働行為制度

の整備および差別的取扱判断基準の充実である。課題の関係性は、次のようになる。 

	 カンボジアの現状からすると、使用者と対等に話し合う場・機会としての団交のニー

ズが強い。このニーズは、AC で解決できる問題の一つである。そのため、AC のあり方、

効果を明らかにする必要がある。AC は、日米のような行政救済機関と異なる部分があ

るが、公労使の三者構成を保持し、現在のカンボジアにとって不当労働行為救済をはじ

め集団的労使紛争の解決機構として機能している。労使関係を維持するためには、労使

の納得が不可欠である。納得したにもかかわらず、命令を履行しなければ意味がない。

そのため、履行メカニズムを工夫する必要があると思われる。現在のカンボジア社会は、

腐敗があり司法救済が労働者のために効果的な救済制度ではない。そこで、AC と裁判

所の役割分担を本格的に構想すべき時期に来ている。 

	 不当労働行為救済制度の発足以来、アメリカでは 80年以上が経過し、日本の場合は制

度形成以来 70年以上が経過し、相当程度の運用および研究実績が積み上げられてきた。

両国におけるそれぞれの制度のあり方、事件処理実績と判例法理を踏まえた独自の立場

からの不当労働行為法理が形成された。アメリカと日本という別の二つ社会の不当労働

行為救済制度の理論のみを検討しても、実質的な制度の独自性の違いが完全に言えない

ことがある。そのため、日米のそれぞれにおける実務に着目し、そこでの判断基準も検

討する。そうすることによって、アメリカの救済制度の仕方、また、日本の救済制度の

仕方のかなり深いところまで明らかにできる。 

	 以上のことを参考にして、現在のカンボジアにおける救済制度と判断基準のあり方を

考えてきた。カンボジアでは残念ながら司法救済への国民の信頼はうすい。そのような

事情を受け入れ、労使紛争を効果的に救済できるために、今あるメカニズムを改革しな

がら利用するほかない。本論では、ACの存在の意義や役割の再検討についていくつか

の重要な提言を行うことができた。 

	 （３）本論文では二つの課題を提起した。第一に、カンボジアにおける不当労働行為

救済制度に関わる諸問題の改善である。第二に、労働法第 279条（差別的取扱い禁止）

に関連して差別的取扱い判断基準の不備の問題である。 
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	 論文での検討の結論は、以下のようにまとめることができる。 

	 課題一について、救済制度の改善と整備をどのように整えるべきか。AC と裁判所と

の関係を巡り、如何に両機関の裁量と役割を果たすべきであるのか。AC が判断した裁

定の執行力が強固なものとなっていないため、労働仲裁委員会の命じた裁定の実行力が

弱いが、これをどのように改善すべきか。 

	 第一の点については、救済制度の形式面においてアメリカの制度から学べるのは、

「行政一本化」であり、救済制度の裁量において日本の制度から学べるのは、「調整的

な解決方法」である。カンボジアの状況に照らすと、こうしたハイブリッドな制度をカ

ンボジア法における労働紛争緩和措置として導入すべきである。また、将来 ACの専門

性を充実させるという作業もともに必要となる。ACと司法との関係については、日本

型の調整的な解決方法および日米で活躍されている和解を勧める。 

	 次いで、事実認定の問題に関する議論も挙げられる。裁判所は AC の認定した事実を

どこまで認めるべきか。アメリカの場合、NLRB が行った事実認定は証拠によって支持

されているときに 終的なものであり、司法救済レベルで新証拠および新主張を許さな

いのが原則である。このようにして、実質的証拠法則のもとで制度を発展させてきた。 

	 他方、日本の場合、アメリカと違い、裁判所は実質的証拠法則に拘束されず、実質的

証拠法則を採用するか否かも議論の決着がまだ見ていない。通常、司法審査は、行政レ

ベルで救済された判断が法に従っているかどうかを決定する。それは、事実認定を支持

するためにあげられた証拠が適当であるかどうかも包含しているからである。それに対

し、カンボジアの事情を鑑みると、これまで 14 年間機能していない司法救済の代替な

役割を持って、労働紛争を処理している AC の専門性の尊重と処理迅速化のため、アメ

リカのシステムのように実質的に基づく事実認定であれば裁判所のレベルで一から認定

する必要がないと思われる。また、カンボジアの AC は、日本と類似する弱い準司法救

済なので、新証拠と新事実の提出について裁判所の段階でも許すべきだと思われる。つ

まり、上記の実質的証拠法則に関する示唆は、カンボジアの事情を考慮し、かつ、アメ

リカと日本の良い点を合わせたものである。 

	 第二点に関して、裁定の執行の有効性を高めるために、以下の二点を工夫する必要が

ある。一点目は、現存の不拘束力命令の選択肢を廃止することである。不拘束力命令が

選択されると、審理中の段階において両当事者があまり積極的に解決する努力をしない

恐れがあるし、審理後の段階において裁定を下した後、両当事者は無視しても良いとい

う結果になりうる。このような欠点から、せっかく処理機関として存在している労働仲

裁委員会を弱体化させるだけである。 

	 二点目は、次の二つの補助システムを導入することが必要である。一つは、日本型の

緊急命令を取り入れることである。現在のカンボジアは命令の履行システムを整えてい
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ないので、今後、司法機関による救済が活発になる時期を迎えた際に、労働者の権利を

保護するために必要だと思われる。もう一つは、アメリカ型の命令交付後の履行状況報

告命令を取り入れることである。カンボジアの現制度は命令交付後に命令の履行を無視

しても AC が把握できないため、裁定交付後報告の通りに履行しなければ、罰金などの

刑罰を受けなければならない、というシステムを設計していくべきである。この点につ

いて、詳細な制度設計の検討が必要であり、今後政策論を強化していかなければならな

い分野である。 

	 (3)次に、課題二について、カンボジアの差別的取扱いの場合、準司法機関である労働

仲裁委員会のシステムや判断基準に様々な不備が存在しており、未だその判断基準も不

明確である。そのため、労働者側は何をどのくらい立証すればよいのかについて不明確

である。このような状況の中で、労働組合側にとって経済的・精神的・私生活上の不利

益と並んで組合活動上の不利益となり、組合自体もさらに弱くなってしまう恐れがある。 

	 判断基準の不透明性について、何が問題となっているのか明らかにするために、AC

の裁定の事例を検討した。そして、日米の事例や学説を取り上げて、比較検討した。カ

ンボジアへの差別的取扱判断基準においては、以下のような 3 点①反組合意思、②労働

組合活動の正当性、③立証責任の点が不備であることが明らかになった。 

	 まず、①について、カンボジアにおける反組合意思の判断は、ケース・バイ・ケース

である。反組合的な意思表明の事実があれば反組合意思が明確であるとして不利益取扱

いに該当するとされたケースがある。他方、一応反組合意思について取り上げているが、

厳格に一つの判断要素としているかは明確になっていないケースもある。しかし、現段

階のカンボジアでは反組合意思について学説の見解、AC の命令や裁判例が蓄積されて

いない。そこで、日米における問題処理状況をカンボジアのそれと比較すれば、次の点

に注目することができる。第一に、現在の判断基準に対して、反組合意思は不利益取扱

いを判断する際、 低限の要素とされるべきである。第二に、将来における議論となり

うるものは、労働組合に対する不利益性に関する法理である。アメリカの本来的には破

壊的な行為と日本の不利益性に関する法理が、労働者の立証負担が軽減されることにつ

ながると考えられるため、この法理を充分に活用すべきである。 

	 次に、②労働組合活動の正当性については、今後、カンボジアに進出している外国企

業・国内企業および新生産技術の導入等々による組合に対する影響として、使用者側と

の紛争の多発が予想される。この点を考えると、まず、雇用の態度について、カンボジ

アは、労働者の移動が激しい雇用社会であるアメリカのジョブ型にある程度類似性をも

っており、労働組合活動の正当性判断枠組みについては、その点を配慮する必要がある。

また、現在の不利益取扱いの判断基準については、労働組合活動の正当性の要素を入れ

るべきである。労働組合は、労働組合員の利益のため活動を行うことに大きな意味を持
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っているので、労働組合活動の正当性に注意を払うべきである。さらに、将来に対する

労働組合活動の形態や正当性の判断における、具体的な労働組合活動の正当性の捉え方

については、日本法が有益である。 

	 後に、③立証責任については、次の二点を指摘できる。一つは、労働者側自体の問

題として労働組合側には提示不可能な資料があるということである。もう一つは、AC

における救済の場面における対応の問題である。証拠自体はどういうものなのか、AC

がこれを示す積極的な態度をとっていない。そこで、カンボジアの立証責任に関する問

題を解決するために、使用者への立証責任の転換を行うべきであり、また、AC は積極

的に物件提出命令を命じるべきである。現状のカンボジアの問題解決のために、不当労

働行為救済の場面において ACは積極的な役割を果たすべきである。 

	 以上の分析結果を総合すると、発展途上国のカンボジアにおいては、産業の発展とと

もに、労働分野における紛争処理制度を整備することによって、労働者側の利益に貢献

するのみならず、使用者側や投資者側にとっても有意義であると言える。 
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カンボジア労働仲裁委員会(AC)：www.arbitrationcouncil.org 
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国際労働機構(ILO)：www.ilo.org 

Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC): http://www.gmac-cambodia.org
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付録  

 

 

ACの裁定（著者による和訳） 

--------- 
 

カンボジア王国  

国家	 宗教	 国王  

 

労働仲裁委員会  

The Arbitration Council 

 

	 事件名及び番号：61/09-Cintri事件 

	 裁定日：2009年 6月 17日 

 

労働仲裁委員会の裁定  

（労働法第 313条に基づく） 

 

仲裁委員の構成  

 

	 使用者側の選定による仲裁委員：コール・ワタナ 

	 労働者側の選定による仲裁委員：アン・ヴィラック 

	 両委員の選定による仲裁委員長：コン・ポラック 

 

事件の当事者  

	  

1. 使用者側について  

社名：カンボジア・シントリ有限責任会社（Cintri (Cambodia) Ltd.）1 

住所：プノンペン市チャムカーモン区トンレーバサック地区モニヴォン大通 442D 番

地。 

電話：012−912−353	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ファックス：なし 

使用者側代表： 

	 ①	 キム・チャンセン	 	 	 	 総務・人事部副部長	 	 	 	  

                                                        
1 シントリ有限責任会社は、プノンペン市の清掃業者である。 
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	 ②	 ソム・フン	 	 	 	 	 	 	 都市清掃部副部長 

	 ③	 コン・ボーパー	 	 	 	 	 調整・解決担当者 

 

 

2. 労働者側について  

名前：クメール労働者生活改善組合連合（Trade Union Federation for Increasing Khmer 

Employees Lifestyle: TUFIKEL）および TUFIKELシントリ組合 

住所：プノンペン市チャムカーモン区ボンケンコン地区 376番通り 27C番地。 

電話：012−282−531	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ファックス：なし 

労働者側代表： 

	 ①	 モム・サロン	 	 	 	 	 	 	 連合会長 

	 ②	 モム・ボナ	 	 	 	 	 	 	 	 連合役員 

	 ③	 モム・サラン	 	 	 	 	 	 	 連合役員 

	 ④	 ジア・シター	 	 	 	 	 	 	 シントリ組合長 

 

事件の争点  

（労働・職業訓練省の調停不成立報告書より引用） 

 	 シントリ社の組合員らは、組合の幹部であるジア・シター氏とマック・ラオン氏の

二人を元の地位に留めるように要求した。一方、使用者側は、二人を元の職に戻すこ

との出来ない理由は、会社の正当な事由と二人が良い成績を収めたためと述べた。 

労働仲裁委員会の管轄  

	 労働仲裁委員会は、1997 年労働法第 12 章第 2 節第 2 項（第 309 条から第 317 条）、

労働仲裁委員会に関する省令（2004 年 4 月 21 日第 099 号）、同省令付属の労働仲裁

委員会に関する規則、第５期労働仲裁委員の任命に関する省令（2007 年 5 月 10 日第

076号）の規定により、当裁定の管轄を与えられている。 

	 当裁定の目的である集団的労働紛争を、調停によって解決する試みは、労働法第 12

章第２節第１項に従って実施された。しかしながら、この調停はまとまらず、2009 年

5 月 19 日調停不成立報告書（2009 年 5 月６日作成）が労働仲裁委員会の事務局に送

付された。 

 

仲裁委員会に送付前の事件手続経緯および仲裁廷  

 

仲裁廷所在地：プノンペン市チャムカーモン区トンレーバサック地区ソティアロス通

りプノンペンセンターAビル、労働仲裁委員会。 

仲裁日：2009年 5月１日（午前８時） 
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事件の経緯について： 

	 2009 年 4 月 24 日に、労働担当省の労働紛争解決部は、申立ておよびストライキの

通知を受け取った。このストライキの目的は、ジア・シター氏とマック・ラオン氏の

二人を元の地位に留めるように要求することである。その後、当該申立てを受け取っ

てから、労働紛争解決部は、当該紛争に対する紛争解決担当官任命し、2009 年 4 月

28 日に調停を実施した。しかし、調停はまとまらなかった。そこで、2009 年 5 月 19

日に、合意に至らなかった争点を労働仲裁委員会に送付した。 

	 労働仲裁委員会は当該申立てを受け取ってから、使用者側と労働者側を呼び出し、

2009年 6月 1日に仲裁を実施した。両当事者は労働仲裁委員会の呼出により出席した。

しかし、合意に至らなかった。そこで、当該申立てについては、以下の証拠および事

由に基づき、判断した。 

 

証拠  

 

	 証人および外部の専門家：なし 

 

資料	 物証	  

 

	 ア .	 使用者からの資料：  

1. キム・チャンセン氏、ソム・フン氏、コン・ボーパー氏の会社の委任状

（2009年 5 月 29日） 

2. カンボジア・シントリ社の就業規則（2005年 11月 14日） 

3. カンボジア・シントリ社の定款（2004年 7月 20日） 

4. カンボジア・シントリ社の商業登録証（3058号 2008年 6月 20日） 

5. ジア・シター氏の会社申込書（運転者）、健康診断証明書、運転免許書 

6. マック・ラオン氏の会社の申込書、健康診断証明書、運転免許書 

7. 労働者の解雇判断書（0123/09号 2009年 5月 2日） 

8. 労働者の解雇判断書（0123/09号 2009年 5月 2日） 

9. シントリ社のクメール労働者生活位改善組合−連合に対する会社の転勤執行反

対の文書（0115/09号 2009年 4月 24日） 

10. 運転手の転勤決定に関する文書（0108/09号 2009年 4月 4日） 

11. シントリ社のクメール労働者生活位改善組合連合会長に対するジア・シター

氏とマック・ラオン氏の転勤決定に関する（プノンペン市からシハヌークビ

ル州）文書（0107/09号 2009年 4月 4日） 
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12. 運転手の転勤決定に関する文書（0108/09号 2009年 4月 4日） 

13. 市役所の記録による使用者側と組合側の会議 （2009年 5月 21日） 

14. カンボジア・シントリ社の労働紛争論書（2009年 6月 29日） 

15. 労働者の転勤決定に関する文書（0211/06号 2006年 8月 8日） 

16. 労働者の転勤および指定に関する文書（0288/06号 2006年 12月 7日） 

17. シハヌークビル州の支店長に対するプノンペンからの３名の労働者の転勤に

関する文書（2009年 3月 28日） 

18. シントリ社のクメール労働者生活位改善組合−連合の宣言 

19. カンボジア・シントリ社の労働紛争論書（2009年 6月 29日） 

20. 市役所の記録による使用者側と組合側の会議 （2009年 4月 28日） 

21. シントリ社のクメール労働者生活位改善組合−連合の登録証明書（066/08 号

2008年 2月 25日） 

22. シントリ社のクメール労働者生活位改善組合−連合からのシントリ社社長に対

する文書（2009年 4月 23日） 

 

イ .	 労働者からの資料：  

１．シントリ社のクメール労働者生活位改善組合−連合の登録証明書（066/08 号

2008年 2月 25日） 

２ .	 シハヌークビル州の支店長に対するプノンペンからの３名の労働者の転勤

に関する文書（2009年 4月 30日） 

３ .	 組合のストライキに関する告知（2009年 4月 23日） 

４ .	 連合組合長のモム・サロンにストライキに関する会議のプノンペン市役所

の招待状（2009年 4月 27日） 

５ .	  シントリ社のクメール労働者生活位改善組合−連合長に対するジア・シター

氏とマック・ラオン氏の転勤（プオンペンからシハヌークビル支店に）報告文書

（2009年 4月 4日） 

	 	 	 ６ .	  市役所の記録である使用者側と組合側の会議 （2009年 4月 28日） 

	 	 	   7.	  市役所の記録である使用者側と組合側の会議 （2009年 5月 21日） 

	 	 	 ８．シントリ会社の集団労働紛争解決の記録（2009年 4月 28日） 

	 	 	 ９．シントリ社のクメール労働者生活位改善組合−連合の労働紛争反論書（2009 

	 	 	 	 年 6月 4日） 

	 	 	 10．シントリ会社の集団労働紛争解決の記録（2009年 4月 22日） 

	 	 	 11．会社の願書 

	 	 	 12．労働者の転勤および指定に関する文書（0288/06号 2006年 12月 7日） 
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	 	 	 13．ジア・シター氏 の会社申込書（運転者）、健康診断証明書、運転免許	 	 	  

	 	 	 書等。 

	 	 	 14．マック・ラオン氏の会社申込書（運転者）、健康診断証明書、運転 

	 	 	 免許書等。 

 

	 	 ウ .	 労働担当省からの資料  

	 	 	 1．シントリ会社の労働紛争に関する報告書（2009年 6月 6日） 

	 	 	 ２．シントリ会社の労働紛争に関する報告書（2009年 4月 28日） 

 

	 	 エ．労働仲裁委員会事務局からの資料  

 	 	 	 1．労働者側に仲裁庭への招待状（316号 2009年 6月 25日） 

	 	 	 ２．使用者側に仲裁庭への招待状（315号 2009年 6月 25日） 

 

事実認定  

 

	 −集団労働紛争の調停報告書の検討後	  

	 −労働者側と使用者側の主張聴視後 

	 −付録の資料検討後 

 

	 労働仲裁委員会の認定  

	 −カンボジア・シントリ有限責任会社（ゴミ収集会社）はプノンペン、カン・チャ

ムカーモン、サンカッ・トンレーバサック、モニヴォン大通り、442D 番地という住

所に位置している。 

	 −労働者側は、当事案の申立人であり、シントリ社のクメール労働者生活位改善組

合−連合が代表している、2008年 2月 25日に組合の登録証明書を登録した。 

 

第 1争点：  ジア・シター氏とマック・ラオン氏を元職に保つよう要求  

−	 ジア・シター氏とマック・ラオン氏はゴミ収集車運転手の職に就いていた。ジ

ア・シター氏は 2005 年 11 月 14 日に、マック・ラオン氏は 2004 年４月 20 日に入社

した。 

−	 会社は 2009 年 4 月 4 日の決定書により、その二人をシハヌークビル州の支店に転

勤決定した。そして、会社はその二人にこの旨を 2009 年 4 月 23 日に通知した。ジ

ア・シター氏はその報告書を受け取り、署名した。しかし、マック・ラオン氏は直接

その旨を受け取っていなく、ジア・シター氏が代わりに受け取ってもらった。 
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−	 2009 年 4 月 23 日に、シントリ社のクメール労働者生活位改善組合−連合は会社に

対して、その二人のプノンペンの元の地位に留めるように、ストライキを実施するこ

とを告知し、かつ、その告知書を複写しプノンペン市役所を含め関係機関を移送した。 

−	 2009年 4月 24日に、プノンペン市役所にてストライキに関する会議があり、組合

−連合側はストライキを中止することを合意した。 

−	 2009 年 6 月 2 日、ジア・シター氏とマック・ラオン氏はシハヌークビル支店への

転勤に反対したため、会社側はその二人を解雇した。しかし、2009 年 6 月 21 日にプ

ノンペン市役所での会議によって、使用者側は以下の項目に合意した。 

	 「ジア・シター氏とマック・ラオン氏の解雇を取りやめ、職に戻すこと」 

	 「ジア・シター氏とマック・ラオン氏は良い成績を収めたため、さらに様々な手当

を負担する上で６ヶ月シハヌークビル支店の労働者に見倣って欲しい。 

	 「組合側は当提案に反対しており、両当事者は労働仲裁委員会の裁定を待ち、その

裁定を服することを合意した。 

−	 仲裁庭で、労働者側は転勤されると家族の状況に影響を与えるため、元職のまま

にいることを要求した。ジア・シター氏は現在３人の子どもがおり、1 人は小学校６

年生、１人は中学校 1 年生ともう一人はまだ 1 歳であるため、家族を離すことができ

ないこと、かつ、組合長でもあるためである。また、マック・ラオン氏は仲裁庭に出

席しなかったが、組合の代表によれば、マック・ラオン氏も現在 2 人の子どもがおり、

まだ学校も通っていなく、つまり、家族の状況問題にあるためである。 

−	 仲裁で、使用者は 2009 年 3 月 26 日のシハヌークビル支店副長からも３人の運転

手を要求したのでジア・シター氏とマック・ラオン氏を転勤せざるをえない。また、

この二人が良い成績を収めたため、さらに様々な手当をあげた上で６ヶ月シハヌーク

ビル支店の労働者に見倣って欲しいということもある。しかも、2 週間で試し、嫌だ

ったら、会社側と交渉可能となっている。 

−	 使用者側は、シハヌークビルでの交通費・宿泊費・様々な手当を負担すると主張

した。 

−	 仲裁庭に出席していたジア・シター氏と組合の代表はシハヌークビル支店への転

勤に行けないと主張し、プノンペンにある元職のままでいたいと要求した。しかも、

組合側はそのシハヌークビル支店までの転勤は組合に対する不利益な取扱いであると

主張した。 

−	 使用者側は、その転勤は全く会社の人事権限であり、また、会社側はその二人は

組合の幹部ら及び組合の運動家であることは全く知らなく（ストライキの告知書を受

けて初めて分かった）組合に対する不利益な取扱いではないと主張した。しかし、組

合側は組合登録証明書を受けた時、既に会社側に報告した。労働仲裁委員会は、この
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ようなことに関する証拠提示を組合側に命じたのにもかかわらず、何も受け取ってい

なかった。 

−	 労働仲裁委員会に提出した使用者側の労働紛争論書（2009 年 6 月 3 日）によれば、

会社は当紛争が個別的労働紛争であると主張した。 

 

裁定の事由  

 

	 争点：ジア・シター氏とマック・ラオン氏を元の地位に留めるように要求 

	 この争点を検討する前に、労働仲裁委員会は当紛争に対する管轄権があるかどうか

を検討する。 

	 原則的に、労働監査官と労働担当省は労働仲裁委員会に紛争を送付する前に、その

紛争は集団労働紛争か個別労働紛争かということを判断する管轄がある。この事案も

労働仲裁委員会に送付されたため、労働仲裁委員会は別段の事由がない限り、労働監

査官と労働担当省の判断に従う必要がある。（先裁定 10/03、02/04、41/04、07/05） 

	 当事案において、以下のような事由で労働仲裁委員会は集団的労働紛争であると考

えた。 

	 労働担当省第 302 条には、集団的労働紛争とは、「一人または複数の使用者と複数

の労働者との間に生じる紛争」のことであり、「労働条件、職業団体（Professional 

Organization）の権利行使、企業内における職業団体の承認、使用者と労働者の関係に

関すること」等であり、またこの紛争は企業や社会の安定に影響を与える可能性があ

ると規定さている。 

	 同条によれば、集団労働紛争が成立するのに、３つの条件を満たす必要がある。第 1

には、当事者のことである。労働者側はある程度の人数と一人か複数の使用者との間に

ある紛争である。第 2 には、原因のことである。それは、「労働条件、職業団体の権利

行使、企業内の団体の認識」のことである。第 3 には、効果のことである。企業の効率

的な操業と社会の安定を脅かすものである。 

	 本件に当てはまると、組合が申立人にとなっているので、第 1 の条件を満たす。また、

労働条件に関すること紛争なので、第 2 の条件を満たす。そして、今回は市役所の会議

によるストライキ中止となったが、一応計画もあったので、やや会社に対する不安定を

与えたため、第 3の条件を満たす。 

	 よって、当紛争は集団労働紛争が成立する。したがって、労働法第 12章 2節により、

労働仲裁委員会は当に管轄権がある。 
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	 また、先裁定のように、労働担当省の報告書の中にある合意にまとまらない労働紛争

では労働仲裁委員会が送付されたら、集団労働紛争である。使用者はこれを反対すれば、

証拠提示責任がある（先裁定 45/07第４番目の争点を参照）。 

	 本件、労働仲裁委員会が労働担当省の判断に基づく集団労働紛争であることに対し、

使用者は事由や証拠不提示であり、ただ個別労働紛争であることのみ主張した。したが

って、本件では集団労働紛争に関する証拠が検討できないとなっている。 

	 以上のように、労働仲裁委員会は本件に対し、管轄権がある。そこから、労働仲裁委

員会は以下の事実を検討する。 

	 労働法第 2 条には、「…同法の意味にいう企業というのは、定期でなくとも、使用者

の管理運営下で、一人か複数の労働者を雇用し…」と規定されている。 

	 先裁定のように、労働仲裁委員会は同法第 2 条に基づき、合法かつ合理な場合に限り、

使用者は会社の管理運営権がある（先裁定 108/06第 1争点、18/03第 1争点、08/09を参

照）。 

	 また、先裁定の 17/03、18/03 にある使用者の会社管理運営権である労働仲裁委員会の

解釈は、労働者を一カ所からもう一カ所に転勤することが可能であるとしつつ、使用者

側は労働者に対し一定の条件を提供する必要がある。それは、①給料をカットしないこ

と、②遠方に転勤しないこと、③シフト（昼間から夜間に、夜間から昼間に）に交換し

ないこと、④労働者の専門にかなり離れないことである。 

	 労働法第２条および先裁定にある労働仲裁委員会の解釈によれば、使用者には企業の

管理運営権があるが、上述した４つの条件を合法と合理的に行う必要があるとした。 

	 本件の二人の転勤では、プノンペンからシハヌークビル支店まで（200 キロメトール）

の転勤であることから、②の条件に当てはまらないことになっている。しかし、労働仲

裁委員会はその遠方の場所に、６ヶ月の転勤は合法と合理的かということをさらに検討

する。 

	 労働者側は、家族状況の問題と組合に対する不利益な取扱いという事由を主張し、シ

ハヌークビルまでの転勤に反対した。しかし、使用者側はこの転勤に関しては、交通

費・宿泊費・様々な手当も負担すること、かつ、向こうの労働者はこのような良い成績

を収めた二人を見習ってほしいためその転勤は６ヶ月のみ実施すること、 初の２週間

では嫌だったら会社と交渉可能、使用者側はその二人が労働組合の幹部や活動家である

ことが知らないこと労働組合に対する不利益な取扱いではないと主張した。 

	 上述した事由を鑑みると、労働仲裁委員会はこのような管理運営権は労働法第２条に

違反しなく、先裁定にも反しない。なぜかといえば、これは会社の優れた労働者に対す

る人事権からである。また、会社側はこの二人がシハヌークビル支店に転勤されたら、
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家族を遊びに行きたいときに、交通費も負担すると主張したので、二人の家族状況の問

題も少し収まったと考えた。 

	 それに対して、組合に対する不利益取扱いに関することは、労働仲裁委員会は以下の

ように判断する。 

	 労働法第 12 条によれば、「…労働組合員になったことあるいは労働組合活動に参加

したことを理由に、 仕事の転勤と指定…」とある。同条では、転勤に関することを労働

組合に対する不利益取扱いをしてはいけないといっている。 

不利益取扱いに関して、労働仲裁委員会の先裁定によると、労働者が不利益取扱いを

主張するときに、使用者の不利益取扱いに関する証拠を提示する責任がある（先裁定

93/06第１の争点、112/06第１の争点、01/07第１の争点）。 

本件、労働仲裁委員会は上の解釈に賛成し、また、事実によれば労働者側は６ヶ月の

転勤に対する不利益取扱いについては十分な証拠を提示することができなかった。した

がって、本件ではその二人に対する不利益取扱いが存在しないということになる。 

要するに、労働仲裁委員会はその二人の転勤に関して、不利益取扱いがなく、合法か

つ合理的であると考えた。 

上述した証拠・事実・法律・事由のように、労働仲裁委員会は以下のように判断した。 

判断および命令  

 

−	 ジア・シター氏・マック・ラオン氏のプノンペンの元の地位に留めるように要求

するを否定する。 

−	 使用者はこの二人を６ヶ月のみの転勤可能に関することを、交通費・宿泊の提

供・様々な手当の提供をし、向こうの労働者はこのような良い成績を収めた二人を見習

ってほしいためその転勤は６ヶ月のみ実施すること、 初の２週間では嫌だったら会社

と交渉可能ということを命じる。 

 

裁定の種類：拘束力のない裁定  

 

	 当裁定は、８日間以内に労働仲裁委員会の事務所を通じて労働担当省に当事者双方か

ら異議の申立てがされなければ、確定する。 

 

労働仲裁委員の署名  

 

使用者側の選定による労働仲裁員 

名前： コール・ワタナ 
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署名： 

労働者側の選定による仲裁委員 

名前：アン・ヴィラック 

署名： 

両委員の選定による仲裁委員長 

名前：コン・ポラック 

署名： 
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